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四

顧
振
代
表
団
の
訪
独
と
中
独
条
約
の
成
立

１
　
顧
振
代
表
団
の
訪
独

２
　
P
介
石
の
屈
服
と
中
独
条
約
の
成
立

五

ラ
イ
ヒ
ェ
ナ
ウ
の
訪
中
と
、
親
日
派
に
対
す
る
国
防
省
の
闘
争

１
　
親
日
派
と
の
闘
争

２
　
中
独
条
約
の
締
結
と
そ
の
余
波

お
わ
り
に
（
以
上
本
号
）

三

一
九
三
五
年
夏
の
中
独
交
渉
と
、
中
独
両
国
に
お
け
る
新
し
い
国
防
経
済
建
設
計
画
の
形
成

１
　
南
京
国
民
政
府
支
配
領
域
の
拡
大
と
ク
ラ
イ
ン
の
南
京
・
広
東
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

広
東
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
第
一
次
契
約
と
第
二
次
契
約

す
で
に
み
た
よ
う
に
、
ク
ラ
イ
ン
の
広
東
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
第
一
次
契
約
（
一
九
三
三
年
七
月
）
は
、
（1）
大
砲
工
場
（
一
八
五
万
香
港

ド
ル
）、
（2）
砲
弾
・
信
管
・
薬
莢
工
場
（
一
〇
七
万
五
〇
〇
〇
香
港
ド
ル
）、
（3）
毒
ガ
ス
工
場
（
四
九
万
香
港
ド
ル
）、
（4）
防
毒
マ
ス
ク

工
場
（
六
万
五
〇
〇
〇
香
港
ド
ル
）
を
含
め
た
総
額
約
五
五
〇
万
香
港
ド
ル
に
の
ぼ
る
契
約
（
現
金
払
い
）
を
中
心
と
し
て
い
た
が
（
1
）、

ゼ
ー
ク
ト
が
帰
国
の
途
に
、
ク
ラ
イ
ン
が
中
国
再
訪
の
途
に
つ
い
た
一
九
三
五
年
三
月
に
は
、
こ
の
広
東
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
第
一
次
契
約

は
か
な
り
の
進
捗
を
見
せ
て
お
り
、
す
べ
て
の
施
設
は
完
成
し
、
据
え
付
け
る
べ
き
機
械
も
到
着
し
て
組
み
立
て
が
開
始
さ
れ
た
。
ま
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た
、
そ
れ
以
降
も
、
追
加
の
機
器
・
備
品
な
ど
の
搬
送
が
続
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
て
ク
ラ
イ
ン
と
広
東
派
が
作
っ
た
第
一
次
広
東
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
既
成
事
実
は
も
は
や
動
か
し
が
た
い
も
の
と
な
り
、
ド
イ

ツ
外
務
省
の
内
部
に
お
い
て
さ
え
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
の
経
済
的
利
益
を
理
由
と
し
て
、
既
成
事
実
を
容
認
す
る
意
見
を

発
生
せ
し
め
て
い
た
の
で
あ
る
（
2
）。

し
た
が
っ
て
、
今
回
の
ク
ラ
イ
ン
訪
中
の
主
要
な
目
的
は
、
と
り
わ
け
一
億
R
M
の
借
款
契
約
と
各
種
工
場
建
設
を
中
心
と
す
る
南

京
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
仮
契
約
の
実
現
の
た
め
の
交
渉
と
、
広
東
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
第
二
次
契
約
、
す
な
わ
ち
主
契
約
た
る
二
億
R
M
の
借
款

協
定
の
ほ
か
、
（1）
鉄
道
建
設
（
一
一
二
六
万
香
港
ド
ル
）、
（2）
港
湾
施
設
建
設
（
二
三
〇
万
香
港
ド
ル
）、
（3）
火
薬
工
場
（
四
三
二
万
香

港
ド
ル
）、
（4）
防
毒
マ
ス
ク
工
場
建
設
（
二
九
万
香
港
ド
ル
）
の
各
仮
契
約
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
な
か
で
も
中
独

関
係
に
お
い
て
軋
轢
の
焦
点
と
な
っ
た
の
は
、
も
ち
ろ
ん
主
契
約
た
る
二
億
R
M
の
借
款
協
定
と
、
軍
事
的
に
重
要
な
意
味
を
持
つ
（4）

の
防
毒
マ
ス
ク
工
場
の
建
設
問
題
で
あ
っ
た
。
P
介
石
・
南
京
中
央
政
府
は
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
終
始
広
東
派
の
軍
事
的
強
化
の

一
切
に
断
固
と
し
て
反
対
す
る
態
度
を
と
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

ゼ
ー
ク
ト
＝
ク
ラ
イ
ン
の
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
会
談
（
四
月
四
日
）
と
そ
の
余
波

さ
て
、
一
九
三
五
年
三
月
下
旬
に
上
海
を
発
っ
た
ゼ
ー
ク
ト
は
、
途
中
香
港
に
立
ち
寄
り
、
軍
事
顧
問
と
し
て
す
で
に
広
州
に
到
着

し
て
い
た
ゼ
ー
ム
ス
ド
ル
フ
将
軍
と
極
秘
裏
に
会
談
し
た
（
3
）。
こ
の
会
談
の
内
容
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
ゼ
ー
ク
ト
＝
ク
ラ
イ
ン
の
広

東
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
ド
イ
ツ
国
防
省
に
よ
る
広
東
へ
の
軍
事
顧
問
派
遣
問
題
が
密
接
に
関
連
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
示
し
て
い

た
。そ

の
後
、
香
港
か
ら
南
下
し
た
ゼ
ー
ク
ト
と
、
イ
ン
ド
洋
か
ら
東
ア
ジ
ア
へ
と
向
か
っ
て
い
た
ク
ラ
イ
ン
は
、
四
月
四
日
に
シ
ン
ガ

ポ
ー
ル
で
合
流
し
た
。
こ
の
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
の
会
談
で
ク
ラ
イ
ン
は
、
ド
イ
ツ
で
関
係
各
機
関
と
の
間
で
お
こ
な
っ
て
き
た
さ
ま
ざ

ま
な
交
渉
に
つ
い
て
、
例
に
よ
っ
て
誇
張
を
交
え
て
ゼ
ー
ク
ト
に
報
告
し
た
。
ク
ラ
イ
ン
に
よ
れ
ば
、
南
京
中
央
政
府
お
よ
び
西
南
派
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と
の
経
済
協
力
お
よ
び
鉱
工
業
開
発
に
関
す
る
諸
計
画
は
「
ド
イ
ツ
政
府
に
よ
っ
て
承
認
」
さ
れ
た
と
い
う
。
こ
の
報
告
を
「
完
全
に

了
承
」
し
た
ゼ
ー
ク
ト
は
、
そ
の
場
で
す
ぐ
に
南
京
の
フ
ァ
ル
ケ
ン
ハ
ウ
ゼ
ン
に
宛
て
て
手
紙
を
書
き
、
ク
ラ
イ
ン
へ
の
「
全
面
的
な

支
援
を
お
願
い
す
る
」
と
の
要
請
を
記
し
た
。
さ
ら
に
こ
の
手
紙
の
中
で
ゼ
ー
ク
ト
は
、
ド
イ
ツ
に
帰
国
し
た
ら
「
中
枢
機
関
に
中
国

情
勢
を
報
告
す
る
」
と
述
べ
、
ド
イ
ツ
で
チ
ャ
イ
ナ
・
ロ
ビ
ー
と
し
て
の
活
動
を
展
開
す
る
決
意
を
示
し
た
の
で
あ
る
（
4
）。
会
談
後
ク
ラ

イ
ン
は
、
こ
の
手
紙
を
持
っ
て
意
気
揚
々
と
上
海
に
向
か
っ
た
。

一
方
、
ゼ
ー
ク
ト
を
乗
せ
た
客
船
マ
ー
ニ
ッ
ク
ス
号
は
、
長
い
航
海
の
の
ち
、
四
月
二
三
日
に
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
に
入
港
し
た
（
5
）。
ジ
ェ
ノ

ヴ
ァ
で
は
、
ド
イ
ツ
国
防
省
の
在
華
ド
イ
ツ
軍
事
顧
問
団
担
当
連
絡
将
校
ブ
リ
ン
ク
マ
ン
が
、
わ
ざ
わ
ざ
ベ
ル
リ
ン
か
ら
や
っ
て
き
て

丁
重
に
ゼ
ー
ク
ト
を
出
迎
え
た
（
6
）。
し
か
し
な
が
ら
、
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
で
ゼ
ー
ク
ト
を
待
っ
て
い
た
の
は
、
長
旅
を
ね
ぎ
ら
う
ブ
リ
ン
ク
マ

ン
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
四
月
一
六
日
付
の
以
下
の
よ
う
な
P
介
石
の
電
報
で
あ
っ
た
（
7
）。
広
東
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
厳
し
く
批
判

す
る
そ
の
内
容
は
、
船
上
で
充
分
な
休
養
を
取
り
、
身
も
心
も
「
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
（erholt

）」
し
て
下
船
し
た
ゼ
ー
ク
ト
に
と
っ
て
は
、

き
わ
め
て
不
愉
快
な
出
来
事
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
（
8
）。

ク
ラ
イ
ン
に
よ
る
広
東
へ
の
軍
事
物
資
供
給
に
関
し
て
は
、
中
国
政
府
側
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
て
い
る
見
解
が
、
予
期
に
反
し
、
ド
イ
ツ
政

府
に
よ
り
ほ
と
ん
ど
尊
重
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。
ク
ラ
イ
ン
は
私
〔
P
介
石
〕
の
了
解
が
あ
る
旨
を
い
た
る
と
こ
ろ
で
触
れ
回
っ
て
い
ま
す
が
、

こ
れ
は
け
っ
し
て
事
実
に
合
致
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ク
ラ
イ
ン
と
の
会
談
で
私
は
い
か
な
る
同
意
も
与
え
て
お
り
ま
せ
ん
。
本
当
の

事
情
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
ド
イ
ツ
国
防
省
に
私
の
見
解
を
一
刻
も
早
く
伝
え
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
閣
下
〔
ゼ
ー
ク
ト
〕
に
お
願
い
す
る

次
第
で
す
。

し
か
も
も
ち
ろ
ん
P
介
石
は
、
こ
の
電
報
を
た
ん
に
ゼ
ー
ク
ト
に
宛
て
て
打
電
し
た
の
み
な
ら
ず
、
翌
一
七
日
に
は
ベ
ル
リ
ン
駐
在

中
国
公
使
館
の
譚
伯
羽
商
務
書
記
官
に
も
指
示
を
出
し
、
同
文
の
電
報
を
ド
イ
ツ
国
防
省
軍
務
局
長
ラ
イ
ヒ
ェ
ナ
ウ
に
確
実
に
届
け
る
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よ
う
命
じ
て
い
た
の
で
あ
る
（
9
）。

P
介
石
に
は
、
ク
ラ
イ
ン
の
広
東
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
許
す
つ
も
り
は
い
さ
さ
か
も
な
か
っ
た
。

ク
ラ
イ
ン
＝
フ
ァ
ル
ケ
ン
ハ
ウ
ゼ
ン
会
談
（
四
月
一
八
日
）
お
よ
び
ク
ラ
イ
ン
＝
孔
祥
煕
会
談
（
四
月
一
九
日
）

一
方
、
四
月
一
五
日
に
箱
根
丸
で
上
海
に
入
港
し
た
ク
ラ
イ
ン
は
、
一
六
日
の
夜
行
列
車
で
上
海
を
発
っ
て
翌
一
七
日
に
南
京
に
到

着
し
た
（
10
）。
一
八
日
、
南
京
の
軍
事
顧
問
団
事
務
所
に
フ
ァ
ル
ケ
ン
ハ
ウ
ゼ
ン
を
訪
ね
た
ク
ラ
イ
ン
は
、
ゼ
ー
ク
ト
か
ら
預
か
っ
た
手
紙

を
渡
す
と
と
も
に
、
例
に
よ
っ
て
誇
張
と
虚
言
を
取
り
混
ぜ
な
が
ら
、
広
東
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
「
P
介
石
の
要
望
に
添
う
よ
う
な
形
で

調
整
さ
れ
た
」
と
の
説
明
を
お
こ
な
っ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
フ
ァ
ル
ケ
ン
ハ
ウ
ゼ
ン
は
ク
ラ
イ
ン
の
さ
ま
ざ
ま
な
言
明
を
た
だ
ち

に
信
用
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
P
介
石
宛
に
手
紙
を
書
き
、
可
及
的
速
や
か
に
ク
ラ
イ
ン
を
接
受
す
る
よ
う
に
求
め
た
の
で
あ

る
（
11
）。
す
で
に
ブ
ロ
ム
ベ
ル
ク
の
強
硬
な
手
紙
（
三
月
二
三
日
付
）
に
接
し
て
い
た
フ
ァ
ル
ケ
ン
ハ
ウ
ゼ
ン
は
（
12
）、
そ
れ
に
加
え
て
今
回
の

ゼ
ー
ク
ト
の
依
頼
も
あ
り
、
や
む
を
得
ず
P
介
石
と
ク
ラ
イ
ン
と
の
会
談
を
仲
介
し
た
の
で
あ
っ
た
。

ク
ラ
イ
ン
は
フ
ァ
ル
ケ
ン
ハ
ウ
ゼ
ン
と
の
会
談
後
、
数
時
間
南
京
に
滞
在
し
た
の
み
で
、
ふ
た
た
び
汽
車
に
乗
り
、
上
海
に
戻
っ

た
（
13
）
。
当
時
P
介
石
は
紅
軍
追
撃
の
た
め
貴
州
省
の
省
都
貴
陽
で
指
揮
・
督
戦
を
お
こ
な
っ
て
い
て
首
都
南
京
を
不
在
に
し
て
い
た
う

え
、
ク
ラ
イ
ン
と
し
て
は
広
東
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
強
硬
に
反
対
し
て
い
る
P
介
石
と
の
面
会
を
回
避
し
、
一
九
三
四
年
八
月
二
三
日
の

仮
契
約
の
調
印
者
で
あ
る
孔
祥
煕
に
交
渉
相
手
を
絞
れ
ば
籠
絡
し
や
す
い
と
判
断
し
た
よ
う
で
あ
る
。こ
う
し
て
四
月
一
九
日
の
午
後
、

上
海
で
ク
ラ
イ
ン
と
孔
祥
煕
の
会
談
が
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
（
14
）。
あ
く
ま
で
ク
ラ
イ
ン
の
表
現
で
は
あ
る
が
、
こ
の
会
談
は
「
満
足

す
べ
き
会
談
」
で
あ
っ
た
と
い
う
（
15
）。
ク
ラ
イ
ン
は
こ
の
「
成
果
」
を
た
だ
ち
に
電
報
で
経
済
大
臣
兼
ラ
イ
ヒ
ス
バ
ン
ク
総
裁
シ
ャ
ハ
ト

に
通
知
し
た
。

し
か
も
南
京
で
の
会
談
で
フ
ァ
ル
ケ
ン
ハ
ウ
ゼ
ン
が
と
く
に
異
議
を
唱
え
な
か
っ
た
こ
と
に
気
を
よ
く
し
た
ク
ラ
イ
ン
は
、
四
月
二

三
日
、
ド
イ
ツ
陸
軍
兵
器
部
に
電
報
を
打
ち
、「
ク
ラ
イ
ン
・
P
介
石
・
フ
ァ
ル
ケ
ン
ハ
ウ
ゼ
ン
が
ク
ラ
イ
ン
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
合

意
し
た
」〔
！
〕
と
の
ま
っ
た
く
の
虚
言
を
弄
す
る
あ
り
さ
ま
で
あ
っ
た
。
陸
軍
兵
器
部
長
リ
ー
ゼ
（K

urt
L

iese

）
か
ら
こ
の
驚
く
べ
き
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情
報
を
得
た
ベ
ル
リ
ン
駐
在
中
国
公
使
館
の
譚
伯
羽
商
務
書
記
官
は
た
だ
ち
に
ド
イ
ツ
外
務
省
に
照
会
を
お
こ
な
っ
た
が
、
も
ち
ろ
ん

こ
の
電
報
の
内
容
は
外
務
省
の
ま
っ
た
く
あ
ず
か
り
知
ら
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
（
16
）。
そ
の
後
も
ク
ラ
イ
ン
は
、
半
年
前
（
一
九
三
四
年
一
二

月
）
に
開
業
し
た
ば
か
り
の
近
代
的
な
高
層
ホ
テ
ル
「
上
海
パ
ー
ク
ホ
テ
ル
」（「
国
際
飯
店
」）
に
居
を
構
え
、
こ
こ
を
拠
点
と
し
て

秘
密
裏
に
行
動
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
（
17
）。

ブ
ロ
ム
ベ
ル
ク
の
強
硬
姿
勢
と
シ
ャ
ハ
ト
の
対
中
協
力
意
欲

こ
の
よ
う
に
事
態
が
錯
綜
す
る
中
で
、
上
記
四
月
一
六
日
付
の
P
介
石
に
よ
る
広
東
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
否
認
に
対
し
、
五
月
一
日
、
国

防
大
臣
ブ
ロ
ム
ベ
ル
ク
は
電
報
を
打
っ
て
P
介
石
に
直
接
回
答
し
た
。
し
か
も
そ
の
内
容
は
、
以
下
の
よ
う
に
非
常
に
強
硬
な
も
の
で

あ
っ
た
（
18
）。

ド
イ
ツ
国
防
省
は
、
以
下
の
こ
と
を
再
度
確
認
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
１
）
ク
ラ
イ
ン
氏
は
総
統
〔
ヒ
ト
ラ
ー
〕
に
直
接
会
っ
て
説
明
を
し
、
肯
定
的
な
成
果
を
得
て
お
り
ま
す
。

（
２
）
ヒ
ト
ラ
ー
氏
は
閣
下
〔
P
介
石
〕
に
署
名
入
り
の
写
真
を
渡
す
よ
う
ク
ラ
イ
ン
氏
に
依
頼
し
ま
し
た
。

（
３
）
ク
ラ
イ
ン
氏
は
ド
イ
ツ
国
防
省
お
よ
び
経
済
大
臣
シ
ャ
ハ
ト
博
士
の
完
全
な
信
頼
を
得
て
お
り
ま
す
。
ド
イ
ツ
政
府
は
ク
ラ
イ
ン
氏
の

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
特
別
の
関
心
を
持
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
大
き
な
価
値
を
置
き
、
そ
れ
を
完
全
に
支
持
し
て
お
り
ま
す
。

（
４
）
ク
ラ
イ
ン
氏
は
ド
イ
ツ
に
お
い
て
中
国
お
よ
び
閣
下
〔
P
介
石
〕
の
利
益
に
の
み
基
づ
い
て
発
言
し
行
動
し
て
お
り
ま
す
。

ブ
ロ
ム
ベ
ル
ク
は
、
こ
の
よ
う
に
、
ク
ラ
イ
ン
の
広
東
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
反
対
す
る
P
介
石
の
抗
議
に
対
し
、
ヒ
ト
ラ
ー
と
い
う
シ

ン
ボ
ル
を
引
き
合
い
に
出
し
て
正
面
突
破
を
図
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
五
月
六
日
に
は
、
前
述
の
ク
ラ
イ
ン
と
孔
祥
煕
の
会
談
（
四
月
一
九
日
）
の
報
告
を
受
け
て
、
シ
ャ
ハ
ト
が
孔
祥
煕
に
手
紙
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を
送
り
、
以
下
の
よ
う
に
中
独
バ
ー
タ
ー
貿
易
実
現
へ
の
意
欲
を
示
し
た
（
19
）。
こ
れ
は
、
ド
イ
ツ
政
府
は
ク
ラ
イ
ン
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を

支
持
し
て
い
る
と
い
う
上
述
の
ブ
ロ
ム
ベ
ル
ク
の
主
張
を
裏
付
け
る
か
の
よ
う
な
効
果
を
有
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

貴
国
政
府
が
ク
ラ
イ
ン
氏
と
締
結
し
た
バ
ー
タ
ー
契
約
〔
南
京
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
〕
に
非
常
に
満
足
し
て
お
り
、
私
に
与
え
ら
れ
た
あ
ら
ゆ
る

手
段
を
用
い
て
こ
の
契
約
を
実
現
す
る
用
意
が
あ
り
ま
す
。
ド
イ
ツ
は
中
国
の
鉱
物
資
源
お
よ
び
農
業
産
品
を
大
規
模
に
輸
入
す
る
態
勢
と
能

力
を
有
し
て
お
り
、
ま
た
高
度
に
発
展
し
た
産
業
に
依
拠
し
て
あ
ら
ゆ
る
分
野
で
中
国
に
工
業
産
品
を
輸
出
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。
両
国
の

産
業
と
生
産
能
力
の
相
互
補
完
性
と
い
う
僥
倖
に
よ
り
、
相
互
の
経
済
建
設
へ
向
か
う
新
し
い
道
が
開
か
れ
る
と
私
は
確
信
い
た
し
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
認
識
か
ら
シ
ャ
ハ
ト
は
、
契
約
締
結
後
の
第
一
年
次
お
よ
び
第
二
年
次
に
確
実
に
供
給
し
う
る
農
業
産
品
と
鉱
業
資
源

の
種
類
お
よ
び
総
量
を
可
及
的
速
や
か
に
知
ら
せ
る
よ
う
孔
祥
煕
に
依
頼
し
た
。
さ
ら
に
シ
ャ
ハ
ト
は
、
満
足
す
べ
き
書
類
が
届
い
た

場
合
、
中
国
政
府
に
二
〇
〇
〇
万
R
M
の
借
款
を
与
え
る
用
意
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
（
20
）。

紅
軍
の
「
大
西
遷
」
と
P
介
石
に
よ
る
中
国
統
一
の
進
展

し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
中
独
関
係
の
背
景
に
あ
る
中
国
国
内
の
政
治
状
況
は
、
一
九
三
四
年
秋
か
ら
三
五
年
春
に
か
け
て
、
大

き
な
変
化
を
見
せ
始
め
て
い
た
。
一
九
三
四
年
一
月
に
「
福
建
人
民
政
府
」
を
制
圧
し
た
P
介
石
は
、
江
西
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
を
主
な
対
象

と
し
た
第
五
次
「
囲
剿
戦
」
を
継
続
し
、
ド
イ
ツ
軍
事
顧
問
団
の
助
言
を
も
受
け
な
が
ら
、
ト
ー
チ
カ
戦
術
に
よ
り
紅
軍
へ
の
包
囲
網

を
一
歩
一
歩
狭
め
て
い
っ
た
。
そ
の
結
果
、
一
九
三
四
年
秋
、
紅
軍
は
つ
い
に
「
大
長
征
」
と
呼
ば
れ
る
軍
事
的
敗
北
を
強
い
ら
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
広
東
派
の
陳
済
棠
は
こ
の
「
剿
共
戦
」
に
お
い
て
P
介
石
か
ら
「
剿
匪
南
路
軍
総
司
令
」
に
任
命
さ
れ
て

い
た
が
、
広
東
軍
の
南
か
ら
の
包
囲
活
動
は
不
活
発
で
、
紅
軍
第
一
方
面
軍
は
そ
の
隙
を
突
く
形
で
一
〇
月
一
六
日
、
江
西
省
西
南
部

か
ら
の
「
西
遷
」
に
出
発
し
た
の
で
あ
る
（
21
）。

P
介
石
は
紅
軍
第
一
方
面
軍
の
逃
走
お
よ
び
そ
れ
を
許
し
た
広
東
軍
の
行
動
に
驚
き
、
一
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〇
月
三
〇
日
、
陳
済
棠
に
関
し
て
「
何
を
以
て
天
下
と
後
世
に
対
す
る
か
」
と
怒
り
を
あ
ら
わ
に
し
た
が
（
22
）、
そ
れ
は
と
も
か
く
、「
大

西
遷
」
の
結
果
、
西
南
派
は
、
南
下
し
て
き
た
南
京
中
央
政
府
お
よ
び
そ
の
軍
隊
の
政
治
的
・
軍
事
的
圧
力
に
直
接
さ
ら
さ
れ
る
こ
と

と
な
っ
た
（
23
）。

一
九
三
五
年
三
月
二
三
日
に
貴
州
省
の
省
都
貴
陽
に
入
っ
た
P
介
石
は
、「
剿
共
戦
」
に
関
し
て
貴
州
軍
の
督
戦
を
お
こ
な
っ
た
う

え
、
四
月
二
四
日
、
貴
州
省
主
席
兼
第
二
五
軍
長
王
家
烈
を
罷
免
し
て
呉
忠
信
を
あ
ら
た
な
省
主
席
の
地
位
に
就
け
、
貴
州
省
の
中
央

化
を
進
め
た
。
さ
ら
に
五
月
一
〇
日
、
P
介
石
は
貴
陽
か
ら
雲
南
省
の
省
都
昆
明
に
入
り
、
特
別
支
出
費
を
支
給
し
て
雲
南
省
主
席
龍

雲
と
の
関
係
を
強
化
し
た
（
24
）。
ま
た
四
川
省
で
も
三
五
年
二
月
一
〇
日
、「
剿
共
戦
」
の
過
程
で
中
央
に
接
近
し
て
き
た
劉
湘
を
主
席
と

す
る
政
府
が
発
足
し
て
統
一
へ
と
向
か
っ
て
い
た
（
25
）。
こ
う
し
て
西
南
派
五
省
連
合
の
う
ち
雲
南
、
貴
州
、
四
川
が
中
央
政
府
の
支
配
下

に
入
っ
た
（
26
）。
残
る
は
両
広
（
広
東
・
広
西
）
の
み
と
な
っ
た
が
、
広
西
省
の
南
部
は
国
民
政
府
軍
に
占
領
さ
れ
、
さ
ら
に
南
京
国
民
政

府
の
支
配
領
域
は
広
東
省
の
境
界
に
ま
で
及
ぶ
こ
と
と
な
っ
た
（
27
）。

こ
の
こ
と
を
政
治
的
・
経
済
的
に
見
れ
ば
、
以
下
の
点
が
と
り
わ
け
重
要
で
あ
ろ
う
。
第
一
に
そ
れ
は
、
広
東
省
・
広
西
省
に
と
っ

て
重
要
な
財
源
の
一
つ
で
あ
る
貴
州
省
・
雲
南
省
か
ら
の
ア
ヘ
ン
の
輸
送
路
を
南
京
中
央
政
府
が
制
圧
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。

第
二
に
、
わ
れ
わ
れ
の
観
点
か
ら
み
て
と
く
に
重
要
で
あ
る
の
は
、
南
京
中
央
政
府
が
広
東
省
と
江
西
省
・
湖
南
省
の
境
界
に
存
在
す

る
大
量
の
レ
ア
メ
タ
ル
鉱
を
手
中
に
す
る
展
望
が
生
ま
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
さ
ら
に
第
三
に
、
近
い
将
来
、
南
京
国
民

政
府
が
西
南
派
を
政
治
的
・
軍
事
的
に
制
圧
し
、
広
東
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
成
果
で
あ
る
武
器
工
場
群
を
接
収
す
る
可
能
性
が
生
じ
た
こ

と
を
意
味
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

事
実
、
一
九
三
五
年
五
月
初
旬
、
国
民
政
府
軍
政
部
兵
工
署
長
兪
大
維
は
、「
広
東
が
最
終
的
に
統
合
さ
れ
た
場
合
の
接
収
」
に
備

え
、
フ
ァ
ル
ケ
ン
ハ
ウ
ゼ
ン
に
対
し
、
広
東
へ
供
給
さ
れ
た
武
器
の
詳
細
を
尋
ね
て
い
た
（
28
）。
さ
ら
に
南
京
中
央
政
府
側
は
、
将
来
広
東

が
中
央
化
さ
れ
た
場
合
、「
対
価
な
し
で
広
東
の
武
器
工
場
が
手
に
入
る
可
能
性
」、
す
な
わ
ち
南
京
中
央
政
府
に
よ
る
広
東
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
の
没
収
の
可
能
性
さ
え
示
唆
し
て
い
た
の
で
あ
る
（
29
）。
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し
か
も
こ
の
場
合
、
以
下
の
事
情
が
留
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
も
し
こ
の
時
点
で
南
京
国
民
政
府
が
ク
ラ
イ
ン
の

広
東
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
承
認
す
れ
ば
、
将
来
広
東
兵
器
工
場
群
を
接
収
す
る
場
合
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
し
か
る
べ
き
補
償
を
お
こ

な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
逆
に
、「
補
償
」
を
回
避
し
、「
対
価
な
き
没
収
」
を
正
当
化
す
る
た
め
に
は
、
建
前
上
、
広
東
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
を
「
非
合
法
」
な
も
の
と
し
て
あ
く
ま
で
否
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
。

こ
う
し
て
南
京
中
央
政
府
・
P
介
石
の
広
東
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
関
す
る
態
度
は
、
実
際
は
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
な
も
の
で
あ
っ
た
。

P
介
石
は
、
ド
イ
ツ
に
対
し
建
前
上
は
広
東
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
拒
否
の
態
度
を
貫
き
つ
つ
、
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
れ
を
黙
認
し
、
さ
し
あ

た
り
ク
ラ
イ
ン
・
H
A
P
R
O
が
同
時
に
推
進
し
て
い
た
南
京
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
積
極
的
に
推
進
す
る
姿
勢
を
示
し
た
の
で
あ
る
。

２
　
広
東
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
め
ぐ
る
混
乱
の
継
続
と
ド
イ
ツ
政
府
内
の
調
整

ド
イ
ツ
航
空
省
の
介
入

以
上
の
よ
う
に
ブ
ロ
ム
ベ
ル
ク
・
シ
ャ
ハ
ト
が
広
東
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
含
め
た
ク
ラ
イ
ン
の
活
動
を
強
力
に
支
援
し
、
他
方
南
京
国

民
政
府
の
態
度
も
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
含
み
始
め
た
中
で
、
ド
イ
ツ
本
国
お
よ
び
中
国
現
地
で
は
、
政
策
決
定
過
程
に
混
乱
を
も
た

ら
す
要
因
が
あ
ら
た
に
加
わ
っ
て
い
た
。

あ
ら
た
な
混
乱
要
因
の
第
一
は
、
ド
イ
ツ
空
軍
総
司
令
官
ゲ
ー
リ
ン
グ
お
よ
び
ド
イ
ツ
航
空
省
が
対
中
国
政
策
、
と
く
に
対
広
東
政

策
に
関
心
を
示
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
と
の
発
端
は
、
一
九
三
五
年
五
月
に
南
京
で
流
れ
た
情
報
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
ク
ラ

イ
ン
の
広
東
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
関
連
し
て
広
東
に
ド
イ
ツ
空
軍
顧
問
が
派
遣
さ
れ
、
重
爆
撃
機
の
使
用
に
も
耐
え
る
飛
行
場
の
建
設
を

指
導
す
る
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
そ
の
飛
行
場
は
、
当
時
全
通
を
め
ざ
し
て
工
事
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
粤
漢
線
（
広
州
・
漢

口
線
）
の
広
東
側
既
設
部
分
（
広
韶
段
）
の
終
点
に
建
設
さ
れ
る
と
い
う
。
こ
の
飛
行
場
の
建
設
に
よ
り
広
東
政
府
は
、
南
京
中
央
政

府
の
地
上
施
設
、
と
り
わ
け
重
要
な
戦
略
拠
点
で
あ
り
「
剿
共
戦
」
の
た
め
の
航
空
機
が
発
着
す
る
南
昌
の
飛
行
場
を
破
壊
す
る
能
力
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を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
っ
た
（
30
）。

そ
し
て
実
際
、
明
ら
か
に
こ
の
情
報
に
関
連
し
て
、
ド
イ
ツ
航
空
省
が
フ
ァ
ル
ケ
ン
ハ
ウ
ゼ
ン
に
「
広
東
に
ド
イ
ツ
の
航
空
機
一
〇

〇
機
を
輸
出
す
る
可
能
性
」
に
つ
い
て
南
京
国
民
政
府
に
打
診
す
る
よ
う
求
め
た
。
続
け
て
航
空
省
は
、
南
京
駐
在
の
ド
イ
ツ
空
軍
顧

問
シ
ュ
ト
レ
チ
ウ
ス
（A

lfred
Streccius

）
に
対
し
て
も
「
空
軍
の
立
場
か
ら
南
京
―
広
東
間
の
関
係
に
つ
い
て
意
見
を
送
る
よ
う
」

要
請
し
た
の
で
あ
る
（
31
）。
こ
こ
に
は
中
国
情
勢
、
と
り
わ
け
南
京
中
央
政
府
と
西
南
派
の
関
係
に
関
す
る
ゲ
ー
リ
ン
グ
・
航
空
省
の
救
い

が
た
い
無
知
・
無
理
解
が
示
さ
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

こ
う
し
た
空
軍
の
問
い
合
わ
せ
に
対
し
シ
ュ
ト
レ
チ
ウ
ス
は
、「
ク
ラ
イ
ン
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
南
京
の
顧
問
団
の
立
場
を
危
う
く

す
る
」
し
、
イ
タ
リ
ア
の
在
華
空
軍
顧
問
団
の
存
在
を
念
頭
に
置
い
た
う
え
で
、「
私
が
解
任
さ
れ
て
も
喜
ぶ
の
は
イ
タ
リ
ア
だ
け
だ
」

と
の
返
答
を
本
国
の
航
空
省
に
お
こ
な
っ
た
（
32
）。
ま
た
、
フ
ァ
ル
ケ
ン
ハ
ウ
ゼ
ン
も
迅
速
に
対
応
し
、
ド
イ
ツ
国
防
省
・
航
空
省
に
空
軍

顧
問
の
派
遣
を
一
時
留
保
す
る
よ
う
手
配
し
た
の
で
あ
る
（
33
）。
ド
イ
ツ
外
務
省
は
こ
の
件
を
航
空
省
に
照
会
し
た
が
、
航
空
省
か
ら
は
六

月
上
旬
に
「
は
じ
め
は
広
東
を
予
定
し
て
い
た
」
が
、「
反
対
意
見
」
を
考
慮
し
て
「
南
京
に
切
り
替
え
る
つ
も
り
で
あ
る
」
と
の
返

答
を
よ
う
や
く
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
そ
の
際
に
も
航
空
省
は
、
現
在
な
お
「
広
東
へ
の
若
干
の
供
給
を
検
討
中
」
で
あ
る
と

の
未
練
を
残
し
た
の
で
あ
る
（
34
）。

上
海
総
領
事
ク
リ
ー
ベ
ル
の
登
場

二
つ
目
の
あ
ら
た
な
混
乱
要
因
は
、
上
海
総
領
事
ク
リ
ー
ベ
ル
（H

erm
ann

K
riebel

）
が
、
こ
の
間
あ
ら
た
な
広
東
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

反
対
派
と
し
て
登
場
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
ク
リ
ー
ベ
ル
は
、
ヒ
ト
ラ
ー
、
ル
ー
デ
ン
ド
ル
フ
（E

rich
F.

W
.

L
udendorff

）

ら
が
一
九
二
三
年
一
一
月
八
日
―
九
日
に
起
こ
し
た
ミ
ュ
ン
ヒ
ェ
ン
一
揆
に
参
加
し
た
ヒ
ト
ラ
ー
の
古
参
の
同
志
で
あ
り
、
ヒ
ト
ラ
ー

が
親
称D

u

で
話
す
数
少
な
い
友
人
の
一
人
で
あ
っ
た
。
ラ
ン
ツ
ベ
ル
ク
の
刑
務
所
を
出
所
し
た
あ
と
ク
リ
ー
ベ
ル
は
、
オ
ー
ス
ト
リ

ア
で
右
翼
系
準
軍
事
組
織
で
あ
る
護
国
団
の
運
動
な
ど
に
関
わ
り
、
そ
の
後
に
中
国
に
渡
っ
て
第
一
代
ド
イ
ツ
軍
事
顧
問
団
長
バ
ウ
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ア
ー
（M

ax
B

auer

）
の
下
で
副
顧
問
団
長
に
就
任
し
た
。
バ
ウ
ア
ー
が
一
九
二
九
年
に
上
海
で
チ
フ
ス
に
よ
り
客
死
す
る
と
、
ク

リ
ー
ベ
ル
が
第
二
代
目
と
し
て
後
を
継
い
だ
。
し
か
し
な
が
ら
ク
リ
ー
ベ
ル
は
国
民
政
府
の
多
く
の
軍
人
や
官
僚
と
良
好
な
関
係
を
築

く
こ
と
に
失
敗
し
、
ド
イ
ツ
国
防
省
は
、
代
わ
り
に
国
防
省
元
軍
務
局
長
の
ヴ
ェ
ッ
ツ
ェ
ル
（G

eorg
W

etzell

）
を
中
国
に
派
遣
し
た
。

こ
の
こ
ろ
ド
イ
ツ
国
防
省
は
、
バ
ウ
ア
ー
や
ク
リ
ー
ベ
ル
ら
右
翼
急
進
主
義
者
に
代
え
て
、
ド
イ
ツ
国
防
軍
の
主
流
派
で
あ
る
ヴ
ェ
ッ

ツ
ェ
ル
を
送
り
込
み
、
在
華
ド
イ
ツ
軍
事
顧
問
団
の
再
編
成
を
め
ざ
し
た
。
軍
事
顧
問
団
長
退
職
後
ク
リ
ー
ベ
ル
は
、
ヒ
ト
ラ
ー
と
の

関
係
を
利
用
し
て
外
務
省
に
潜
り
込
み
、
上
海
総
領
事
の
職
に
つ
く
こ
と
に
な
っ
た
（
35
）。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
当
時
上
海
で
は
ク
ラ

イ
ン
が
パ
ー
ク
ホ
テ
ル
を
拠
点
に
暗
躍
し
て
い
た
が
、
ク
リ
ー
ベ
ル
は
南
京
の
フ
ァ
ル
ケ
ン
ハ
ウ
ゼ
ン
か
ら
情
報
を
得
て
、
ク
ラ
イ
ン

の
広
東
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
中
独
関
係
全
般
に
影
響
を
及
ぼ
し
か
ね
な
い
と
判
断
し
、
強
い
危
機
感
を
持
つ
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。

一
九
三
五
年
五
月
、
ク
リ
ー
ベ
ル
は
「
信
頼
で
き
る
情
報
源
」
か
ら
P
介
石
が
広
東
へ
の
ド
イ
ツ
軍
事
顧
問
派
遣
に
不
満
を
抱
い
て

い
る
と
の
情
報
を
得
た
。
五
月
一
二
日
、
ク
リ
ー
ベ
ル
は
外
務
省
に
電
報
を
打
ち
、
も
し
軍
事
顧
問
が
広
東
に
派
遣
さ
れ
た
場
合
、
P

介
石
は
南
京
の
在
華
ド
イ
ツ
軍
事
顧
問
団
を
解
任
す
る
だ
ろ
う
と
の
判
断
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
翌
一
三
日
、
ク
リ
ー
ベ
ル
は

ヒ
ト
ラ
ー
へ
の
直
接
の
ア
ク
セ
ス
を
利
用
し
（
36
）、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
た
。
南
京
中
央
政
府
と
の
武
器
・
軍
需
工
業
取
引
は
ド
イ
ツ
軍
事

顧
問
団
の
存
在
に
掛
か
っ
て
い
る
が
、
広
東
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
広
東
へ
の
軍
事
顧
問
派
遣
が
お
こ
な
わ
れ
れ
ば
、
P
介
石
は
間
違
い
な

く
南
京
駐
在
ド
イ
ツ
軍
事
顧
問
団
を
解
任
す
る
で
あ
ろ
う
。「
ド
イ
ツ
国
防
省
は
、
南
京
│
広
東
の
関
係
を
誤
っ
て
判
断
し
て
い
る
の

で
は
な
い
か
」。
以
上
の
よ
う
な
危
惧
か
ら
ク
リ
ー
ベ
ル
は
、
広
東
か
ら
軍
事
顧
問
を
召
還
し
て
南
京
の
軍
事
顧
問
団
に
直
属
さ
せ
る

こ
と
、
ま
た
、
ク
ラ
イ
ン
の
広
東
へ
の
武
器
・
武
器
工
場
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
放
棄
し
、
そ
の
代
わ
り
に
南
京
中
央
政
府
と
大
規
模
な
事

業
を
推
進
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
の
で
あ
る
（
37
）。
そ
の
際
ク
リ
ー
ベ
ル
は
、
蛇
足
な
が
ら
、
上
海
で
予
定
さ
れ
て
い
た
「
イ
ギ
リ
ス
海
軍

退
役
軍
人
会
」
の
集
会
に
参
加
し
て
挨
拶
し
た
い
旨
を
述
べ
、
イ
ギ
リ
ス
に
政
治
的
シ
ン
パ
シ
ー
を
抱
く
ヒ
ト
ラ
ー
の
歓
心
を
買
う
こ

と
を
忘
れ
な
か
っ
た
（
38
）。
こ
の
情
報
は
、
の
ち
に
意
味
を
持
つ
こ
と
と
な
る
。

以
上
の
よ
う
な
南
京
の
空
軍
顧
問
シ
ュ
ト
レ
チ
ウ
ス
と
上
海
総
領
事
ク
リ
ー
ベ
ル
の
提
案
に
便
乗
す
る
形
で
、
北
平
の
駐
華
公
使
ト
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ラ
ウ
ト
マ
ン
も
、
五
月
一
七
日
、
外
務
省
本
省
に
改
め
て
「
広
東
で
の
冒
険
」
を
中
止
す
る
よ
う
求
め
た
の
で
あ
る
（
39
）。

孔
祥
煕
の
疑
念

三
つ
め
の
あ
ら
た
な
混
乱
要
因
は
、
P
介
石
に
続
き
、
財
政
部
長
孔
祥
煕
も
、
ク
ラ
イ
ン
の
活
動
に
不
信
感
を
持
ち
始
め
た
こ
と
で

あ
る
。
フ
ァ
ル
ケ
ン
ハ
ウ
ゼ
ン
が
南
京
駐
在
ド
イ
ツ
公
使
館
の
ラ
ウ
テ
ン
シ
ュ
ラ
ー
ガ
ー
参
事
官
に
語
っ
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、「
孔

祥
煕
の
周
囲
」
も
「
ク
ラ
イ
ン
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
」
に
不
信
を
抱
き
、「
い
っ
た
い
ク
ラ
イ
ン
氏
は
ど
の
よ
う
な
権
限
を
有
し
て
い

る
の
か
？
」「
ド
イ
ツ
は
国
家
間
条
約
を
求
め
て
い
る
の
に
な
ぜ
全
権
委
員
を
任
命
し
な
い
の
か
？
」
と
の
疑
問
を
呈
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
ド
イ
ツ
の
中
国
駐
在
外
交
官
に
と
っ
て
は
、
ド
イ
ツ
の
対
「
満
洲
国
」
政
策
を
大
混
乱
に
陥
れ
た
「
ハ
イ
エ
事
件
」
の
悪
夢

を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
（
40
）。
さ
ら
に
孔
祥
煕
は
、
中
国
国
民
政
府
が
ド
イ
ツ
か
ら
借
款
を
得
た
場
合
に
予
想
さ
れ
る
日
本
の
反
応

を
憂
慮
し
、
七
月
一
〇
日
、
南
京
駐
在
日
本
総
領
事
須
磨
弥
吉
郎
に
対
し
、「
支
那
が
外
国
よ
り
借
款
す
る
か
ま
た
は
通
貨
調
整
に
つ

き
援
助
を
受
く
る
に
於
い
て
は
、〔
日
本
は
〕
如
何
な
る
態
度
に
出
ず
べ
き
や
」
と
尋
ね
て
い
た
の
で
あ
る
。

ヒ
ト
ラ
ー
の
政
治
指
導
の
不
在
と
政
府
内
調
整
（
五
月
二
四
日
）

広
東
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
反
対
す
る
上
海
総
領
事
ク
リ
ー
ベ
ル
の
ヒ
ト
ラ
ー
宛
電
報
は
、
外
務
省
か
ら
内
閣
官
房
を
経
由
し
て
ヒ
ト

ラ
ー
に
渡
さ
れ
、
五
月
二
〇
日
に
そ
の
確
認
を
得
た
（„D

er
Führer

hat
K

enntniss“

）

（
42
）
。
が
、
そ
れ
は
対
中
国
政
策
決
定
過
程
に
直
接

ヒ
ト
ラ
ー
を
巻
き
込
む
ま
で
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
こ
ろ
ヒ
ト
ラ
ー
の
政
治
的
・
外
交
的
関
心
は
、
五
月
一
八

日
に
調
印
さ
れ
た
ば
か
り
の
英
独
海
軍
協
定
に
よ
り
、
も
っ
ぱ
ら
英
独
関
係
に
注
が
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
英
独
海
軍
協
定
は
、

『
わ
が
闘
争
』
以
来
か
れ
が
夢
見
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
と
の
同
盟
関
係
を
形
成
す
る
た
め
の
第
一
歩
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
当
時
の
か
れ

の
頭
は
そ
の
興
奮
で
満
た
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ヒ
ト
ラ
ー
は
ク
リ
ー
ベ
ル
へ
の
返
信
の
中
で
肝
心
の
広
東
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
問
題
に

ま
っ
た
く
言
及
せ
ず
、
む
し
ろ
ク
リ
ー
ベ
ル
が
蛇
足
で
報
告
し
た
「
イ
ギ
リ
ス
海
軍
退
役
軍
人
会
」
の
集
会
の
情
報
を
喜
び
、
ク
リ
ー
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ベ
ル
に
「
感
謝
」
す
る
あ
り
さ
ま
で
あ
っ
た
（
43
）。
こ
う
し
て
対
中
国
政
策
を
め
ぐ
る
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
政
府
内
政
治
は
、
ヒ
ト
ラ
ー
の

政
治
指
導
を
欠
い
た
ま
ま
、
い
わ
ば
「
ル
ー
ル
な
き
政
府
内
政
治
」
の
様
相
を
呈
す
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
（
44
）。

し
か
し
な
が
ら
、
以
上
の
よ
う
な
政
策
決
定
過
程
の
混
乱
は
、
外
務
省
と
国
防
省
の
再
度
の
調
整
を
不
可
避
と
す
る
に
充
分
で
あ
っ

た
。
外
務
省
第
四
部
長
（
東
欧
、
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ー
ヴ
ィ
ア
、
東
ア
ジ
ア
管
轄
）
マ
イ
ア
ー
は
国
防
省
と
連
絡
し
つ
つ
広
東
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
に
関
す
る
以
下
の
よ
う
な
基
本
的
方
針
案
を
作
成
し
、
外
務
大
臣
ノ
イ
ラ
ー
ト
、
外
務
次
官
ビ
ュ
ー
ロ
お
よ
び
国
防
省
軍
務
局
長

ラ
イ
ヒ
ェ
ナ
ウ
の
承
認
を
得
た
あ
と
、
五
月
二
四
日
、
北
平
の
ト
ラ
ウ
ト
マ
ン
に
送
付
し
た
の
で
あ
る
。

（
１
）
ク
ラ
イ
ン
は
活
動
を
広
東
か
ら
南
京
に
移
す
。

（
２
）
広
東
へ
の
諸
計
画
は
漸
次
整
理
す
る
。
広
東
へ
の
武
器
輸
出
は
お
こ
な
わ
な
い
。
今
後
、
設
備
の
建
設
を
ど
の
程
度
進
め
る
か
否
か
は

P
介
石
の
了
承
に
よ
る
。

（
３
）
広
東
の
軍
事
顧
問
は
、
P
介
石
が
広
東
残
留
を
望
ま
な
い
限
り
、
漸
次
撤
収
す
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
フ
ァ
ル
ケ
ン
ハ
ウ
ゼ
ン
の
軍
事

顧
問
団
に
編
入
す
る
。

外
務
省
と
国
防
省
は
、
こ
う
し
た
基
礎
の
上
で
、
上
海
の
ク
ラ
イ
ン
に
指
示
を
出
し
、
P
介
石
と
面
会
し
、
直
接
の
調
整
を
お
こ
な

う
よ
う
求
め
た
の
で
あ
る
（
45
）。

こ
こ
で
外
務
省
が
国
防
省
に
ク
ラ
イ
ン
の
広
東
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
段
階
的
撤
収
を
方
針
と
し
て
飲
ま
せ
た
の
は
、
か
な
り
の
前
進
で

あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
先
回
り
し
て
い
え
ば
、
P
介
石
の
意
思
の
確
認
を
ク
ラ
イ
ン
に
任
せ
た
の
は
、
こ
の
合
意
の

致
命
的
な
欠
陥
で
あ
っ
た
。

３
　
一
九
三
五
年
夏
の
諸
会
談
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P
介
石
＝
ク
ラ
イ
ン
会
談
（
六
月
一
六
日
）

四
月
下
旬
の
帰
国
以
来
ベ
ル
リ
ン
で
は
、
ゼ
ー
ク
ト
が
「
チ
ャ
イ
ナ
・
ロ
ビ
ー
」
と
し
て
の
活
動
を
開
始
し
て
い
た
。
五
月
二
二
日
、

ゼ
ー
ク
ト
は
ケ
プ
ラ
ー
や
H
A
P
R
O
ベ
ル
リ
ン
代
表
ロ
イ
ス
と
協
議
を
持
っ
た
。
こ
の
こ
ろ
ゼ
ー
ク
ト
は
ロ
イ
ス
と
毎
日
の
如
く
会

談
し
、
現
地
中
国
で
活
動
し
て
い
る
ク
ラ
イ
ン
や
そ
の
助
手
で
あ
る
退
役
将
校
ハ
イ
ン
ツ
ら
と
も
頻
繁
に
電
報
で
連
絡
を
取
っ
て
い
た
（
46
）。

こ
う
し
た
会
談
や
連
絡
の
な
か
で
ゼ
ー
ク
ト
は
、中
国
に
お
け
る
来
る
べ
き
P
介
石
＝
ク
ラ
イ
ン
会
談
に
つ
い
て
調
整
す
る
と
と
も
に
、

ベ
ル
リ
ン
で
予
定
さ
れ
て
い
た
自
身
の
ヒ
ト
ラ
ー
へ
の
訪
中
報
告
の
準
備
も
お
こ
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

す
で
に
み
た
よ
う
に
P
介
石
は
、
こ
の
こ
ろ
西
南
各
地
を
飛
び
回
っ
て
「
剿
共
戦
」
の
督
戦
を
す
る
と
と
も
に
、
現
地
地
方
政
権
の

中
央
化
・
統
一
化
を
な
か
ば
強
引
に
推
進
し
て
お
り
、
か
な
り
の
期
間
南
京
を
留
守
に
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
P
介
石
と
ク
ラ
イ
ン
の

面
会
は
遷
延
し
た
が
、
四
川
省
の
重
慶
に
出
向
い
て
機
会
を
伺
っ
て
い
た
ク
ラ
イ
ン
は
、
P
介
石
か
ら
の
ア
ポ
イ
ン
ト
メ
ン
ト
を
得
て
、

ハ
イ
ン
ツ
お
よ
び
国
民
政
府
軍
事
委
員
会
弁
事
処
ド
イ
ツ
語
通
訳
の
齊
�
を
引
き
連
れ
、
二
〇
時
間
バ
ス
に
揺
ら
れ
て
四
川
省
の
省
都

成
都
に
向
か
い
、
よ
う
や
く
六
月
一
六
日
に
P
介
石
と
会
談
の
機
会
を
持
つ
に
い
た
っ
た
（
47
）。

P
介
石
は
そ
の
会
談
の
結
果
を
ベ
ル
リ
ン

駐
在
ド
イ
ツ
公
使
館
の
譚
伯
羽
商
務
書
記
官
に
打
電
し
、
ゼ
ー
ク
ト
に
転
電
す
る
よ
う
指
示
し
た
の
で
あ
る
（
48
）。

本
日
ク
ラ
イ
ン
氏
と
詳
細
な
会
談
を
お
こ
な
い
、
甚
だ
愉
快
で
し
た
。
か
れ
の
建
議
を
実
行
す
る
こ
と
を
許
可
し
ま
し
た
。
将
軍
〔
ゼ
ー
ク

ト
〕
が
ク
ラ
イ
ン
氏
を
信
任
し
て
い
る
の
で
私
も
信
任
い
た
し
ま
す
。

一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、こ
こ
で
P
介
石
は
南
京
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
広
東
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
区
別
を
何
ら
お
こ
な
っ
て
い
な
い
。

そ
れ
は
ク
ラ
イ
ン
が
広
東
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
へ
の
言
及
を
お
そ
ら
く
避
け
、
も
っ
ぱ
ら
南
京
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
つ
い
て
の
み
説
明
を
お
こ

な
っ
た
こ
と
の
反
映
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
ク
ラ
イ
ン
の
広
東
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
明
確
に
は
否
定
し
な
か
っ
た
こ
の
P
介
石
の
態
度
表
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明
は
、
結
果
的
に
、
の
ち
に
禍
根
を
残
す
こ
と
と
な
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
P
介
石
が
、
自
ら
ク
ラ
イ
ン
を
信
用
す
る
の
で
は
な
く
、

「
ゼ
ー
ク
ト
が
ク
ラ
イ
ン
を
信
任
す
る
か
ら
自
分
も
信
任
す
る
」
と
い
う
論
理
を
使
っ
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
し
て
お
き
た
い
。
し
か

し
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
れ
は
P
介
石
自
身
が
、
南
京
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
ク
ラ
イ
ン
に
対
し
て
承
認
し
た
瞬
間
で
あ
っ
た
。

ヒ
ト
ラ
ー
＝
ゼ
ー
ク
ト
会
談
（
六
月
二
六
日
）

P
介
石
＝
ク
ラ
イ
ン
会
談
の
一
〇
日
後
の
六
月
二
六
日
、
ベ
ル
リ
ン
の
内
閣
官
房
に
ゼ
ー
ク
ト
が
招
待
さ
れ
、
ヒ
ト
ラ
ー
、
国
防
大

臣
ブ
ロ
ム
ベ
ル
ク
、
外
務
大
臣
ノ
イ
ラ
ー
ト
、
経
済
大
臣
兼
ラ
イ
ヒ
ス
バ
ン
ク
総
裁
シ
ャ
ハ
ト
、
総
統
付
陸
軍
連
絡
将
校
ホ
ス
バ
ッ
ハ

（Friedrich
W

.L
.

H
oßbach

）
ら
が
出
席
し
て
中
国
に
関
す
る
報
告
会
が
開
か
れ
た
。
出
席
し
た
ホ
ス
バ
ッ
ハ
に
よ
れ
ば
、
ゼ
ー
ク
ト

は
オ
ー
プ
ン
カ
ー
で
内
閣
官
房
に
到
着
し
、「
形
式
と
内
容
に
お
い
て
明
晰
で
、
説
得
的
に
組
み
立
て
ら
れ
た
講
演
」
を
お
こ
な
っ
た
。

聴
衆
も
「
か
れ
の
長
い
話
を
黙
っ
て
聞
い
た
」。「
ヒ
ト
ラ
ー
も
ま
た
講
演
に
魅
せ
ら
れ
、
ゼ
ー
ク
ト
に
大
き
な
好
意
を
も
っ
て
接
し
た
」

と
い
う
。
講
演
の
の
ち
ゼ
ー
ク
ト
は
、
中
国
駐
在
ド
イ
ツ
大
使
館
を
北
平
か
ら
南
京
に
移
し
て
欲
し
い
と
い
う
P
介
石
の
「
緊
急
の
要

望
」
を
ヒ
ト
ラ
ー
に
伝
え
た
。
日
本
が
五
月
一
七
日
に
中
国
駐
在
公
使
館
を
大
使
館
に
昇
格
さ
せ
た
こ
と
に
と
も
な
い
、
イ
ギ
リ
ス
や

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
も
歩
調
を
合
わ
せ
た
た
め
、
ド
イ
ツ
も
す
で
に
北
平
駐
在
公
使
館
の
大
使
館
へ
の
昇
格
を
決
定
し
て
い
た
が
、
P
介

石
は
ゼ
ー
ク
ト
を
通
じ
て
そ
の
所
在
地
を
首
都
南
京
に
変
更
す
る
よ
う
求
め
た
わ
け
で
あ
る
（
49
）。
こ
れ
に
対
し
ヒ
ト
ラ
ー
は
、
大
使
館
の

臨
時
事
務
所
を
た
だ
ち
に
南
京
に
開
設
す
る
と
と
も
に
、
大
使
館
に
ふ
さ
わ
し
い
土
地
を
南
京
で
探
す
よ
う
指
示
し
た
（
50
）。

以
上
の
よ
う
に
ゼ
ー
ク
ト
の
ヒ
ト
ラ
ー
ら
へ
の
報
告
は
非
常
に
友
好
的
な
雰
囲
気
の
中
で
お
こ
な
わ
れ
、
ヒ
ト
ラ
ー
も
そ
れ
に
満
足

し
た
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
、
報
告
の
性
質
上
、
ク
ラ
イ
ン
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
し
、
南
京

に
お
け
る
大
使
館
の
開
設
を
除
き
、
ヒ
ト
ラ
ー
か
ら
対
中
国
政
策
に
関
す
る
具
体
的
な
指
示
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ヒ
ト
ラ
ー
は
、

こ
の
と
き
も
、
対
中
国
政
策
に
つ
い
て
は
熱
心
な
政
治
指
導
を
お
こ
な
わ
ず
、
い
わ
ば
「
怠
惰
な
独
裁
者
」
に
と
ど
ま
っ
た
（
51
）。

な
お
付
け
加
え
て
お
け
ば
、
会
談
は
た
し
か
に
友
好
的
な
雰
囲
気
の
中
で
お
こ
な
わ
れ
た
が
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
表
面
的
・
社
交
的
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な
も
の
で
あ
っ
て
、
ヒ
ト
ラ
ー
と
ゼ
ー
ク
ト
の
関
係
は
そ
う
単
純
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ヒ
ト
ラ
ー
に
と
っ
て
ゼ
ー
ク
ト
は
、
自
身

が
一
九
二
三
年
一
一
月
に
起
こ
し
た
ミ
ュ
ン
ヒ
ェ
ン
一
揆
を
戒
厳
司
令
官
と
し
て
最
終
的
に
挫
折
さ
せ
た
張
本
人
で
あ
っ
た
し
、
ゼ
ー

ク
ト
に
と
っ
て
ヒ
ト
ラ
ー
は
、
自
ら
立
候
補
の
意
欲
を
示
し
た
一
九
三
二
年
の
大
統
領
選
挙
に
お
け
る
ナ
チ
党
の
候
補
者
で
あ
っ
た
。

一
九
三
三
年
一
月
三
〇
日
の
ヒ
ト
ラ
ー
の
首
班
指
名
を
、
ゼ
ー
ク
ト
は
複
雑
な
思
い
で
眺
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
日
の
会
談
は
、

お
た
が
い
に
腹
に
一
物
あ
る
老
獪
な
政
治
家
同
士
の
会
談
で
あ
っ
た
。

ゼ
ー
ク
ト
は
こ
の
会
談
の
あ
と
、
七
月
八
日
に
P
介
石
に
電
報
を
送
り
、
ヒ
ト
ラ
ー
が
ク
ラ
イ
ン
と
ゼ
ー
ク
ト
の
計
画
に
「
賛
成
し

た
」
と
報
告
し
た
。
し
か
し
そ
の
中
で
ゼ
ー
ク
ト
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
ク
ラ
イ
ン
の
広
東
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
関
し
て
一
切
言
及

し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
（
52
）。
ま
た
、
会
談
に
同
席
し
た
シ
ャ
ハ
ト
も
、
七
月
一
五
日
に
財
政
部
長
孔
祥
煕
に
電
報
を
打
ち
、
一
九
三
四
年

八
月
二
三
日
の
ク
ラ
イ
ン
と
孔
祥
煕
に
よ
る
仮
契
約
を
「
承
認
・
支
持
」
す
る
と
伝
え
た
の
で
あ
る
（
53
）。
こ
れ
は
、
シ
ャ
ハ
ト
が
、
二
〇

〇
〇
万
R
M
で
は
な
く
、
南
京
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
仮
契
約
に
あ
る
一
億
R
M
の
対
中
借
款
を
事
実
上
認
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。

P
介
石
＝
フ
ァ
ル
ケ
ン
ハ
ウ
ゼ
ン
会
談
（
七
月
三
一
日
）
と
、
P
介
石
の
「
真
意
」

六
月
一
六
日
の
P
介
石
＝
ク
ラ
イ
ン
成
都
会
談
お
よ
び
六
月
二
六
日
の
ヒ
ト
ラ
ー
＝
ゼ
ー
ク
ト
会
談
は
、
ク
ラ
イ
ン
を
い
っ
そ
う
増

長
さ
せ
る
結
果
と
な
っ
た
。
成
都
か
ら
七
月
一
八
日
に
南
京
に
戻
っ
た
ク
ラ
イ
ン
は
、
自
分
だ
け
二
〇
日
に
さ
っ
さ
と
本
拠
地
の
上
海

へ
帰
っ
て
し
ま
い
、
翌
二
一
日
に
協
力
者
の
ハ
イ
ン
ツ
と
通
訳
の
齊
�
を
南
京
の
フ
ァ
ル
ケ
ン
ハ
ウ
ゼ
ン
の
事
務
所
に
派
遣
し
、
成
都

で
の
会
談
内
容
を
報
告
さ
せ
た
。
ク
ラ
イ
ン
自
身
は
あ
く
ま
で
フ
ァ
ル
ケ
ン
ハ
ウ
ゼ
ン
と
の
面
会
を
忌
避
し
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
席

で
ハ
イ
ン
ツ
ら
は
、「
す
べ
て
は
う
ま
く
い
っ
て
お
り
、
総
司
令
〔
P
介
石
〕
は
広
東
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
全
面
的
に
同
意
し
た
」
と
述
べ

た
。
こ
れ
に
対
し
フ
ァ
ル
ケ
ン
ハ
ウ
ゼ
ン
が
「
そ
れ
で
は
広
東
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
反
対
す
る
旨
の
総
司
令
の
電
報
〔
四
月
一
六
日
付
〕

は
ど
の
よ
う
に
理
解
し
た
ら
よ
い
か
」
と
詰
問
し
た
と
こ
ろ
、
ハ
イ
ン
ツ
ら
は
、「
総
司
令
は
そ
う
し
た
電
報
に
つ
い
て
は
何
も
知
ら

な
い
」
と
答
え
る
あ
り
さ
ま
で
あ
っ
た
。
フ
ァ
ル
ケ
ン
ハ
ウ
ゼ
ン
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、「
ま
っ
た
く
信
じ
ら
れ
な
い
」
と
の
感
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想
を
抱
い
た
の
で
あ
る
（
54
）。

上
海
に
戻
っ
た
ク
ラ
イ
ン
は
、
そ
こ
で
も
上
海
総
領
事
ク
リ
ー
ベ
ル
と
の
面
会
を
忌
避
し
た
う
え
で
、
遅
れ
て
南
京
か
ら
上
海
に
帰

還
し
た
ハ
イ
ン
ツ
を
七
月
二
一
日
午
前
に
上
海
ド
イ
ツ
総
領
事
館
に
派
遣
し
た
。
そ
こ
で
の
ク
リ
ー
ベ
ル
に
対
す
る
ハ
イ
ン
ツ
の
報
告

に
よ
れ
ば
、
P
介
石
が
南
京
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
受
け
入
れ
る
際
に
ク
ラ
イ
ン
の
広
東
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
「
な
ん
ら
障
害
に
な
ら
な
か
っ

た
」
し
、
P
介
石
は
「
広
東
の
ド
イ
ツ
軍
事
顧
問
問
題
に
も
触
れ
な
か
っ
た
」。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
P
介
石
は
ク
ラ
イ
ン
に
つ
ぎ
の
よ
う

に
述
べ
た
と
い
う
。

広
東
の
兵
器
工
場
や
そ
の
他
の
計
画
は
粛
々
と
継
続
し
て
ほ
し
い
。
そ
の
た
め
〔
ク
ラ
イ
ン
が
〕
上
海
に
戻
っ
た
ら
広
東
へ
出
張
し
て
も
よ

い
。
広
東
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
関
す
る
発
言
は
私
〔
P
介
石
〕
の
発
言
で
は
な
く
、
ほ
か
の
中
国
人
グ
ル
ー
プ
か
ら
出
た
も
の
だ
。

も
ち
ろ
ん
ク
リ
ー
ベ
ル
は
こ
の
ハ
イ
ン
ツ
の
報
告
を
ま
っ
た
く
信
じ
な
か
っ
た
し
、
む
し
ろ
ク
ラ
イ
ン
が
ハ
イ
ン
ツ
ら
協
力
者
に
広

東
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
つ
い
て
言
論
統
制
を
お
こ
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
判
断
し
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
ク
リ
ー
ベ
ル
は
、
P
介
石

が
一
定
の
譲
歩
を
し
た
可
能
性
も
否
定
し
え
ず
、
六
月
一
六
日
の
P
介
石
と
の
会
談
で
ク
ラ
イ
ン
が
「
カ
バ
ン
の
中
の
数
百
万
の
ク
レ

ジ
ッ
ト
を
ち
ら
つ
か
せ
た
」
の
で
は
な
い
か
と
疑
っ
た
。
さ
ら
に
ク
リ
ー
ベ
ル
は
、
P
介
石
は
い
ま
日
本
軍
の
華
北
分
離
工
作
（
六
月

一
〇
日
梅
津
・
何
応
欽
協
定
成
立
、
六
月
二
七
日
土
肥
原
・
秦
徳
純
協
定
成
立
）
に
よ
り
厳
し
い
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
た
め
、
全
力

で
南
京
中
央
政
府
自
身
の
軍
拡
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
推
進
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
、
と
判
断
し
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
ク
リ
ー

ベ
ル
は
、
こ
の
ハ
イ
ン
ツ
の
訪
問
の
目
的
に
つ
い
て
、
自
ら
を
「
懐
柔
」
す
る
た
め
だ
と
正
し
く
判
断
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ク
リ
ー

ベ
ル
は
こ
の
ハ
イ
ン
ツ
と
の
会
談
に
関
す
る
メ
モ
を
た
だ
ち
に
南
京
の
フ
ァ
ル
ケ
ン
ハ
ウ
ゼ
ン
と
北
平
の
ト
ラ
ウ
ト
マ
ン
に
送
付
し
た
（
55
）。

こ
う
し
た
一
連
の
ハ
イ
ン
ツ
の
報
告
か
ら
は
、
外
務
省
と
ラ
イ
ヒ
ェ
ナ
ウ
連
名
の
五
月
二
四
日
付
指
示
（「
ク
ラ
イ
ン
は
活
動
を
広

東
か
ら
南
京
に
移
す
」、「
広
東
へ
の
諸
計
画
は
漸
次
整
理
す
る
。
広
東
へ
の
武
器
輸
出
は
お
こ
な
わ
な
い
」
な
ど
）
を
ま
っ
た
く
無
視
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す
る
ク
ラ
イ
ン
の
姿
勢
が
明
ら
か
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
ク
ラ
イ
ン
は
、
自
ら
の
後
見
人
た
る
ド
イ
ツ
国
防
省
の
意
向
さ
え
無

視
し
た
の
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
国
防
省
自
身
が
ク
ラ
イ
ン
に
よ
っ
て
手
玉
に
と
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

さ
て
、
ク
リ
ー
ベ
ル
の
書
簡
を
受
け
取
っ
た
フ
ァ
ル
ケ
ン
ハ
ウ
ゼ
ン
は
「
私
は
絶
対
的
に
貴
下
と
同
じ
考
え
で
す
」
と
述
べ
て
ク

リ
ー
ベ
ル
に
同
調
す
る
姿
勢
を
示
し
、
さ
ら
に
事
態
の
打
開
の
た
め
、
自
ら
成
都
に
飛
び
、
P
介
石
と
面
会
し
て
そ
の
意
図
を
確
認
す

る
決
意
を
固
め
た
の
で
あ
る
（
56
）。

こ
の
重
要
な
P
介
石
＝
フ
ァ
ル
ケ
ン
ハ
ウ
ゼ
ン
成
都
会
談
は
、
多
く
の
別
の
テ
ー
マ
も
含
め
、
七
月
三
一
日
に
二
時
間
に
わ
た
っ
て

お
こ
な
わ
れ
た
（
57
）。
フ
ァ
ル
ケ
ン
ハ
ウ
ゼ
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
P
介
石
は
、
ク
ラ
イ
ン
の
名
前
を
い
っ
さ
い
口
に
出
さ
な
い
ま
ま
、
西

南
派
へ
の
武
器
供
与
に
関
し
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
た
と
い
う
（
58
）。

私
は
ま
だ
両
広
〔
広
東
省
・
広
西
省
〕
を
統
治
し
て
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
私
は
両
広
の
軍
事
的
強
化
を
望
ん
で
い
な
い
。
し
か
し
ま
だ
両
広

へ
の
武
器
供
給
を
阻
止
す
る
力
は
な
い
。
だ
が
、
も
し
武
器
輸
出
業
者
が
代
金
を
得
ら
れ
な
く
て
も
、
私
は
そ
の
損
害
に
責
任
を
持
て
な
い
だ

ろ
う
。

つ
ま
り
こ
こ
で
P
介
石
は
、
お
そ
ら
く
日
本
の
華
北
分
離
工
作
な
ど
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
い
ま
西
南
派
へ
の
武
器
輸
出
を
実
力
で

阻
止
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
両
広
の
軍
事
化
を
黙
過
す
る
つ
も
り
は
な
い
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
将
来
に
お
け
る
西
南
派
の
政
治

的
・
軍
事
的
制
圧
の
の
ち
、
ク
ラ
イ
ン
の
広
東
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
没
収
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
こ
と
を
示
唆
し
た
の
で
あ
る
。

八
月
一
三
日
、
フ
ァ
ル
ケ
ン
ハ
ウ
ゼ
ン
は
、
今
回
の
四
川
訪
問
に
関
す
る
報
告
書
を
ド
イ
ツ
国
防
省
在
華
軍
事
顧
問
団
担
当
連
絡
将

校
ブ
リ
ン
ク
マ
ン
に
送
付
し
た
が
、
そ
の
な
か
で
、
広
東
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
関
す
る
P
介
石
の
発
言
に
つ
い
て
、「
聞
く
耳
を
持
つ
も

の
は
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
」
と
述
べ
た
。
か
れ
は
P
介
石
の
意
図
を
理
解
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
「
真
意
」
は
、
以
下
の
よ
う
に
分
析
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す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
（1）
南
京
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
推
進
す
る
。
（2）
近
い
将
来
、
西
南
派
を
政
治
的
・
軍
事
的
に
制
圧
し
、
広
東
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
の
成
果
を
接
収
す
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
、
直
接
的
な
軍
事
的
脅
威
に
な
ら
な
い
限
り
、
こ
れ
を
黙
認
す
る
。
（3）
対
外
的
に

は
も
ち
ろ
ん
広
東
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
拒
否
の
政
治
的
立
場
を
貫
く
。

４
　
「
資
源
委
員
会
」
と
、
中
独
両
国
に
お
け
る
新
し
い
国
防
経
済
建
設
計
画
の
形
成

資
源
委
員
会
と
中
独
協
力

す
で
に
み
た
よ
う
に
、
六
月
一
六
日
の
会
議
で
P
介
石
は
ク
ラ
イ
ン
に
南
京
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
許
可
を
与
え
た
が
、
南
京
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
を
実
施
に
移
す
に
当
た
り
、
P
介
石
は
、
一
九
三
五
年
八
月
、
孔
祥
煕
に
加
え
、
翁
文
�
を
南
京
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
担
当
の
直
接
の

責
任
者
と
し
、
ク
ラ
イ
ン
と
の
交
渉
を
委
ね
た
（
59
）。
翁
文
�
は
当
時
中
国
国
民
政
府
の
中
で
国
防
建
設
の
重
要
部
分
を
任
さ
れ
て
い
た

「
資
源
委
員
会
」
の
責
任
者
で
あ
り
、
さ
ら
に
地
質
学
者
と
し
て
、
ド
イ
ツ
が
何
よ
り
も
欲
し
て
い
た
タ
ン
グ
ス
テ
ン
な
ど
の
レ
ア
メ

タ
ル
を
も
含
む
中
国
の
鉱
物
資
源
開
発
に
精
通
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

資
源
委
員
会
の
前
身
は
一
九
三
二
年
一
一
月
一
日
に
国
民
政
府
参
謀
本
部
の
下
に
極
秘
に
創
設
さ
れ
た
「
国
防
設
計
委
員
会
」
で
あ

り
、
委
員
長
は
P
介
石
、
秘
書
長
は
翁
文
�
、
副
秘
書
長
は
銭
昌
照
で
あ
っ
た
。
設
立
の
時
期
お
よ
び
名
称
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、

こ
の
委
員
会
の
任
務
は
、
日
本
の
侵
略
の
拡
大
に
備
え
、
中
国
の
国
防
計
画
を
立
案
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
委
員
会
は
さ
ら
に
一
九
三

五
年
四
月
、
参
謀
本
部
か
ら
軍
事
委
員
会
直
属
の
資
源
委
員
会
と
し
て
再
編
成
さ
れ
、
P
介
石
の
指
導
権
が
い
っ
そ
う
明
確
に
な
る
と

と
も
に
、
任
務
も
天
然
資
源
の
調
査
・
統
計
・
研
究
、
タ
ン
グ
ス
テ
ン
や
ア
ン
チ
モ
ン
な
ど
レ
ア
メ
タ
ル
や
そ
の
他
の
鉱
物
資
源
の
採

掘
と
販
売
管
理
、
さ
ら
に
は
重
工
業
の
建
設
へ
と
拡
大
し
て
い
っ
た
。
こ
の
委
員
会
の
顕
著
な
特
徴
の
一
つ
は
、
欧
米
留
学
の
経
験
を

持
つ
優
秀
な
理
科
系
の
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
官
僚
や
大
学
教
授
な
ど
を
そ
の
主
要
な
メ
ン
バ
ー
と
し
て
擁
し
て
い
た
こ
と
で
あ
り
、
か
れ

ら
は
自
ら
の
専
門
に
よ
り
対
日
抗
戦
に
備
え
た
重
化
学
工
業
の
建
設
お
よ
び
そ
れ
に
必
要
な
鉱
業
資
源
開
発
を
め
ざ
し
た
の
で
あ
る
（
60
）。
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ク
ラ
イ
ン
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
ま
さ
し
く
ド
イ
ツ
の
軍
需
品
な
ど
工
業
製
品
と
中
国
の
鉱
産
資
源
・
農
産
資
源
を
バ
ー
タ
ー
で
交
易

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
管
に
は
資
源
委
員
会
が
う
っ
て
つ
け
で
あ
っ
た
。
八
月
一
日
、
P
介
石
は
資
源
委
員
会
に
対
ド

イ
ツ
交
渉
の
責
任
者
を
推
薦
す
る
よ
う
求
め
た
が
、
こ
れ
は
事
実
上
資
源
委
員
会
を
責
任
機
関
、
翁
文
�
を
責
任
者
と
す
る
よ
う
要
請

し
た
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
（
61
）。
翁
文
�
は
八
月
一
二
日
、
軍
事
委
員
会
ド
イ
ツ
語
通
訳
の
齊
�
か
ら
孔
祥
煕
と
ク
ラ
イ
ン
の
南
京
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
仮
契
約
（
一
九
三
四
年
八
月
二
三
日
）
を
取
り
寄
せ
、
ね
じ
り
鉢
巻
き
で
に
わ
か
勉
強
を
開
始
し
た
（
62
）。

南
京
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
引
き
受
け
た
こ
と
に
よ
り
資
源
委
員
会
の
活
動
範
囲
は
さ
ら
に
拡
大
し
た
。
ま
た
、
そ
れ
に
と
も
な
い
、
P

介
石
の
資
源
委
員
会
に
対
す
る
政
治
的
期
待
も
い
っ
そ
う
高
ま
っ
た
。
八
月
一
日
の
資
源
委
員
会
宛
の
手
紙
の
な
か
で
P
介
石
は
、
南

京
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
ほ
か
に
、「
四
川
重
工
業
の
建
設
手
順
と
そ
の
準
備
責
任
者
を
速
や
か
に
資
源
委
員
会
か
ら
指
定
し
て
派
遣
し
て

欲
し
い
」
と
も
要
請
し
て
い
た
。
四
川
省
を
は
じ
め
と
す
る
中
国
奥
地
に
お
け
る
重
工
業
の
開
発
と
中
独
協
力
は
、
以
後
資
源
委
員
会

の
二
つ
の
重
要
な
任
務
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
る
。
P
介
石
は
こ
う
し
た
事
態
を
前
に
、「
資
源
委
員
会
の
仕
事
は
以
後
日
に
日
に
忙

し
く
な
る
。
・
・
・
い
つ
ま
で
も
現
状
の
ま
ま
な
ら
、
資
源
委
員
会
の
役
割
は
予
定
し
て
い
た
よ
り
も
難
し
く
な
る
」
と
述
べ
、
翁
文

�
ら
資
源
委
員
会
メ
ン
バ
ー
に
発
破
を
か
け
た
の
で
あ
っ
た
（
63
）。

ト
ー
マ
ス
の
国
防
経
済
建
設
計
画
と
中
独
バ
ー
タ
ー
貿
易

つ
ぎ
に
目
を
ド
イ
ツ
に
転
じ
て
そ
こ
で
の
新
し
い
国
防
経
済
建
設
構
想
の
形
成
を
分
析
し
て
お
こ
う
。
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
一
九

三
三
年
一
月
三
〇
日
に
ナ
チ
ス
が
権
力
を
掌
握
し
た
あ
と
、
ド
イ
ツ
経
済
政
策
、
と
り
わ
け
対
外
経
済
政
策
を
め
ぐ
り
、
ア
ウ
タ
ル

キ
ー
（
自
給
自
足
）
を
指
向
す
る
経
済
大
臣
兼
食
糧
農
業
大
臣
フ
ー
ゲ
ン
ベ
ル
ク
と
、
自
由
貿
易
主
義
の
立
場
か
ら
輸
出
促
進
に
よ
る

外
貨
獲
得
を
め
ざ
す
外
務
省
、
財
務
省
、
経
済
省
、
国
防
省
の
対
立
が
顕
在
化
し
た
が
、
一
九
三
三
年
六
月
の
世
界
経
済
会
議
に
お
け

る
フ
ー
ゲ
ン
ベ
ル
ク
の
外
交
的
失
態
お
よ
び
そ
の
後
の
政
治
的
失
脚
に
よ
り
、
ナ
チ
ス
体
制
初
期
の
対
外
経
済
政
策
は
自
由
貿
易
主
義

を
基
調
と
し
て
運
営
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
九
三
四
年
六
月
以
降
深
刻
化
し
た
外
国
為
替
の
不
足
は
外
務
省
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（
と
く
に
貿
易
政
策
局
）、
経
済
省
、
国
防
省
の
政
策
的
再
考
を
促
し
、
外
務
省
経
済
政
策
局
の
「
双
務
主
義
的
清
算
思
想
」（
一
九
三

四
年
六
月
）
や
シ
ャ
ハ
ト
の
「
新
計
画
」（
一
九
三
四
年
一
〇
月
）
を
生
み
出
し
た
。
こ
う
し
た
措
置
は
さ
し
あ
た
り
当
面
は
「
過
渡

的
」「
対
症
療
法
的
」
な
性
格
を
有
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
一
九
三
五
年
に
入
る
と
、
外
国
為
替
危
機
の
い
っ
そ
う
の
進

行
、
ナ
チ
ス
国
防
経
済
建
設
の
加
速
化
と
も
相
ま
っ
て
、
国
防
省
も
経
済
省
も
は
っ
き
り
と
自
由
貿
易
主
義
か
ら
の
決
別
お
よ
び
と
り

わ
け
国
防
経
済
面
で
の
経
済
統
制
導
入
の
必
要
性
を
主
張
し
始
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。

一
九
三
五
年
一
一
月
七
日
、
国
防
経
済
幕
僚
部
長
ト
ー
マ
ス
は
国
防
ア
カ
デ
ミ
ー
に
お
い
て
国
防
経
済
の
計
画
的
推
進
に
関
す
る
綱

領
的
な
講
演
を
お
こ
な
っ
た
。
ト
ー
マ
ス
は
ま
ず
世
界
経
済
に
関
す
る
つ
ぎ
の
よ
う
な
現
状
認
識
を
示
す
。「
今
日
ま
で
世
界
を
支
配

し
て
い
た
経
済
秩
序
は
再
編
成
期
に
あ
り
、
今
日
の
経
済
危
機
は
こ
の
再
編
成
の
始
ま
り
で
あ
り
、
そ
の
帰
結
は
諸
民
族
の
存
在
あ
る

い
は
消
滅
を
決
す
る
で
あ
ろ
う
」。
こ
う
し
た
経
済
再
編
成
の
特
徴
は
、「
戦
争
と
平
和
、
国
家
と
経
済
、
政
治
と
戦
争
指
導
の
区
別
」

が
消
滅
し
、「
国
防
経
済
が
経
済
の
顕
著
な
傾
向
と
な
っ
た
」
こ
と
で
あ
る
。

さ
ら
に
ト
ー
マ
ス
は
、
自
由
貿
易
主
義
か
ら
統
制
経
済
の
立
場
へ
の
移
行
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
自
由
主
義
時
代
の
経
済
の

自
由
な
発
展
は
激
変
し
、
経
済
統
制
の
時
代
と
な
っ
た
」。
こ
う
し
た
時
代
に
お
け
る
国
防
経
済
を
ト
ー
マ
ス
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
定
義

す
る
。こ

の
国
防
経
済
力
は
た
ん
に
国
防
軍
の
存
在
の
前
提
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
当
該
国
防
軍
が
守
る
べ
き
も
っ
と
も
重
要
な
目
的
物
で
あ
る
。

二
つ
の
条
件
は
相
互
に
前
提
を
な
す
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
相
互
補
完
的
で
は
な
い
。
あ
ま
り
に
弱
体
な
国
防
軍
は
巨
大
な
国
家
経
済
力
を

防
衛
し
え
な
い
し
、
強
大
な
国
防
軍
で
も
、
そ
れ
を
養
う
国
防
経
済
力
を
欠
い
て
い
れ
ば
結
局
は
存
立
し
え
な
い
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
ト
ー
マ
ス
に
よ
れ
ば
、
原
料
供
給
は
「
戦
争
指
導
の
も
っ
と
も
重
大
な
問
題
の
一
つ
」
で
あ
る
が
、
し
か
し
原
料
領
域
で
は

「
我
が
国
の
国
防
経
済
状
況
は
深
刻
で
あ
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。
ま
た
、
外
国
為
替
の
領
域
で
も
備
蓄
は
つ
き
て
お
り
、
外
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貨
で
戦
争
準
備
に
必
要
な
原
料
を
用
意
す
る
こ
と
は
長
期
的
に
見
て
不
可
能
で
あ
る
。「
こ
れ
は
日
々
私
を
悩
ま
せ
て
い
る
心
配
の
種

で
あ
る
」。
こ
う
し
た
危
機
的
状
況
の
中
に
あ
っ
て
は
「
一
定
の
リ
ス
ク
」
も
冒
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
そ
の
ほ
か
に
も
「
原
料

確
保
の
た
め
の
大
き
な
バ
ー
タ
ー
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
や
代
替
生
産
の
適
用
と
い
う
形
で
状
況
を
改
善
す
る
た
め
、
可
能
な
こ
と
す
べ
て

が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
」。

ト
ー
マ
ス
は
さ
ら
に
東
ア
ジ
ア
に
目
を
向
け
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

こ
こ
数
週
間
の
発
展
は
わ
れ
わ
れ
に
つ
ぎ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
ま
た
極
東
で
も
、
戦
闘
が
準
備
・

開
始
さ
れ
て
お
り
、
結
局
こ
の
闘
争
は
諸
国
の
経
済
的
存
立
を
め
ぐ
る
争
闘
を
惹
起
せ
し
め
る
。
こ
れ
は
原
料
基
盤
あ
る
い
は
生
産
物
の
販
路

を
め
ぐ
る
戦
い
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
明
ら
か
に
、
国
防
経
済
上
の
死
活
性
を
持
つ
も
の
と
し
て
中
国
に
お
け
る
「
原
料
基
盤
あ
る
い
は
生
産
物
の
販
路
を
め
ぐ

る
戦
い
」
が
想
定
さ
れ
、
そ
の
一
環
と
し
て
「
大
き
な
バ
ー
タ
ー
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
す
な
わ
ち
ク
ラ
イ
ン
の
南
京
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が

念
頭
に
置
か
れ
て
い
た
（
64
）。
ト
ー
マ
ス
の
ド
イ
ツ
国
防
経
済
建
設
計
画
に
は
、
こ
う
し
て
、
中
独
バ
ー
タ
ー
貿
易
が
有
機
的
か
つ
重
要
な

構
成
要
素
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

シ
ャ
ハ
ト
の
ア
ウ
タ
ル
キ
ー
批
判
と
「
新
計
画
」

一
九
三
五
年
一
一
月
一
二
日
、
シ
ャ
ハ
ト
は
や
は
り
国
防
ア
カ
デ
ミ
ー
に
お
け
る
講
演
の
中
で
、
ド
イ
ツ
に
と
っ
て
の
貿
易
政
策
の

重
要
性
と
「
新
計
画
」
の
成
果
を
強
調
す
る
講
演
を
お
こ
な
っ
た
。
シ
ャ
ハ
ト
に
よ
れ
ば
、
こ
ん
に
ち
に
お
い
て
「
あ
ら
ゆ
る
経
済
政

策
は
国
防
経
済
政
策
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
し
、「
技
術
的
・
経
済
的
な
軍
拡
可
能
性
を
創
出
す
る
こ
と
」
は
経
済
政
策
の
義
務
で

あ
る
。
し
か
も
こ
ん
に
ち
で
は
「
純
粋
な
農
業
国
家
は
現
代
戦
争
に
対
し
て
無
力
」
で
あ
り
、「
健
全
で
、
技
術
的
に
強
力
な
、
し
か
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も
巧
妙
に
組
織
さ
れ
た
工
業
」
こ
そ
が
国
防
経
済
を
可
能
に
す
る
の
で
あ
る
。

そ
の
う
え
で
シ
ャ
ハ
ト
は
、
当
時
敵
対
的
な
関
係
に
あ
っ
た
食
糧
農
業
相
ダ
レ
ー
（W

alther
D

arré

）
に
代
表
さ
れ
る
ナ
チ
ス
の
農

本
主
義
的
潮
流
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
（
65
）、
つ
ぎ
の
よ
う
に
ア
ウ
タ
ル
キ
ー
志
向
を
批
判
す
る
。「
わ
が
国
は
ア
ウ
タ
ル
キ
ー
を
獲
得
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
」。
な
ぜ
な
ら
「
わ
が
国
は
重
要
な
原
料
資
源
に
欠
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」。
し
た
が
っ
て
、
当
然
の
帰
結
と
し
て

「
わ
が
国
は
貿
易
政
策
上
の
対
外
関
係

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

を
必
要
と
す
る
」（
強
調
は
原
文
）。

シ
ャ
ハ
ト
に
よ
れ
ば
、
現
在
の
ド
イ
ツ
経
済
に
と
っ
て
も
っ
と
も
脆
弱
な
部
分
は
原
料
資
源
の
不
足
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
は
植
民
地
を

有
し
て
い
な
い
か
ら
、
戦
争
の
た
め
に
は
原
料
を
備
蓄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
現
在
は
そ
れ
が
極
端
に
不
足
し
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
、「
も
し
明
日
戦
争
が
起
こ
れ
ば
ド
イ
ツ
は
四
週
間
で
店
を
た
た
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
」。
し
か
も
ド
イ
ツ
に
は
現
在

原
料
資
源
の
不
足
の
み
な
ら
ず
、
外
国
為
替
も
払
底
し
て
い
る
か
ら
、「
わ
が
国
は
必
要
な
原
料
資
源
を
購
入
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
」。
し
た
が
っ
て
、
ド
イ
ツ
に
と
っ
て
は
輸
出
を
通
じ
た
原
料
資
源
の
獲
得
こ
そ
が
「
戦
争
能
力
保
持
の
た
め
の
不
可
欠
の
前
提
」

た
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
シ
ャ
ハ
ト
に
よ
り
推
進
さ
れ
た
の
が
「
新
計
画
」
で
あ
っ
た
。「
新
計
画
」
は
、
外
国
為
替
を
通
じ
た
多
角
的
な
貿
易
か
ら

双
務
主
義
的
決
算
に
よ
る
バ
ー
タ
ー
交
易
へ
の
移
行
に
よ
り
、「
国
際
的
な
原
料
購
入
源
の
完
全
な
移
動
」
を
も
た
ら
し
た
。
た
と
え

ば
木
綿
は
以
前
も
っ
ぱ
ら
北
ア
メ
リ
カ
南
部
か
ら
輸
入
し
て
き
た
が
、
現
在
は
主
と
し
て
ブ
ラ
ジ
ル
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、
エ
ジ
プ
ト
か

ら
輸
入
し
て
お
り
、
銅
や
モ
リ
ブ
デ
ン
や
タ
ン
グ
ス
テ
ン
も
同
様
に
原
料
供
給
源
が
国
際
的
に
移
動
し
た
。
そ
の
上
で
シ
ャ
ハ
ト
は
、

「
新
計
画
」
の
成
果
を
次
の
よ
う
に
自
負
す
る
。「
新
計
画
と
バ
ー
タ
ー
事
業
は
、
外
国
貿
易
の
う
ち
八
三
％
を
外
国
為
替
な
し
で
実
現

す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
の
で
あ
る
」。

こ
の
講
演
で
シ
ャ
ハ
ト
は
中
国
に
言
及
し
て
い
な
い
し
、
ま
た
タ
ン
グ
ス
テ
ン
供
給
源
の
国
際
的
移
転
に
関
し
て
も
具
体
的
に
国
名

を
挙
げ
て
い
な
い
が
、
シ
ャ
ハ
ト
の
対
中
国
政
策
を
考
慮
す
れ
ば
、
シ
ャ
ハ
ト
に
と
っ
て
こ
の
講
演
の
大
き
な
背
景
の
一
つ
が
中
国
と

の
バ
ー
タ
ー
貿
易
で
あ
っ
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
し
う
る
で
あ
ろ
う
（
66
）。
シ
ャ
ハ
ト
と
ト
ー
マ
ス
の
国
防
経
済
建
設
計
画
に
と
っ
て
、
以
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上
の
よ
う
に
、
中
独
バ
ー
タ
ー
貿
易
は
死
活
的
な
意
味
を
帯
び
て
い
た
の
で
あ
る
。

ク
ラ
イ
ン
の
「
組
織
建
議
」

以
上
の
よ
う
に
中
国
お
よ
び
ド
イ
ツ
で
生
ま
れ
て
き
た
新
し
い
国
防
経
済
建
設
構
想
を
背
景
と
し
、
か
つ
両
者
に
み
ら
れ
る
新
し
い

経
済
思
想
を
中
独
国
防
経
済
協
力
の
た
め
の
極
端
な
プ
ラ
ン
に
統
合
し
よ
う
と
し
た
の
が
以
下
に
見
る
ク
ラ
イ
ン
の
「
組
織
建
議
」
で

あ
っ
た
。
し
か
も
ク
ラ
イ
ン
は
、
中
独
協
力
を
た
ん
に
軍
事
協
力
・
国
防
経
済
協
力
に
と
ど
め
ず
、
そ
れ
を
政
治
・
行
政
・
経
済
・
産

業
・
社
会
・
教
育
の
分
野
に
ま
で
拡
張
し
よ
う
と
す
る
野
心
を
示
し
た
の
で
あ
る
。

P
介
石
と
の
会
談
後
、
ク
ラ
イ
ン
は
、
南
京
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
は
別
に
、
中
独
協
力
の
具
体
化
と
中
国
の
軍
拡
に
関
す
る
計
画
の
立

案
を
開
始
し
、「
実
力
中
心
点
を
建
設
す
る
た
め
の
建
議
」
と
題
す
る
八
項
目
に
も
わ
た
る
広
範
な
「
組
織
建
議
」
を
作
成
し
た
（
67
）。
そ

の
計
画
は
、「
一
、
臨
時
建
設
署
の
設
立
」「
二
、
臨
時
建
設
署
署
長
」、「
三
、
民
族
青
年
の
結
集
」、「
四
、
建
設
署
署
長
の
工
作
幹

部
」、「
五
、
技
術
経
済
団
各
署
の
組
織
お
よ
び
そ
の
重
要
職
責
」、「
六
、
ド
イ
ツ
代
表
団
」、「
七
、
建
設
事
業
全
体
に
関
す
る
そ
の
他

の
重
要
項
目
」、「
八
、
銀
行
団
お
よ
び
運
輸
組
織
」
の
各
項
目
か
ら
な
っ
て
い
た
。

第
一
項
「
臨
時
建
設
署
の
設
立
」
で
は
、
中
国
各
地
に
「
実
力
中
心
点
」
を
建
設
す
る
た
め
に
、
P
介
石
に
直
属
す
る
「（
臨
時
）

建
設
署
」
を
設
け
よ
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
第
二
項
「
臨
時
建
設
署
署
長
」
で
は
こ
の
「
建
設
署
」
を
、
中
国
の
行
政
管
理
、
国
防
軍

事
力
、
国
防
経
済
、
鉱
業
、
工
業
、
農
林
業
、
交
通
な
ど
、
つ
ま
り
「
全
国
国
民
経
済
」
の
「
新
生
命
発
源
地
」
で
あ
る
と
位
置
づ
け

る
。
第
三
項
「
民
族
主
義
青
年
の
結
集
」
で
は
、
建
設
署
署
長
の
第
一
の
任
務
は
青
年
の
力
を
集
中
し
て
能
力
を
引
き
出
す
こ
と
に
あ

る
と
す
る
。
第
四
項
「
建
設
署
署
長
の
工
作
幹
部
」
で
は
、
建
設
署
の
組
織
を
「
軍
事
参
謀
団
」
と
「
技
術
経
済
団
」
の
二
つ
に
分
け

る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
し
た
。
こ
の
う
ち
「
軍
事
参
謀
団
」
は
中
国
に
派
遣
さ
れ
る
「
ド
イ
ツ
国
防
軍
現
役
軍
官
」
と
密
接
に
連
携

し
な
が
ら
業
務
を
進
め
、「
技
術
経
済
団
」
は
、
や
は
り
ド
イ
ツ
か
ら
派
遣
さ
れ
る
技
術
経
済
専
門
家
と
密
接
に
連
携
し
な
が
ら
業
務

を
進
め
る
こ
と
な
ど
が
規
定
さ
れ
た
。
第
五
項
「
技
術
経
済
団
各
署
の
組
織
お
よ
び
そ
の
重
要
責
務
」
で
は
、
前
項
で
規
定
し
た
「
技
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術
経
済
団
」
の
中
に
「
総
務
署
」「
測
量
署
」「
工
程
署
」「
鉱
冶
署
」「
工
業
署
」「
農
林
署
」「
交
通
署
」「
郵
務
署
」「
司
法
署
」「
民

衆
衛
生
・
民
衆
救
済
署
」「
国
民
訓
育
署
」「
獣
医
署
」「
宣
伝
署
」
な
ど
の
部
署
を
設
置
す
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
た
。
第
六
項
「
ド
イ

ツ
代
表
団
」
で
は
、
P
介
石
に
直
属
す
る
ド
イ
ツ
代
表
団
を
設
置
し
（
既
存
の
ド
イ
ツ
軍
事
顧
問
団
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
言
及
な

し
）、
ド
イ
ツ
代
表
団
長
の
も
と
に
「
軍
事
参
謀
主
任
」
お
よ
び
「
技
術
経
済
主
任
」
を
置
き
、
そ
れ
ぞ
れ
が
中
国
の
「
建
設
署
」
の

「
軍
事
参
謀
団
」
お
よ
び
「
技
術
経
済
団
」
と
協
力
し
つ
つ
、
第
一
歩
と
し
て
「
一
〇
万
陸
軍
お
よ
び
そ
の
空
軍
戦
闘
力
の
建
設
」
を

お
こ
な
う
と
さ
れ
た
。
第
七
項
「
建
設
事
業
全
体
に
関
す
る
そ
の
他
の
重
要
項
目
」
で
は
「
中
独
両
国
責
任
指
導
者
の
密
接
な
連
絡
」

「
建
設
段
階
の
区
分
に
関
す
る
計
画
」「
輸
出
の
組
織
」「
鉱
産
原
料
の
開
発
」「
軍
備
工
業
の
建
設
」「
収
支
予
算
」「
仕
入
れ
お
よ
び
委

託
手
続
き
の
実
施
」「
中
国
輸
出
貨
物
の
輸
送
お
よ
び
互
換
計
算
」
な
ど
が
規
定
さ
れ
た
。
第
八
項
「
銀
行
団
お
よ
び
運
輸
組
織
」
で

は
、
銀
行
決
済
の
手
続
き
や
貨
物
交
換
の
方
法
な
ど
が
規
定
さ
れ
た
。

一
見
し
て
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
ク
ラ
イ
ン
の
「
組
織
建
議
」
は
中
国
の
国
家
行
政
組
織
全
般
に
わ
た
る
広
範
な
提
案
で
あ
っ

た
が
、
こ
こ
で
は
と
く
に
第
七
項
「
建
設
事
業
全
体
に
関
す
る
そ
の
他
の
重
要
項
目
」
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
そ
こ
で
は
、「
三
カ

年
計
画
」
を
「
数
期
」、
つ
ま
り
第
一
次
、
第
二
次
、
第
三
次
な
ど
の
三
カ
年
計
画
な
ど
に
分
け
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
、
ま
た
中
国
が

「
ド
イ
ツ
の
軍
備
・
武
装
系
統
に
あ
わ
せ
た
統
一
標
準
」
に
則
り
「
現
在
の
最
新
式
の
軍
備
」
を
採
用
す
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
い
た
。

さ
ら
に
中
国
人
青
年
を
ド
イ
ツ
に
派
遣
し
、
軍
事
や
国
防
経
済
な
ど
を
学
ば
せ
る
こ
と
ま
で
が
予
定
さ
れ
て
い
た
。
や
や
先
回
り
し
て

い
え
ば
、
そ
れ
ら
の
多
く
は
、
の
ち
に
南
京
国
民
政
府
・
資
源
委
員
会
の
「
重
工
業
建
設
三
カ
年
計
画
」
の
な
か
に
反
映
さ
れ
て
い
く

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

５
　
南
京
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
交
渉
の
進
展
と
ク
ラ
イ
ン
の
策
謀

南
京
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
交
渉
の
進
展
と
P
介
石
の
書
簡
（
一
九
三
五
年
一
一
月
二
三
日
）
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一
九
三
五
年
六
月
一
六
日
の
P
介
石
＝
ク
ラ
イ
ン
会
談
を
う
け
て
、
一
九
三
五
年
秋
、
南
京
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
め
ぐ
る
ク
ラ
イ
ン
と

翁
文
�
の
実
務
交
渉
が
本
格
化
し
た
。
九
月
、
翁
文
�
は
国
民
政
府
資
源
委
員
会
統
計
処
処
長
孫
拯
に
中
独
貿
易
総
量
や
ド
イ
ツ
の
対

中
国
信
用
借
款
情
況
に
関
す
る
各
種
統
計
表
な
ど
を
提
出
さ
せ
（
68
）、
一
〇
月
七
日
、
孔
祥
煕
も
、
七
月
一
五
日
付
け
の
シ
ャ
ハ
ト
電
報
に

返
答
し
、
現
在
ク
ラ
イ
ン
の
計
画
書
を
「
慎
重
に
検
討
中
」
で
あ
る
と
伝
え
た
の
で
あ
る
（
69
）。
さ
ら
に
ク
ラ
イ
ン
は
、
一
〇
月
末
、
ド
イ

ツ
国
防
省
の
「
急
需
の
各
種
農
鉱
原
料
」
と
し
て
大
豆
一
〇
万
ト
ン
、
落
花
生
一
〇
万
ト
ン
、
胡
麻
な
ど
の
油
種
五
万
ト
ン
、
桐
油
二

五
〇
〇
ト
ン
、
綿
花
一
万
ト
ン
、
錫
四
〇
〇
〇
ト
ン
、
ア
ン
チ
モ
ン
四
〇
〇
〇
ト
ン
、
タ
ン
グ
ス
テ
ン
四
〇
〇
〇
ト
ン
な
ど
の
リ
ス
ト

を
翁
文
�
に
提
出
し
（
70
）、
こ
れ
に
基
づ
き
国
民
政
府
は
、
一
一
月
上
旬
、
二
〇
〇
〇
ト
ン
の
タ
ン
グ
ス
テ
ン
を
用
意
す
る
手
は
ず
を
整
え

た
（
71
）。
南
京
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
大
枠
に
お
い
て
ほ
ぼ
合
意
に
達
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
受
け
て
国
防
大
臣
ブ
ロ
ム
ベ
ル
ク
は
一
一
月
一
六
日
、
P
介
石
お
よ
び
孔
祥
煕
宛
て
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
感
謝
状
を
送
付
し
た
。

「〔
中
独
両
国
の
〕
協
力
関
係
が
迅
速
に
実
際
上
の
成
果
を
も
た
ら
し
た
こ
と
を
喜
ぶ
と
と
も
に
、
閣
下
の
力
強
い
援
助
に
感
謝
の
意
を
表

し
ま
す
」
（
72
）。

以
上
の
展
開
を
受
け
、
一
一
月
二
三
日
、
P
介
石
は
ゼ
ー
ク
ト
に
長
文
の
礼
状
を
認
め
た
。
そ
の
手
紙
の
中
で
P
介
石
は
ま
ず
「
昨

年
中
国
政
府
と
ク
ラ
イ
ン
氏
が
立
案
し
た
バ
ー
タ
ー
契
約
」
を
実
施
す
る
の
に
「
い
さ
さ
か
の
障
害
も
な
い
」
と
述
べ
、
ク
ラ
イ
ン
＝

ゼ
ー
ク
ト
の
南
京
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
明
確
に
「
賛
意
」
を
表
明
し
た
の
で
あ
る
。
タ
ン
グ
ス
テ
ン
等
の
鉱
業
産
品
お
よ
び
そ
の
他
の
農

業
産
品
に
つ
い
て
P
介
石
は
、「
明
年
初
春
に
対
ド
イ
ツ
貨
物
輸
送
を
開
始
す
る
こ
と
が
可
能
」
で
あ
る
と
保
証
し
た
。

さ
ら
に
P
介
石
は
こ
の
礼
状
の
中
で
、
ク
ラ
イ
ン
が
策
定
し
た
上
述
の
「
組
織
建
議
」
は
中
国
国
防
経
済
、
国
民
経
済
お
よ
び
行
政

管
理
の
「
基
本
材
料
」
に
な
る
、
と
の
考
え
を
示
し
、
こ
の
ク
ラ
イ
ン
の
建
議
に
し
た
が
っ
て
「
中
国
全
体
を
建
設
す
る
た
め
の
基
本

工
作
を
策
定
」
す
る
と
述
べ
た
。
P
介
石
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
を
三
期
に
分
け
て
進
め
、
一
期
を
三
年
と
す
る
計
画
で
あ
っ
た
。
第
一
期

で
は
「
中
心
区
」
を
樹
立
し
、「
お
よ
そ
一
〇
万
人
の
国
防
軍
お
よ
び
相
当
量
の
空
軍
力
、
お
よ
び
海
軍
の
初
歩
的
基
礎
の
建
設
」
を

お
こ
な
う
と
さ
れ
た
。
第
二
期
で
は
「
建
設
範
囲
を
中
心
点
以
外
に
も
拡
張
す
べ
き
」
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
第
三
期
は
「
建
設
計
画
内
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の
す
べ
て
の
予
定
工
作
を
確
立
し
、
こ
の
期
間
内
に
完
成
さ
せ
る
べ
き
」
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
さ
ら
に
P
介
石
は
、
ク
ラ
イ
ン
の
報
告

お
よ
び
「
組
織
建
議
」
を
「
認
可
」
す
る
と
述
べ
、「
貴
国
の
元
勲
お
よ
び
軍
同
僚
」
に
こ
の
計
画
を
周
知
す
る
よ
う
ゼ
ー
ク
ト
に
求

め
た
。
加
え
て
P
介
石
は
、
こ
う
し
た
計
画
を
推
進
す
る
た
め
、
既
存
の
ド
イ
ツ
軍
事
顧
問
団
と
は
別
の
「
ド
イ
ツ
の
高
級
参
謀
団
」

の
中
国
訪
問
を
強
く
求
め
、
そ
の
訪
問
の
時
期
を
明
示
す
る
よ
う
ゼ
ー
ク
ト
に
要
請
し
た
の
で
あ
る
（
73
）。

以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
P
介
石
の
ゼ
ー
ク
ト
宛
て
書
簡
は
、
た
ん
に
ク
ラ
イ
ン
の
南
京
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
積
極
的
に
賛
同
し
、
タ
ン

グ
ス
テ
ン
等
の
鉱
業
産
品
や
そ
の
他
の
農
業
産
品
を
ド
イ
ツ
に
輸
出
す
る
意
欲
を
示
し
た
の
み
な
ら
ず
、
ど
こ
ま
で
本
気
か
は
判
然
と

し
な
い
が
、
と
も
か
く
P
介
石
が
ク
ラ
イ
ン
の
「
組
織
建
議
」
に
賛
意
を
示
し
、「
三
カ
年
計
画
」
を
実
施
す
る
決
意
を
述
べ
、
さ
ら

に
そ
の
た
め
ド
イ
ツ
の
現
役
将
校
か
ら
な
る
「
高
級
参
謀
団
」
の
来
華
ま
で
求
め
る
意
欲
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

書
簡
の
最
後
で
P
介
石
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
た
（
74
）。

貨
物
バ
ー
タ
ー
の
実
施
に
関
し
て
は
、
わ
が
国
財
政
部
長
孔
祥
煕
博
士
と
貴
国
経
済
大
臣
兼
ラ
イ
ヒ
ス
バ
ン
ク
総
裁
シ
ャ
ハ
ト
博
士
に
よ

り
交
渉
し
細
部
を
取
り
決
め
ま
す
。
そ
の
ほ
か
ベ
ル
リ
ン
で
解
決
す
べ
き
各
種
問
題
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
が
代
表
団
を
ベ
ル
リ
ン
に
派
遣

し
将
軍
〔
ゼ
ー
ク
ト
〕
と
相
談
し
ま
す
の
で
、
是
非
将
軍
の
ご
指
導
を
賜
り
、
そ
の
使
命
完
遂
を
促
し
て
下
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し

ま
す
。

同
日
（
一
一
月
二
三
日
）、
P
介
石
は
ヒ
ト
ラ
ー
、
シ
ャ
ハ
ト
、
ブ
ロ
ム
ベ
ル
ク
に
も
ク
ラ
イ
ン
の
南
京
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
承
認
す

る
と
の
趣
旨
の
書
簡
を
認
め
、
そ
れ
を
帰
国
予
定
の
ク
ラ
イ
ン
に
託
し
た
（
75
）。
こ
う
し
て
南
京
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
つ
ぎ
の
実
務
交
渉
の
焦

点
は
、
中
国
代
表
団
の
訪
独
お
よ
び
ド
イ
ツ
当
局
と
の
、
よ
り
具
体
的
に
は
ド
イ
ツ
国
防
省
と
の
交
渉
に
移
っ
て
い
く
。
P
介
石
は
、

ク
ラ
イ
ン
の
南
京
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
全
力
で
推
進
す
る
姿
勢
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
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資
源
委
員
会
の
役
割
の
さ
ら
な
る
拡
大

一
九
三
五
年
一
一
月
一
日
、
行
政
院
長
の
汪
兆
銘
が
反
日
派
の
新
聞
記
者
に
狙
撃
さ
れ
、
重
傷
を
負
っ
た
。
汪
兆
銘
は
、
満
洲
事
変

勃
発
後
、
一
九
三
二
年
一
月
一
日
に
二
つ
の
「
国
民
政
府
」（
南
京
お
よ
び
広
東
）
が
合
流
し
て
成
立
し
た
政
権
（「
汪
P
合
作
政
権
」）

を
軍
事
委
員
会
委
員
長
P
介
石
と
と
も
に
支
え
て
い
た
が
、
こ
の
事
件
に
よ
り
政
治
の
舞
台
か
ら
一
時
退
場
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
そ
れ
に
続
い
て
中
国
国
民
党
中
央
委
員
会
第
五
次
全
国
代
表
大
会
（
一
九
三
五
年
一
一
月
一
二
日
│
二
三
日
）
が
南
京
で
開
催

さ
れ
た
。
こ
の
大
会
は
西
南
派
の
鄒
魯
、
陳
済
棠
、

仏
成
ら
が
出
席
す
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
、
P
介
石
が
「
党
と
国
家
の
命
令
に

服
し
、
最
後
の
決
心
を
下
す
」
場
合
の
こ
と
を
述
べ
た
こ
と
（
一
九
日
）
な
ど
で
注
目
を
あ
び
た
。
さ
ら
に
中
独
関
係
お
よ
び
中
国
の

国
防
建
設
の
観
点
か
ら
注
目
さ
れ
る
の
は
、
第
一
に
、
汪
兆
銘
に
代
わ
っ
て
軍
事
委
員
会
委
員
長
の
P
介
石
自
身
が
行
政
院
長
を
兼
務

し
、
そ
れ
を
補
佐
す
る
重
要
な
職
位
で
あ
る
行
政
院
秘
書
長
に
資
源
委
員
会
秘
書
長
の
翁
文
�
を
兼
務
さ
せ
た
こ
と
（
76
）、
第
二
に
資
源
委

員
会
か
ら
呉
鼎
昌
が
実
業
部
長
に
、
張
嘉

が
鉄
道
部
長
に
、
王
世
杰
が
教
育
部
長
に
、
張
廷
黻
が
行
政
院
政
務
処
長
に
任
命
さ
れ
た

こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
新
内
閣
は
「
三
元
巷
内
閣
」（
三
元
巷
は
当
時
の
資
源
委
員
会
所
在
地
）
と
い
わ
れ
た
ほ
ど
で
、
中
国
の

政
治
経
済
に
お
け
る
資
源
委
員
会
の
重
要
性
が
顕
著
に
増
大
し
た
の
で
あ
る
（
77
）。

P
介
石
は
、
親
日
派
が
後
退
し
た
い
ま
、
子
飼
い
の

テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
集
団
＝
資
源
委
員
会
を
フ
ル
に
活
用
し
つ
つ
、
対
日
抗
戦
を
も
視
野
に
収
め
た
国
防
経
済
の
建
設
に
全
力
を
傾
注
す

る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

ク
ラ
イ
ン
の
策
謀

す
で
に
み
た
よ
う
に
、
一
一
月
二
三
日
の
P
介
石
の
ヒ
ト
ラ
ー
・
ブ
ロ
ム
ベ
ル
ク
・
シ
ャ
ハ
ト
・
ゼ
ー
ク
ト
宛
て
書
簡
に
よ
り
、
南

京
中
央
政
府
は
資
源
委
員
会
を
先
頭
に
ク
ラ
イ
ン
の
南
京
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
全
力
で
推
進
す
る
態
勢
に
入
っ
た
。
他
方
こ
の
間
ク
ラ
イ

ン
は
、
密
か
に
広
東
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
関
す
る
若
干
の
軌
道
修
正
を
図
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
第
一
に
ク
ラ
イ
ン
は
、
一
一
月
一
三
日
、

翁
文
�
に
一
九
三
三
年
夏
の
広
東
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
第
一
次
契
約
を
手
渡
し
た
（
78
）。
ク
ラ
イ
ン
は
さ
す
が
に
二
億
R
M
の
借
款
を
規
定
し
た
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一
九
三
四
年
夏
の
第
二
次
契
約
に
つ
い
て
は
こ
の
場
で
も
黙
っ
て
い
た
が
、
ほ
ぼ
完
成
し
て
規
模
も
限
定
さ
れ
て
い
る
第
一
次
契
約
を

示
し
て
も
翁
文
�
は
黙
認
す
る
と
計
算
し
た
の
で
あ
ろ
う
し
、
実
際
翁
文
�
が
何
ら
か
の
異
議
を
申
し
立
て
た
形
跡
は
み
ら
れ
な
い
。

し
か
し
こ
う
し
て
ク
ラ
イ
ン
は
、
目
立
た
な
い
形
で
は
あ
る
が
、「
広
東
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
す
で
に
南
京
国
民
政
府
に
通
知
済
み
」
と

い
う
既
成
事
実
を
作
っ
た
の
で
あ
る
。

第
二
に
ク
ラ
イ
ン
は
、
南
京
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
成
立
を
見
越
し
、
国
民
政
府
と
の
交
渉
が
始
ま
っ
た
一
九
三
五
年
春
か
ら
広
東
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
第
一
次
契
約
実
現
の
ス
ピ
ー
ド
を
緩
め
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
一
一
月
二
八
日
、
広
東
派
の
陳
済
棠

は
、
広
州
に
滞
在
し
て
い
た
ト
ラ
ウ
ト
マ
ン
大
使
に
対
し
、「
ク
ラ
イ
ン
は
ド
イ
ツ
国
防
大
臣
と
ラ
イ
ヒ
ス
バ
ン
ク
の
紹
介
に
よ
り
武

器
工
場
の
建
設
を
始
め
た
が
、
春
に
工
事
は
停
止
し
、
主
任
技
師
は
帰
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
苦
情
を
述
べ
た
の
で
あ
る
。
陳
済
棠
は

「
南
京
政
府
を
攻
撃
す
る
意
図
は
な
い
が
、
こ
の
事
業
は
実
現
し
た
い
」
と
し
、「
国
防
大
臣
に
電
報
を
送
っ
て
ク
ラ
イ
ン
に
折
り
返
し

広
州
を
訪
問
す
る
よ
う
働
き
か
け
て
ほ
し
い
」
と
ト
ラ
ウ
ト
マ
ン
に
要
請
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
聞
い
た
ト
ラ
ウ
ト
マ
ン
は
「
こ
の

不
愉
快
な
出
来
事
は
ク
ラ
イ
ン
の
行
動
の
せ
い
だ
」
と
怒
り
つ
つ
も
、
広
東
派
を
慰
撫
す
る
た
め
に
は
「
す
で
に
開
始
さ
れ
て
い
る
工

事
と
造
船
所
に
関
す
る
交
渉
を
継
続
す
る
こ
と
」
が
肝
要
で
は
な
い
か
と
外
務
省
に
示
唆
し
た
の
で
あ
る
（
79
）。

第
三
に
ク
ラ
イ
ン
は
、
や
は
り
南
京
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
成
立
を
見
据
え
て
、
広
東
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
第
二
次
仮
契
約
（
一
九
三
四
年
八

月
・
九
月
）
の
根
幹
部
分
で
あ
る
二
億
R
M
の
借
款
契
約
の
締
結
を
基
本
的
に
は
断
念
し
た
。
し
た
が
っ
て
広
東
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
つ

い
て
は
上
記
第
一
次
契
約
（
一
九
三
三
年
八
月
）
の
ほ
か
、
第
二
次
契
約
の
残
り
の
部
分
、
す
な
わ
ち
（1）
鉄
道
建
設
に
関
す
る
契
約

（
一
一
二
六
万
香
港
ド
ル
）、
（2）
港
湾
施
設
建
設
に
関
す
る
契
約
（
二
三
〇
万
香
港
ド
ル
）、
（3）
火
薬
工
場
建
設
に
関
す
る
契
約
（
四
三

二
万
香
港
ド
ル
）、
（4）
防
毒
ガ
ス
マ
ス
ク
工
場
（
二
九
万
香
港
ド
ル
）
に
関
す
る
契
約
の
実
現
の
み
で
満
足
す
る
立
場
に
移
行
し
た
よ

う
で
あ
る
。
右
に
見
た
広
東
派
の
苦
情
か
ら
も
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
間
ク
ラ
イ
ン
自
身
も
広
州
を
訪
問
し
て
い
な
い
し
、
H
A

P
R
O
の
広
州
代
表
者
エ
ッ
ケ
ル
ト
（W

alterE
ckert

）
も
大
き
な
動
き
を
見
せ
て
い
な
い
（
80
）。
し
か
し
、
の
ち
に
み
る
よ
う
に
、
広
東
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
第
二
次
契
約
の
う
ち
、
民
生
用
と
も
い
え
る
鉄
道
建
設
お
よ
び
港
湾
施
設
の
建
設
は
と
も
か
く
、
防
毒
ガ
ス
マ
ス
ク
工
場
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に
つ
い
て
は
、
南
京
中
央
政
府
と
ク
ラ
イ
ン
・
ド
イ
ツ
国
防
省
の
間
で
の
、
あ
る
い
は
ド
イ
ツ
政
府
の
内
部
で
の
、
激
し
い
政
治
的
対

立
の
原
因
と
な
っ
て
い
く
。

第
四
に
、
ク
ラ
イ
ン
は
、
た
ん
に
中
国
駐
在
の
ド
イ
ツ
各
当
局
者
と
の
接
触
を
極
力
回
避
し
た
の
み
な
ら
ず
、
翁
文
�
以
外
の
中
国

当
局
者
と
の
接
触
も
避
け
て
い
た
。
た
と
え
ば
中
国
が
必
要
と
し
て
い
る
軍
需
品
に
つ
い
て
は
な
に
よ
り
も
軍
政
部
長
何
応
欽
や
軍
政

部
兵
工
署
長
兪
大
維
と
の
交
渉
が
必
要
で
あ
っ
た
が
、
ク
ラ
イ
ン
は
そ
れ
を
避
け
続
け
た
。
一
一
月
二
四
日
、
兪
大
維
は
翁
文
�
に
文

書
を
送
り
、
中
独
バ
ー
タ
ー
貿
易
に
つ
い
て
承
知
し
て
か
ら
半
年
ほ
ど
経
つ
が
、
い
ま
だ
に
条
約
案
を
知
り
得
て
い
な
い
の
で
、「
研

究
に
資
す
る
た
め
」、「
複
本
を
一
部
ご
恵
贈
い
た
だ
き
た
い
」
と
依
頼
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
何
応
欽
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
か
ら
購

入
す
べ
き
軍
需
品
の
価
格
が
わ
か
ら
な
け
れ
ば
他
国
の
価
格
と
の
比
較
も
で
き
な
い
し
、「
中
国
の
国
情
に
あ
ま
り
合
致
し
な
い
」
も

の
を
購
入
し
な
い
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
た
め
何
応
欽
は
、
軍
政
部
か
ら
も
訪
独
代
表
団
に
要
員
を
参
加
さ
せ
た
い
と
述
べ
た

の
で
あ
る
（
81
）。

翁
文

の
ク
ラ
イ
ン
批
判

こ
う
し
た
ク
ラ
イ
ン
の
問
題
行
動
を
目
の
当
た
り
に
し
た
翁
文
�
は
、
一
九
三
五
年
秋
、「
中
独
バ
ー
タ
ー
貿
易
を
お
こ
な
う
際
に

注
意
す
べ
き
諸
点
」
と
い
う
文
書
を
作
成
し
、
六
点
に
わ
た
る
注
意
事
項
を
記
し
た
が
、
そ
の
う
ち
第
四
点
以
下
を
ク
ラ
イ
ン
の
行
動

に
あ
て
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
た
。

四
、
ク
ラ
イ
ン
は
わ
が
政
府
と
協
議
す
る
と
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
局
と
単
独
で
協
議
す
る
こ
と
を
好
む
の
で
、
わ
が
方
の
各
部
局
は
完
全
に
隔

た
り
が
で
き
、
事
務
進
行
上
甚
だ
不
便
を
感
じ
る
の
み
な
ら
ず
、
価
格
も
ま
た
審
議
を
経
る
こ
と
が
な
い
。

五
、
ク
ラ
イ
ン
は
わ
が
方
が
直
接
ド
イ
ツ
国
防
省
や
国
防
省
所
属
の
H
A
P
R
O
社
と
交
渉
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
努
め
て
お
り
、
一
切
は
か
れ

を
通
じ
て
伝
達
さ
れ
る
。
し
か
し
資
源
委
員
会
が
か
れ
に
宛
て
て
推
進
す
べ
き
事
項
を
提
出
し
て
も
、
か
れ
は
い
ず
れ
も
放
置
し
て
お
く
。
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六
、
ク
ラ
イ
ン
は
わ
が
国
に
対
し
一
つ
の
経
済
集
中
管
理
機
関
を
設
立
し
、
一
切
の
建
設
事
務
を
処
理
さ
せ
る
こ
と
を
提
案
し
た
い
と
欲
し
て

お
り
、
そ
れ
に
よ
り
か
れ
本
人
が
そ
れ
を
操
縦
す
る
地
位
に
就
き
た
い
と
願
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
考
察
か
ら
翁
文
�
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
る
。

以
上
の
各
項
目
を
総
合
し
て
見
る
と
、
ク
ラ
イ
ン
は
つ
ぎ
の
目
的
を
有
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
中
国
に
一
つ
の
経
済
集
中
管
理
機
関
を
設

立
し
、
か
れ
本
人
が
そ
れ
を
操
縦
す
る
地
位
に
就
き
、
軍
需
お
よ
び
重
工
業
の
建
設
一
切
を
請
け
負
い
、
価
格
上
の
審
査
を
受
け
ず
、
ド
イ
ツ

実
業
界
が
こ
の
う
え
な
い
巨
利
を
得
る
よ
う
に
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
判
断
か
ら
翁
文
�
は
、
中
国
政
府
が
と
る
べ
き
方
策
と
し
て
以
下
の
よ
う
な
提
案
を
お
こ
な
う
。「
ク
ラ
イ
ン
に
は
壟

断
・
操
縦
の
行
為
が
あ
る
」
の
で
、「
わ
が
政
府
は
処
理
す
べ
き
事
務
の
一
切
を
直
接
ド
イ
ツ
と
交
渉
す
べ
き
で
あ
る
」
（
82
）。
ク
ラ
イ
ン

は
、
交
渉
を
始
め
て
か
ら
ま
だ
間
も
な
い
翁
文
�
か
ら
痛
烈
に
そ
の
行
動
を
批
判
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
騒
ぎ
を
よ
そ
に
、
一
二
月
、
ク
ラ
イ
ン
は
、
ド
イ
ツ
で
中
国
代
表
団
受
け
入
れ
の
準
備
を
整
え
る
た
め
、
協
力
者
ハ

イ
ン
ツ
と
と
も
に
密
か
に
帰
国
の
途
に
つ
い
た
。

（
1
）
本
稿
（
一
）『
成
城
法
学
』
第
七
九
号
五
九
│
六
〇
頁
。

（
2
）
本
稿
（
二
）『
成
城
法
学
』
第
八
〇
号
一
九
頁
。

（
3
）A

ufzeichnung
L

autenschlagers
vom

10.M
ai1935,in:PA

dA
A

,„ProjektK
lein“,6680/H

096288-291.

（
4
）Seecktan

Falkenhausen
vom

4.A
pril1935,in:B

A
-M

A
,M

sg
160/7,B

l.91-92.

「
第
三
帝
国
」
の
政
策
決
定
過
程
に
「
ロ
ビ
イ
ズ
ム
」
概
念
を
適
用
す

る
試
み
と
し
て
、
参
照
、Peter

H
üttenberger,

„Interessenvertretung
und

L
obbyism

us
im

D
ritten

R
eich“,

in:
G

erhard
H

irschfeld/L
othar

K
ettenacker

(H
rsgg.),D

er
„F

ührerstaat“:M
ythos

und
R

ealität“,L
ondon

1981,S.529-552.
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（
5
）Falkenhausen

an
Seecktvom

19.A
pril1935,in:B

A
-M

A
,M

sg
160/7,B

l.79.

（
6
）A

ufzeichnung
K

ühlborns
vom

30.A
pril1935,in:PA

dA
A

,„ProjektK
lein“,6680/H

096272.

（
7
）„T

elegram
m

M
arschallC

hang
K

aiSchek
an

G
en.v.Seecktvom

16.A
pril1935“,in:B

A
-M

A
,M

sg
160/7,B

l.85.
（
8
）A

ufzeichnung
K

ühlborns
vom

30.A
pril1935,in:PA

dA
A

,„ProjektK
lein“,6680/H

096272.
（
9
）T

ann
an

R
eichenau

vom
17.A

pril1935,in:PA
dA

A
,„ProjektK

lein“,6680/H
096270.

（
10
）H

einz
an

Falkenhausen
vom

14.A
pril1935,in:B

A
-M

A
,M

sg
160/7,B

l.87.

（
11
）Falkenhausen

an
Jiang

K
aiShek

vom
18.A

pril1935,in:B
A

-M
A

,M
sg

160/7,B
l.81

（
12
）
本
稿
（
二
）、『
成
城
法
学
』
前
号
二
七
頁
。

（
13
）L

autenschlageran
das

A
A

vom
24.A

pril1935,in:PA
dA

A
,„ProjektK

lein“,6680/H
096278-2283.

（
14
）O

bersta.D
.H

einz
an

Falkenhausen
vom

14.A
pril1935,in:B

A
-M

A
,M

sg
160/7,B

l.87.

（
15
）A

ufzeichnung
K

ühlborns
vom

30.A
pril1935,in:PA

dA
A

,„ProjektK
lein“,6680/H

096272.

（
16
）E

benda.

（
17
）L

autenschlageran
das

A
A

vom
8.M

ai1935,in:PA
dA

A
,„ProjektK

lein“,6680/H
096288-291.

（
18
）B

lom
berg

an
C

hiang
K

aiShek
vom

1.M
ai1935,in:B

A
-M

A
,M

sg
160/7,B

l.69.

（
19
）Schachtan

K
ung

vom
6.M

ai1935,in:A
D

A
P

,Serie
C

,B
d.IV

,D
ok.N

r.76,A
nlage,S.136-137.

（
20
）E

benda.

シ
ャ
ハ
ト
の
原
文
の
冒
頭
に
は
「
総
統
の
希
望
に
よ
り
」
契
約
を
支
持
す
る
と
記
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
「
ヒ
ト
ラ
ー
・
シ
ン
ボ
ル
」
は
外
務

省
に
よ
っ
て
削
除
さ
れ
た
。A

nm
erkung

der
H

erausugeber
(2),A

D
A

P
,Serie

C
,S.136.

中
国
語
訳
は
「
沙
赫
特
為
中
徳
訂
立
貨
物
互
換
合
同
事
到
孔
祥

煕
函
」『
中
徳
外
交
密
档
』
三
三
四
│
三
三
五
頁
（
日
付
な
し
）。

（
21
）
郭
昌
文
「
P
介
石
『
剿
共
』
態
度
之
研
究
（
一
九
三
二
│
一
九
三
六
）
―
―
以
処
理
『
剿
共
』
与
平
定
粤
桂
関
係
為
中
心
」『
民
国
档
案
』
二
〇
一
一
年

第
二
号
、
七
六
│
八
三
頁
、
参
照
。

（
22
）
同
上
、
八
〇
頁
。

（
23
）
呂
芳
上
「
抗
戦
前
的
中
央
与
地
方
―
―
以
P
介
石
先
生
与
広
東
陳
済
棠
関
係
為
例
（
一
九
二
九
│
一
九
三
六
）」『
近
代
中
国
』（
台
湾
）
第
一
四
四
期
、

二
〇
〇
一
年
八
月
、
一
七
〇
│
一
九
八
頁
。

（
24
）
石
島
紀
之
『
雲
南
と
近
代
中
国
』
青
木
書
店
　
二
〇
〇
四
年
、
一
九
四
│
一
九
五
頁
。

（
25
）
石
島
紀
之
「
国
民
政
府
の
『
安
内
攘
外
』
政
策
と
そ
の
破
産
」
池
田
誠
編
著
『
抗
日
戦
争
と
中
国
民
衆
』
法
律
文
化
社
　
一
九
八
八
年
、
五
九
│
七
九
頁
、

と
く
に
六
九
頁；

今
井
駿
『
四
川
省
と
近
代
中
国
』
汲
古
書
院
　
二
〇
〇
七
年
、
と
く
に
第
五
章
「
四
川
省
統
一
と
『
中
央
化
』
の
進
展
（
一
九
三
五
│

一
九
三
七
年
）」。

（
26
）
ド
イ
ツ
側
も
ほ
ぼ
同
様
の
情
勢
判
断
を
お
こ
な
っ
て
い
た
。A

ufzeichnung
L

autenschlagers
vom

24.
A

pril
1935,

in:
PA

dA
A

,
„Projekt

K
lein“,

6680/H
096278-283.

成城法学81号（2012）
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（
27
）A

ufzeichnung
V

oss
vom

18.M
ärz

1935,in:PA
dA

A
,„ProjektK

lein“,6680/H
096255-260.

（
28
）T

rautm
ann

an
das

A
A

vom
10.M

ai1935,in:PA
dA

A
,„ProjektK

lein“,6680/H
096287.
（
29
）A

ufzeichnung
L

autenschlagers
vom

8.M
ai1935,in:PA

dA
A

,„ProjektK
lein“,6680/H

096288-291.
（
30
）T

rautm
ann

an
das

A
A

vom
16.M

ai1935,in:PA
dA

A
,„ProjektK

lein“,6680/H
096293-294.

粤
漢
線
に
つ
い
て
、
参
照
、
萩
原
充
『
中
国
の
経
済
建

設
と
日
中
関
係
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
　
二
〇
〇
〇
年
、
と
く
に
第
五
章
「
粤
漢
鉄
道
の
全
通
と
日
本
」
一
三
四
│
一
五
九
頁
。

（
31
）T

rautm
ann

an
das

A
A

vom
16.M

ai1935,in:PA
dA

A
,„ProjektK

lein“,6680/H
096293-294.

（
32
）Streccius

an
das

R
eichsluftfahrtm

inisterium
vom

13.M
ai1935,in:PA

dA
A

,„ProjektK
lein“,6680/H

096295.

（
33
）T

rautm
ann

an
das

A
A

vom
16.M

ai1935,in:PA
dA

A
,„ProjektK

lein“,6680/H
096293-294.

（
34
）A

ufzeichnung
des

A
A

s
vom

8.Juni1935,in:PA
dA

A
,„ProjektK

lein“,6680/H
096308.

（
35
）
ク
リ
ー
ベ
ル
の
キ
ャ
リ
ア
に
つ
い
て
は
、
参
照
、B

iographisches
W

örterbuch
des

deutschen
A

usw
ärtigen

D
ienstes

1871-1945,Paderborn:Ferdinand
Schöningh

2005,B
d.II,S.653-654.

（
36
）「
第
三
帝
国
」
の
政
策
決
定
過
程
に
お
け
る
ヒ
ト
ラ
ー
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
重
要
性
に
つ
い
て
、
参
照
、
田
嶋
信
雄
『
ナ
チ
ズ
ム
外
交
と
「
満
洲
国
」』
八
七

頁
。

（
37
）T

rautm
ann

an
das

A
A

vom
17.M

ai1935,in:A
D

A
P

,Serie
C

,B
d.IV

,D
ok.N

r.94,S.167.

（
38
）R

eichskanzlei(D
r.T

hom
sen)an

das
A

A
vom

20.Juni1935,in:B
A

,R
43II/1414,S.129.

（
39
）T

rautm
ann

an
das

A
A

vom
17.M

ai1935,in:A
D

A
P

,Serie
C

,B
d.IV

,D
ok.N

r.94,S.167.

（
40
）T

rautm
ann

an
das

A
A

vom
23.M

ai1935,in:PA
dA

A
,„ProjektK

lein“,6680/H
096309-311.

ナ
チ
党
外
交
政
策
局
か
ら
「
満
洲
国
」
に
派
遣
さ
れ
た
ハ

イ
エ
（Ferdinand

H
eye

）
が
ド
イ
ツ
本
国
の
政
策
決
定
過
程
お
よ
び
東
ア
ジ
ア
現
地
の
政
治
に
も
た
ら
し
た
混
乱
に
つ
い
て
、
参
照
、
田
嶋
信
雄
『
ナ
チ

ズ
ム
外
交
と
「
満
洲
国
」』
第
四
章
「『
満
洲
国
』
問
題
を
め
ぐ
る
政
府
内
抗
争
―
―
一
九
三
三
│
一
九
三
六
年
」
一
二
七
│
二
三
七
頁
。

（
41
）
こ
う
し
た
孔
祥
煕
の
態
度
に
接
し
、
須
磨
は
「
孔
は
そ
の
他
の
外
国
と
の
間
に
も
何
ら
話
し
合
い
を
な
し
お
る
や
」
と
懸
念
し
、「
百
方
調
査
」
し
た
が
、

「
あ
る
い
は
英
国
と
そ
の
辺
の
話
し
合
い
を
進
め
居
る
に
非
ず
や
」
と
懸
念
し
た
の
み
で
、
中
独
交
渉
を
察
知
し
て
い
な
か
っ
た
。
須
磨
南
京
総
領
事
発
広

田
外
務
大
臣
宛
（
一
九
三
五
年
七
月
二
三
日
）、
外
務
省
外
交
史
料
館
「
外
国
ノ
対
中
国
借
款
及
投
資
関
係
雑
件
　
第
二
巻
」B

-E
-1-6-0-X

1_002

（
ア
ジ

ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
コ
ー
ドB

08061036800
）。

（
42
）H

andschriftliche
B

estätigung
in

derR
eichskanzlervom

20.M
ai1935,in:B

A
,R

43-I/57,B
l.180.

（
43
）R
eichskanzlei(D

r.T
hom

sen)an
das

A
A

vom
20.Juni1935,in:B

A
,R

43II/1414,S.129.

（
44
）
ナ
チ
ズ
ム
外
交
に
お
け
る
「
ル
ー
ル
な
き
政
府
内
政
治
」
に
つ
い
て
、
参
照
、
田
嶋
信
雄
『
ナ
チ
ズ
ム
外
交
と
「
満
洲
国
」』
千
倉
書
房
　
一
九
九
二
年
、

九
〇
頁
。

（
45
）M

eyeran
die

G
esandtschaftin

Peping
vom

24.M
ai1935,in:A

D
A

P
,Serie

C
,B

d.IV
,D

ok.N
r.101,S.190.

（
46
）B

rief
Seektan

seine
Schw

ester
vom

22.Juni1935,in:B
A

-M
A

,N
247/178;B

ernd
M

artin
(H

rsg.),D
ie

deutsche
B

eraterschaftin
C

hina,D
üsseldorf:
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D
roste

1981,S.132,A
nm

.44.

（
47
）K

riebelan
Falkenhausen

vom
12.Juli1935,in:B

A
-M

A
,M

sg.160/7,B
l.53-55.

（
48
）『
事
略
稿
本
』
一
九
三
五
年
六
月
一
六
日
条
、
第
三
一
巻
三
七
四
頁
。

（
49
）A

ufzeichnung
N

euraths
vom

28.M
ai1935,in:B

A
,R

43II/1415,S.13.
（
50
）A

ufzeichnung
N

euraths
vom

27.
Juni

1935,
in:

PA
dA

A
,

Sam
m

lung
R

A
M

(R
eichsaußenm

inister),
N

r.
1/1c,

B
d.

4;
Friedrich

H
oßbach,

Zw
ischen

W
ehrm

acht
und

H
itler,W

olfenbüttel:
W

olfenbütteler
V

erl.A
nst.,1949,S.18-19.

な
お
ホ
ス
バ
ッ
ハ
は
回
想
録
で
会
談
の
日
付
を
六
月
二
七
日
と
し
て

い
る
が
、
第
一
次
史
料
で
あ
る
ノ
イ
ラ
ー
ト
の
覚
書
に
よ
れ
ば
六
月
二
六
日
で
あ
る
。

（
51
）
ナ
チ
ズ
ム
外
交
史
研
究
に
お
け
る
「
新
修
正
主
義
学
派
」、
と
り
わ
け
ハ
ン
ス
・
モ
ム
ゼ
ン
（H

ans
M

om
m

sen

）
の
「
弱
い
独
裁
者
」
論
に
つ
い
て
は
、

参
照
、
田
嶋
信
雄
『
ナ
チ
ズ
ム
外
交
と
「
満
洲
国
」』
千
倉
書
房
　
一
九
九
二
年
、
四
一
│
五
六
頁
。
一
九
三
三
年
か
ら
一
九
三
六
年
ま
で
の
ナ
チ
ズ
ム
対

「
満
洲
国
」
政
策
に
お
い
て
モ
ム
ゼ
ン
の
「
弱
い
独
裁
者
」
テ
ー
ゼ
を
支
持
し
た
も
の
と
し
て
、
同
著
、
と
く
に
二
四
五
頁
。

（
52
）
電
報
の
原
文
は
未
発
見
で
あ
る
が
、
以
下
の
P
介
石
の
返
電
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。「
P
介
石
為
全
面
加
強
中
独
合
作
致
塞
克
特
函
稿
」（
一
九
三
五
年
一

一
月
三
日
）、『
中
徳
外
交
密
档
』
一
頁
。

（
53
）
電
文
の
原
文
は
未
発
見
で
あ
る
が
、
以
下
の
孔
祥
煕
の
返
電
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。K

ung
an

Schachtvom
7.O

ktober1935,in:A
D

A
P

,Serie
C

,B
d.IV

,
D

ok.N
r.338,S.699-700.

（
54
）Falkenhausen

an
K

riebelvom
22.Juli1935,in:B

A
-M

A
,M

sg160/7,B
l.49.

（
55
）K

riebelan
Falkenhausen

vom
17.Juli1935,in:B

A
-M

A
,M

sg160/7,B
l.51.

（
56
）Falkenhausen

an
K

riebelvom
22.Juli1935,in:B

A
-M

A
,M

sg160/7,B
l.49.

（
57
）『
事
略
稿
本
』
一
九
三
五
年
七
月
三
一
日
条
、
第
三
二
巻
一
三
三
頁
。

（
58
）A

uszug
aus

dem
B

rief
des

G
enerals

von
Falkenhausen,N

anking,den
15.A

ugust1935,an
O

berstleutnantB
rinckm

ann,B
erlin,in:PA

dA
A

,„Projekt
K

lein“,6680/H
096327-330.

（
59
）
李
学
通
『
翁
文
�
年
譜
』（
中
国
近
現
代
科
学
技
術
史
研
究
叢
書
）、
済
南：

山
東
教
育
出
版
社
　
二
〇
〇
五
年
（
以
下
『
翁
文
�
年
譜
』
と
略
）、
一
九

三
五
年
六
月
五
日
条
、
一
〇
〇
頁
。

（
60
）
資
源
委
員
会
に
つ
い
て
は
、
中
心
人
物
の
回
想
録
と
し
て
銭
昌
照
『
銭
昌
照
回
憶
録
』
北
京：

中
国
文
史
出
版
社
　
一
九
九
八
年
、
研
究
書
と
し
て
程
麟

�
『
旧
中
国
的
資
源
委
員
会
（
一
九
三
二
│
一
九
四
九
）
―
―
史
実
与
評
価
』
上
海：

上
海
社
会
科
学
院
出
版
社
　
一
九
九
一
年；

上
掲
薛
毅
『
国
民
政

府
資
源
委
員
会
研
究
』
が
あ
る
ほ
か
、
以
下
の
著
作
・
論
文
が
有
用
で
あ
る
。
石
島
紀
之
「
南
京
政
権
の
経
済
建
設
に
つ
い
て
の
一
試
論
」『
茨
城
大
学
人

文
学
部
紀
要
文
学
科
論
集
』
一
一
号
（
一
九
七
八
年
）、
四
一
│
七
七
頁；
石
島
紀
之
「
国
民
党
政
権
の
対
日
抗
戦
力
」
野
沢
豊
・
田
中
正
俊
編
集
代
表

『
講
座
中
国
近
現
代
史
』
第
八
巻
、
東
京
大
学
出
版
会
　
一
九
七
八
年
、
三
一
│
六
二
頁；

石
川
禎
治
「
南
京
政
府
期
の
技
術
官
僚
の
形
成
と
発
展
」『
史

林
』
第
七
四
巻
第
二
号
（
一
九
九
一
年
三
月
）
一
│
三
三
頁；

萩
原
充
『
中
国
の
経
済
建
設
と
日
中
関
係
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
　
二
〇
〇
〇
年
、
と
く
に

第
一
章
「
南
京
政
府
期
の
鋼
鉄
業
」
第
二
章
「
中
央
鋼
鉄
廠
建
設
計
画
」；

程
麟
�
「
国
民
政
府
資
源
委
員
会
と
そ
の
人
民
共
和
国
へ
の
遺
産
」
久
保
亨
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他
（
編
）『
一
九
四
九
年
前
後
の
中
国
』
汲
古
書
院
二
〇
〇
六
年
、
一
三
九
│
一
六
〇
頁
。

（
61
）「
P
委
員
長
致
翁
文
�
秘
書
長
請
速
決
定
四
川
重
工
業
之
建
設
程
序
並
指
派
負
責
籌
備
人
員
電
（
一
九
三
五
年
八
月
一
日
）」『
中
華
民
国
重
要
史
料
初
編

―
―
対
日
抗
戦
時
期
　
緒
編
（
三
）』
台
北：

中
央
文
物
供
応
社
　
一
九
八
一
年
、
三
三
九
頁
。
日
本
語
訳
は
丁
秋
潔
・
宋
平
編
、
鈴
木
博
訳
『
P
介
石
書

簡
集
　
下
』
み
す
ず
書
房
　
二
〇
〇
一
年
、
七
六
〇
頁
。

（
62
）「
齊
�
為
呈
送
『
中
徳
易
貨
運
輸
及
価
目
協
訂
弁
法
協
議
草
案
』
致
翁
文
�
函
（
一
九
三
五
年
八
月
一
二
日
）」『
中
徳
外
交
密
档
』
三
二
七
頁
。

（
63
）「
P
委
員
長
致
翁
文
�
秘
書
長
請
速
決
定
四
川
重
工
業
之
建
設
程
序
並
指
派
負
責
籌
備
人
員
電
（
一
九
三
五
年
八
月
一
日
）」『
中
華
民
国
重
要
史
料
初
編

―
―
対
日
抗
戦
時
期
　
緒
編
（
三
）』
台
北：

中
央
文
物
供
応
社
　
一
九
八
一
年
、
三
三
九
頁；

『
翁
文
�
年
譜
』
一
〇
〇
│
一
〇
一
頁
。
日
本
語
訳
は
丁

秋
潔
・
宋
平
編
、
鈴
木
博
訳
『
P
介
石
書
簡
集
　
下
』
み
す
ず
書
房
　
二
〇
〇
一
年
、
七
六
〇
頁
（
た
だ
し
こ
こ
で
は
、
文
体
上
の
流
れ
か
ら
、
鈴
木
訳

を
用
い
て
い
な
い
）。

（
64
）„V

ortrag
gehalten

am
7.N

ovem
ber1935

vorderW
ehrm

achtakadem
ie,B

erlin“,in:B
A

-M
A

,R
W

19/v.W
iIF5/113.

（
65
）
シ
ャ
ハ
ト
と
ダ
レ
ー
の
対
立
に
つ
い
て
も
邦
文
で
多
く
の
文
献
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
栗
原
優
『
第
二
次
世
界
大
戦
の
勃
発
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
　
一

九
九
四
年
、
と
く
に
第
三
部
第
一
章
「
四
カ
年
計
画
の
成
立
」
二
五
四
│
三
一
三
、
を
あ
げ
て
お
く
。

（
66
）„N

otizen
überden

V
ortrag

des
R

eichsbankpräsidenten
D

r.Schachtam
12.11.35

in
derW

ehrm
achtakadem

ie“,B
A

-M
A

,R
H

8/v.957.

（
67
）「
克
蘭
呈
委
員
長
P
、
部
長
孔
建
設
実
力
中
心
点
之
組
織
建
議
（
訳
件
）」『
中
徳
外
交
密
档
』
一
五
一
│
一
七
一
頁
。
こ
の
「
建
議
」
に
は
日
付
は
な
い

が
、
後
述
す
る
事
情
か
ら
、
一
九
三
五
年
六
月
一
六
日
の
P
介
石
＝
ク
ラ
イ
ン
会
談
か
ら
一
九
三
五
年
一
一
月
三
日
ま
で
の
間
に
起
草
さ
れ
た
も
の
と
判

断
さ
れ
る
。

（
68
）「
孫
拯
編
制
之
『
中
徳
貿
易
数
量
統
計
表
』（
一
九
二
九
年
│
一
九
三
四
年
）」、
孫
拯
到
翁
文
�
函
（
一
九
三
五
年
九
月
二
九
日
）『
中
徳
外
交
密
档
』
二

〇
八
│
二
一
八
頁；

『
翁
文
�
年
譜
』
一
〇
一
頁
。

（
69
）K

ung
an

Schachtvom
7.O

ktober1935,in:A
D

A
P

,Serie
C

,B
d.IV

,D
ok.N

r.338,S.699-700.

（
70
）「
克
蘭
関
於
徳
方
所
需
貨
物
情
況
到
翁
文
�
三
件
（
一
九
三
五
年
一
〇
月
二
九
日
、
一
〇
月
三
一
日
、
一
一
月
三
日
）」『
中
徳
外
交
密
档
』
二
二
八
│
二

三
二
頁
。

（
71
）「
克
蘭
来
電
（
一
九
三
五
年
一
一
月
七
日
）『
中
徳
外
交
密
档
』
二
三
二
頁
。

（
72
）B

lom
berg

an
das

A
usw

ärtige
A

m
tvom

11.N
ovem

ber1935,in:PA
dA

A
,„ProjektK

lein“
6680/H

096333；

「
柏
龍
白
来
電
（
一
九
三
五
年
一
一
月
一

六
日
）」、『
中
徳
外
交
密
档
』
二
三
三
頁
。

（
73
）「
P
介
石
為
全
面
加
強
中
徳
合
作
致
塞
克
特
函
稿
」（
一
九
三
五
年
一
一
月
二
三
日
）『
中
徳
外
交
密
档
』
一
│
四
頁
。

（
74
）
同
上
。

（
75
）
各
人
へ
の
電
報
自
体
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
が
、
以
下
の
文
書
か
ら
そ
の
存
在
は
明
ら
か
で
あ
る
。「
希
特
勒
為
発
展
対
華
合
作
事
致
P
介
石
電
（
一
九

三
六
年
五
月
一
三
日
）」『
中
徳
外
交
密
档
』
四
│
五
頁；

「
柏
龍
白
致
P
介
石
電
（
一
九
三
六
年
一
月
一
〇
日
）」『
中
徳
外
交
密
档
』
三
五
四
頁；

「
沙

赫
特
致
P
介
石
函
（
一
九
三
六
年
五
月
一
五
日
）」『
中
徳
外
交
密
档
』
三
三
七
│
三
三
八
頁
。
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（
76
）『
翁
文
�
年
譜
』
一
〇
二
頁：

『
事
略
稿
本
』
第
三
四
巻
六
六
四
頁
。

（
77
）
薛
毅
『
国
民
政
府
資
源
委
員
会
研
究
』
北
京：

社
会
科
学
出
版
社
　
二
〇
〇
五
年
、
一
三
四
頁
。
中
国
国
民
党
第
五
次
全
国
代
表
大
会
の
諸
決
定
に
つ
い

て
は
、
参
照
、
李
雲
漢
『
中
国
国
民
党
史
述
』
第
三
編
、
台
北：

中
国
国
民
党
中
央
委
員
会
党
史
委
員
会
、
一
九
九
四
年
、
二
五
八
│
二
七
七
頁；

『
事

略
稿
本
』
一
九
三
五
年
一
一
月
一
九
日
条
、
第
三
四
巻
二
三
九
│
二
七
六
頁
。

（
78
）B

lom
berg

an
C

hiang
K

ai-shek
vom

24.M
ärz

1936,in:A
D

A
P

,Serie
C

,B
d.IV

,D
ok.N

r.206,S.263.

（
79
）T

rautm
ann

(z.Z
.in

K
anton)an

das
A

A
vom

28.N
ovem

ber1935,in:A
D

A
P

,Serie
C

,B
d.IV

,D
ok.N

r.432,S.847-848.

（
80
）W

alter
E

ckert,
H

A
P

R
O

in
C

hina.
E

in
B

ericht
über

E
ntstehung

und
E

ntw
icklung

des
deutsch-chinesischen

A
ustauschvertrages

1930-1937,
G

raz:
Selbstverlag,o.D

.

（
81
）「
何
応
欽
購
徳
軍
火
価
格
事
致
翁
文
�
函
（
一
九
三
五
年
一
一
月
二
四
日
）」『
中
徳
外
交
密
档
』
二
三
二
│
二
三
四
頁
。

（
82
）「
中
徳
易
貨
応
行
注
意
各
点
」『
中
徳
外
交
密
档
案
』
二
〇
六
頁
。

四

顧
振
代
表
団
の
訪
独
と
中
独
条
約
の
成
立

１
　
顧
振
代
表
団
の
訪
独

ク
ラ
イ
ン
の
帰
国
と
ブ
ロ
ム
ベ
ル
ク
・
シ
ャ
ハ
ト
・
リ
ッ
ベ
ン
ト
ロ
ッ
プ
会
談
（
一
九
三
六
年
一
月
一
一
五
日
）

資
源
委
員
会
・
翁
文
�
は
、
ド
イ
ツ
に
派
遣
す
る
代
表
団
の
団
長
に
当
初
は
翁
文
�
自
身
を
あ
て
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
よ
う
だ
が
（
1
）、

何
ら
か
の
事
情
で
代
わ
り
に
顧
振
を
任
命
し
、
ほ
か
に
�
悌
ら
三
名
の
専
門
家
お
よ
び
通
訳
兼
秘
書
と
し
て
齊
�
が
同
行
す
る
こ
と
と

な
っ
た
（
2
）。

代
表
団
長
の
顧
振
は
、
一
八
九
四
年
無
錫
生
ま
れ
、
コ
ー
ネ
ル
大
学
で
鉱
業
冶
金
学
を
学
び
、
中
国
技
術
者
学
会
（
中
国
工
程
師
学

会
）
会
員
で
あ
っ
た
関
係
で
、
翁
文
�
に
資
源
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
に
誘
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
詳
し
い
経
歴
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
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ド
イ
ツ
か
ら
の
帰
国
後
、
開
�
砿
務
総
局
総
経
理
と
な
り
、
一
九
三
七
年
に
死
亡
し
て
い
る
（
3
）。
ま
た
�
悌
は
黄
埔
軍
官
学
校
の
一
期
生

で
、
軍
事
委
員
会
交
通
研
究
所
主
任
、
三
民
主
義
力
行
社
書
記
（
併
任
）
な
ど
を
経
て
当
時
訓
練
総
監
部
軍
事
教
育
処
処
長
で
あ
り
、

顧
振
代
表
団
の
一
員
と
し
て
活
動
し
た
の
ち
、
陸
軍
武
官
と
し
て
ド
イ
ツ
に
駐
在
す
る
予
定
に
な
っ
て
い
た
（
4
）。
い
ず
れ
も
大
規
模
な
借

款
条
約
を
締
結
す
る
た
め
の
代
表
団
の
長
お
よ
び
メ
ン
バ
ー
と
し
て
は
や
や
格
が
低
い
感
は
否
め
な
い
。
一
九
三
六
年
一
月
五
日
、
P

介
石
は
出
発
前
の
代
表
団
を
接
受
し
、
ヒ
ト
ラ
ー
、
ブ
ロ
ム
ベ
ル
ク
、
シ
ャ
ハ
ト
に
宛
て
た
紹
介
状
を
自
ら
手
渡
し
た
（
5
）。
二
一
日
に
代

表
団
は
上
海
か
ら
訪
独
の
途
に
つ
い
た
（
6
）。

一
方
ク
ラ
イ
ン
は
一
九
三
六
年
一
月
上
旬
に
ベ
ル
リ
ン
に
到
着
し
、
各
方
面
と
の
折
衝
を
開
始
し
た
。
一
月
一
五
日
、
ク
ラ
イ
ン
と

ブ
ロ
ム
ベ
ル
ク
、
シ
ャ
ハ
ト
、
リ
ッ
ベ
ン
ト
ロ
ッ
プ
（Joachim

von
R

ibbentrop,

当
時
外
務
省
軍
縮
問
題
全
権
）
の
会
談
が
開
か
れ
、

ク
ラ
イ
ン
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
か
れ
の
南
京
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
「
幸
い
に
し
て
各
人
の
全
面
的
賛
成
」
を
受
け
、
同
時
に
一
億
R
M
の

借
款
供
与
も
同
意
・
決
定
さ
れ
た
。
さ
ら
に
当
時
タ
ス
通
信
な
ど
が
報
じ
て
い
た
日
独
接
近
の
情
報
に
つ
い
て
、「
ま
っ
た
く
事
実
の

根
拠
が
な
い
」
と
の
意
見
が
出
さ
れ
た
と
い
う
（
7
）。
当
時
リ
ッ
ベ
ン
ト
ロ
ッ
プ
は
親
日
派
と
し
て
国
防
省
防
諜
部
長
カ
ナ
ー
リ
ス

（W
ilhelm

C
anaris

）
と
と
も
に
駐
独
日
本
陸
軍
武
官
大
島
浩
を
相
手
に
日
独
防
共
協
定
交
渉
を
推
進
し
て
お
り
、
な
ぜ
こ
の
席
に
リ
ッ

ベ
ン
ト
ロ
ッ
プ
が
同
席
し
て
い
た
か
は
不
明
だ
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
当
時
リ
ッ
ベ
ン
ト
ロ
ッ
プ
は
外
務
大
臣
ノ
イ
ラ
ー
ト
と
は
敵
対
的

な
関
係
に
あ
っ
た
（
8
）。

ヒ
ト
ラ
ー
＝
ク
ラ
イ
ン
会
談
（
一
月
二
四
日
）
と
外
相
ノ
イ
ラ
ー
ト
の
怒
り

さ
ら
に
一
月
二
四
日
午
後
、
ヒ
ト
ラ
ー
・
ブ
ロ
ム
ベ
ル
ク
・
ノ
イ
ラ
ー
ト
と
ク
ラ
イ
ン
の
会
談
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
席
で
ク
ラ
イ
ン

は
、「
叙
情
詩
的
な
雄
大
さ
」
で
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
つ
い
て
大
風
呂
敷
を
広
げ
た
の
で
あ
る
。
ノ
イ
ラ
ー
ト
は
こ
れ
を
途
中
で
遮
り
、

「
広
東
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
関
し
中
央
政
府
の
承
認
を
得
る
こ
と
に
ど
れ
だ
け
成
功
し
た
の
か
？
」
と
ク
ラ
イ
ン
に
糺
し
た
。
こ
れ
に
対

し
ク
ラ
イ
ン
は
、「
ク
ラ
イ
ン
を
信
頼
す
る
」
旨
を
記
し
た
P
介
石
の
ヒ
ト
ラ
ー
宛
書
簡
（
一
九
三
五
年
一
一
月
二
三
日
付
電
）
を
勝
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ち
誇
っ
た
よ
う
に
ノ
イ
ラ
ー
ト
の
前
で
ひ
け
ら
か
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
ク
ラ
イ
ン
は
、「
広
東
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
継
続
に
賛
同
し

た
P
介
石
の
手
紙
を
持
っ
て
い
る
」〔
！
〕
し
、
そ
も
そ
も
「
広
東
の
武
器
工
場
は
す
で
に
完
成
」
し
て
い
る
、
と
ま
で
述
べ
た
の
で

あ
る
（
実
際
、
広
東
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
第
一
次
契
約
に
基
づ
く
工
場
群
は
す
で
に
完
成
し
て
い
た
）
（
9
）。

こ
の
会
談
の
な
か
で
ク
ラ
イ
ン
は
さ
ら
に
増
長
し
、
突
然
外
務
省
批
判
を
開
始
し
た
。
ク
ラ
イ
ン
は
「
外
務
省
の
中
国
駐
在
代
表
部

の
側
で
の
ひ
ど
い
扱
い
」、
と
り
わ
け
南
京
と
広
東
の
ド
イ
ツ
代
表
部
に
つ
い
て
「
苦
情
」
を
述
べ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
普

段
は
感
情
を
あ
ま
り
外
に
表
さ
な
い
外
相
ノ
イ
ラ
ー
ト
が
「
こ
の
主
張
は
イ
カ
サ
マ
だ
！
」
と
怒
り
を
爆
発
さ
せ
た
。
ノ
イ
ラ
ー
ト
は

「
外
務
省
を
非
難
す
る
な
ら
具
体
的
に
述
べ
よ
」
と
反
論
し
た
が
、
ク
ラ
イ
ン
は
何
も
答
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
ノ
イ
ラ
ー
ト
は

「
中
国
駐
在
ド
イ
ツ
代
表
部
へ
の
訪
問
を
執
拗
に
回
避
し
た
の
は
あ
な
た
で
は
な
い
か
」
と
批
判
し
、
ド
イ
ツ
在
外
代
表
部
が
ク
ラ
イ

ン
に
非
友
好
的
な
ど
と
い
う
の
は
「
中
国
の
海
岸
で
の
陰
口
に
過
ぎ
な
い
」
と
断
定
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
ノ
イ
ラ
ー
ト
は
、
必

要
な
ら
ば
わ
が
在
外
代
表
部
に
推
薦
状
を
書
く
の
で
外
務
省
に
取
り
に
来
れ
ば
よ
い
し
、
私
で
も
誰
で
も
、
い
つ
で
も
相
談
に
は
乗
る
、

と
付
け
加
え
た
の
で
あ
る
。

こ
の
会
談
か
ら
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
シ
ュ
ト
ラ
ー
セ
の
外
務
省
に
戻
っ
た
ノ
イ
ラ
ー
ト
は
、
外
務
省
第
四
部
（
東
ア
ジ
ア
担
当
）
の
エ
ー

ル
ト
マ
ン
ス
ド
ル
フ
書
記
官
に
事
の
詳
細
を
口
述
筆
記
さ
せ
た
の
ち
、
最
後
に
吐
き
捨
て
る
よ
う
に
述
べ
た
の
で
あ
る
。「
で
き
る
こ

と
な
ら
ば
、
あ
ん
な
奴
に
は
二
度
と
会
い
た
く
な
い
！
」
（
10
）。

一
方
ノ
イ
ラ
ー
ト
の
剣
幕
に
辟
易
し
た
ク
ラ
イ
ン
は
、
今
ま
で
以
上
に
外
務
省
を
避
け
よ
う
と
の
決
意
を
固
め
た
に
ち
が
い
な
い
。

た
だ
し
、
ク
ラ
イ
ン
は
、
会
談
後
、
気
を
取
り
直
し
、
翁
文
�
お
よ
び
孔
祥
熙
に
は
以
下
の
よ
う
な
電
報
を
打
っ
た
の
で
あ
る
。「
本

月
二
四
日
の
ヒ
ト
ラ
ー
総
統
兼
総
理
と
の
面
会
は
き
わ
め
て
円
満
に
経
過
し
ま
し
た
〔
！
〕。
す
べ
て
は
委
員
長
閣
下
〔
P
介
石
〕
の

ご
意
志
を
立
論
の
根
拠
に
し
ま
し
た
。
委
員
長
閣
下
の
お
手
紙
も
わ
が
総
統
に
直
接
お
渡
し
い
た
し
ま
し
た
〔
！
〕」。「
わ
が
総
統
は
、

私
の
建
議
に
基
づ
い
て
、
経
済
を
基
礎
と
す
る
中
国
建
設
計
画
す
べ
て
に
賛
成
し
、
そ
れ
を
許
可
し
ま
し
た
。
わ
が
総
統
は
必
ず
や
委

員
長
閣
下
の
事
業
の
完
成
に
助
力
さ
れ
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
」
（
11
）。
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顧
振
代
表
団
の
ド
イ
ツ
で
の
活
動

一
九
三
六
年
二
月
二
三
日
、
顧
振
を
団
長
と
す
る
中
国
代
表
団
が
ベ
ル
リ
ン
に
到
着
し
、
翌
二
四
日
に
ゼ
ー
ク
ト
と
面
会
し
た
あ
と
、

さ
ら
に
二
五
日
に
ブ
ロ
ム
ベ
ル
ク
と
、
二
七
日
に
ヒ
ト
ラ
ー
と
、
二
八
日
に
シ
ャ
ハ
ト
と
面
会
し
た
（
12
）。
い
ず
れ
の
場
合
に
も
ク
ラ
イ
ン

と
ゼ
ー
ク
ト
が
立
ち
会
っ
た
。
顧
振
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
二
七
日
の
会
談
で
ヒ
ト
ラ
ー
は
代
表
団
に
対
し
、「
ド
イ
ツ
工
業
製
品
と
中

国
原
料
の
交
換
を
希
望
」
し
、「
中
国
の
実
業
発
展
を
援
助
し
た
い
」
と
述
べ
た
（
13
）。
な
お
、
こ
の
訪
問
先
を
み
る
と
、
ク
ラ
イ
ン
や

ゼ
ー
ク
ト
が
意
図
的
に
外
務
省
を
外
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

顧
振
代
表
団
は
、
こ
う
し
た
ド
イ
ツ
首
脳
と
の
一
連
の
会
談
を
受
け
、
三
月
二
日
、
P
介
石
に
宛
て
て
つ
ぎ
の
よ
う
な
報
告
を
お
こ

な
っ
た
。「
代
表
団
は
連
日
ヒ
ト
ラ
ー
、
シ
ャ
ハ
ト
、
ブ
ロ
ム
ベ
ル
ク
ら
に
謁
見
し
、
か
れ
ら
は
誠
実
に
中
国
と
協
力
し
た
い
と
の
意

思
を
表
示
し
、
委
員
長
に
特
別
の
敬
意
を
払
っ
た
」。「
か
れ
ら
は
各
種
の
新
式
武
器
お
よ
び
国
防
工
業
建
設
用
品
、
さ
ら
に
各
種
の
優

秀
な
専
門
人
材
を
全
力
で
提
供
す
る
と
述
べ
た
」。
か
れ
ら
は
そ
の
た
め
「
い
た
る
所
で
誠
意
と
気
前
の
良
さ
を
見
せ
て
い
る
」。
以
上

か
ら
考
え
て
、「
今
回
の
中
独
協
力
が
成
功
す
れ
ば
、
わ
が
国
に
と
っ
て
極
め
て
大
き
な
助
力
と
な
り
、
か
つ
将
来
わ
が
民
族
の
復
興

は
こ
れ
に
大
き
く
依
存
し
て
い
る
」、
と
（
14
）。
顧
振
代
表
団
は
、
ド
イ
ツ
側
の
中
独
協
力
意
欲
を
高
く
評
価
し
た
の
で
あ
る
。

二
月
二
八
日
、
ド
イ
ツ
国
防
省
は
陸
海
空
三
軍
に
「
中
国
は
近
代
兵
器
の
大
量
購
入
を
予
定
し
て
い
る
の
で
、
現
在
国
防
軍
に
導
入

さ
れ
て
い
る
兵
器
の
完
成
品
を
よ
く
見
学
さ
せ
る
よ
う
」
求
め
、
ド
イ
ツ
国
防
省
が
中
国
代
表
団
を
最
上
客
と
し
て
扱
っ
て
い
る
こ
と

を
示
し
た
（
15
）。
こ
の
ブ
ロ
ム
ベ
ル
ク
の
指
示
を
背
景
に
、
三
月
、
代
表
団
は
エ
ッ
セ
ン
の
ク
ル
ッ
プ
（
三
月
四
日
）、
オ
ー
バ
ー
ハ
ウ
ゼ

ン
の
グ
ー
テ
ホ
フ
ヌ
ン
グ
ス
ヒ
ュ
ッ
テ
（
三
月
五
日
）、
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
の
ラ
イ
ン
メ
タ
ル
（
三
月
六
日
）、
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ッ
ヒ
ス

ハ
ー
フ
ェ
ン
の
I
G
フ
ァ
ル
ベ
ン
（
三
月
九
日
）、
ロ
イ
ナ
の
I
G
フ
ァ
ル
ベ
ン
（
三
月
一
一
日
）、
デ
ッ
サ
ウ
の
ユ
ン
カ
ー
ス
（
三
月

一
二
日
）、
ベ
ル
リ
ン
の
ダ
イ
ム
ラ
ー
（
三
月
一
三
日
）
な
ど
の
諸
工
場
を
存
分
に
見
学
し
た
（
16
）。
顧
振
を
始
め
と
す
る
代
表
団
は
、
こ

う
し
た
ド
イ
ツ
側
の
厚
遇
に
す
っ
か
り
満
足
し
た
の
で
あ
る
。
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華
南
の
レ
ア
メ
タ
ル
鉱
を
め
ぐ
る
南
京
と
広
東
の
相
克

し
か
し
こ
の
間
、
南
京
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
交
渉
に
は
い
く
つ
か
の
問
題
が
発
生
し
て
い
た
。
第
一
の
問
題
は
、
南
京
政
府
に
よ
る
タ
ン

グ
ス
テ
ン
輸
送
の
停
滞
で
あ
る
。
一
九
三
六
年
一
月
、
資
源
委
員
会
・
翁
文
�
は
ド
イ
ツ
に
供
給
す
る
レ
ア
メ
タ
ル
を
採
鉱
・
調
達
す

る
た
め
、
湖
南
省
の
長
沙
に
資
源
委
員
会
錫
鉱
業
管
理
所
を
設
置
し
た
が
（
17
）、
供
給
は
な
お
滞
り
気
味
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
事
態
に
ド
イ
ツ
側
は
焦
燥
を
深
め
た
。
ゼ
ー
ク
ト
は
一
月
一
五
日
に
翁
文
�
に
電
報
で
レ
ア
メ
タ
ル
の
発
送
に
関
し
問
い

合
わ
せ
（
18
）、
一
月
三
〇
日
に
は
ブ
ロ
ム
ベ
ル
ク
が
直
接
乗
り
出
し
て
財
政
部
長
孔
祥
煕
に
打
電
し
、
タ
ン
グ
ス
テ
ン
の
第
一
団
は
い
つ
到

着
す
る
か
問
い
合
わ
せ
た
（
19
）。
ま
た
ク
ラ
イ
ン
も
一
月
三
一
日
、
タ
ン
グ
ス
テ
ン
の
供
給
が
滞
っ
て
い
る
た
め
、
自
分
は
国
防
省
と
の
関

係
に
お
い
て
「
面
子
を
失
っ
て
苦
境
に
陥
っ
て
い
る
」
と
の
嘆
き
の
電
報
を
翁
文
�
に
打
ち
（
20
）、
二
月
一
〇
日
に
も
督
促
の
電
報
を
打
っ

た
の
で
あ
る
（
21
）。
さ
ら
に
三
月
三
日
に
打
っ
た
電
報
で
は
「
わ
が
国
防
省
は
す
で
に
ア
ン
チ
モ
ン
三
〇
〇
〇
ト
ン
の
購
入
の
準
備
を
し
ま

し
た
が
、
中
国
側
で
は
速
や
か
に
積
み
出
せ
る
で
し
ょ
う
か
？
」
と
い
ら
だ
っ
た
。

こ
う
し
た
ド
イ
ツ
側
の
要
求
に
関
し
翁
文
�
は
一
月
二
八
日
に
P
介
石
と
相
談
し
、
さ
き
に
設
置
し
た
長
沙
の
錫
鉱
業
管
理
所
に
加

え
、
タ
ン
グ
ス
テ
ン
を
専
管
す
る
機
関
を
江
西
省
北
部
に
あ
る
省
都
南
昌
に
設
置
す
る
こ
と
に
し
た
。
た
だ
し
当
面
運
送
で
き
る
量
は

少
量
だ
っ
た
の
で
、
さ
し
あ
た
り
試
験
的
な
輸
送
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
（
22
）。
翁
文
�
は
一
月
三
〇
日
に
ク
ラ
イ
ン
に
打
電
し
、

タ
ン
グ
ス
テ
ン
の
発
送
は
三
月
初
旬
ま
で
延
期
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
申
し
開
き
を
お
こ
な
っ
た
の
で
あ
る
（
23
）。
二
月
九
日
に
翁
文
�
は
資

源
委
員
会
南
昌
担
当
者
に
決
ま
っ
た
洪
肇
生
と
会
談
し
、「
ド
イ
ツ
に
販
売
す
る
タ
ン
グ
ス
テ
ン
鉱
」
に
つ
い
て
「
借
款
手
続
き
を
早

く
完
成
す
べ
き
」
で
あ
る
と
督
促
せ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
な
状
態
で
あ
っ
た
（
24
）。

ド
イ
ツ
国
防
省
は
、
こ
う
し
た
南
京
中
央
政
府
に
よ
る
タ
ン
グ
ス
テ
ン
出
荷
の
遅
れ
は
、
当
時
活
性
化
し
て
い
た
広
東
派
の
動
き
に

関
係
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
一
九
三
六
年
一
月
な
か
ば
、
粤
漢
線
の
完
成
を
前
に
し
て
、
武
漢
・
広
州

両
方
面
で
紛
争
が
再
燃
し
た
と
の
情
報
が
ベ
ン
ド
ラ
ー
シ
ュ
ト
ラ
ー
セ
（
ド
イ
ツ
国
防
省
所
在
地
）
に
届
け
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
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れ
に
よ
れ
ば
、
南
京
中
央
政
府
が
西
南
派
に
「
中
央
が
許
可
し
な
い
武
器
は
一
切
通
過
を
許
さ
な
い
」
と
主
張
し
た
と
い
う
。
中
央
政

府
は
確
か
に
当
時
領
海
内
を
管
理
し
、
広
東
省
の
海
運
を
阻
止
す
る
能
力
を
有
す
る
が
、
密
貿
易
・
密
売
の
統
制
に
つ
い
て
は
な
お
時

間
が
か
か
る
と
さ
れ
た
。
さ
ら
に
そ
の
情
報
に
よ
れ
ば
、
華
南
地
方
で
は
以
下
の
よ
う
に
広
東
派
の
勢
力
の
拡
大
が
見
ら
れ
る
と
い
う
。

「
湖
南
省
は
ま
す
ま
す
広
東
省
の
統
制
下
に
入
り
、
広
東
省
政
府
の
力
は
す
で
に
省
都
長
沙
に
及
ん
で
お
り
、
錫
や
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
の

鉱
産
は
あ
ま
ね
く
広
東
省
の
掌
中
に
帰
し
て
い
る
。
来
陽
の
炭
鉱
も
ま
た
広
東
省
軍
の
占
有
に
帰
し
、
広
東
省
が
開
発
し
て
い
る
」。

こ
う
し
た
情
報
は
、
と
り
わ
け
華
南
の
レ
ア
メ
タ
ル
鉱
の
状
況
を
熟
知
し
て
い
る
ク
ラ
イ
ン
に
と
っ
て
は
危
機
的
な
も
の
と
映
っ
た
。

し
か
も
広
東
派
の
活
動
は
湖
南
省
の
み
で
は
な
く
、
江
西
省
南
部
の
鉱
業
地
帯
に
も
お
よ
ん
で
い
た
。
三
月
初
め
に
翁
文
�
が
孔
祥

煕
に
述
べ
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
江
西
省
内
の
タ
ン
グ
ス
テ
ン
鉱
の
「
産
額
の
一
〇
分
の
八
は
広
東
派
の
軍
人
の
管
理
」
の
も
と
に
あ

り
、
そ
こ
で
採
鉱
さ
れ
た
タ
ン
グ
ス
テ
ン
は
「
広
東
省
を
経
由
し
て
」
輸
出
さ
れ
て
い
る
あ
り
さ
ま
で
あ
っ
た
（
25
）。
当
時
江
西
省
北
部
は

中
央
政
府
支
配
下
に
あ
り
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
資
源
委
員
会
は
省
都
南
昌
か
ら
タ
ン
グ
ス
テ
ン
を
発
送
で
き
た
が
、
そ
の
量
は
江

西
省
全
体
か
ら
見
れ
ば
二
割
程
度
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

一
月
二
八
日
、
翁
文
�
は
こ
う
し
た
情
況
に
つ
い
て
P
介
石
と
協
議
し
、「
広
東
軍
は
ま
だ
湖
南
に
到
達
し
て
い
な
い
」
と
確
認
し

た
上
で
、
三
〇
日
、
ク
ラ
イ
ン
に
「
広
東
省
の
武
力
が
す
で
に
省
都
長
沙
お
よ
び
各
方
面
に
浸
透
し
て
い
る
と
い
う
の
は
純
粋
な
誤
報

で
あ
り
、
事
実
で
は
な
い
」
と
述
べ
た
。
し
か
し
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
広
東
軍
の
動
き
自
体
は
否
定
し
得
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
（
26
）。

P
介
石
は
ド
イ
ツ
か
ら
の
矢
継
ぎ
早
の
催
促
を
憂
慮
し
、
翁
文
�
に
「
速
や
か
に
処
理
す
べ
き
」
と
の
指
示
を
出
し
た
。
二
月
末
、

資
源
委
員
会
は
よ
う
や
く
洪
肇
生
を
南
昌
に
派
遣
し
て
タ
ン
グ
ス
テ
ン
鉱
業
管
理
署
を
設
立
し
、
江
西
省
産
の
タ
ン
グ
ス
テ
ン
の
統
制

実
施
に
責
任
を
持
つ
こ
と
と
な
っ
た
。
三
月
六
日
、
洪
肇
生
は
翁
文
�
に
電
報
を
打
ち
、
ま
ず
二
〇
〇
ト
ン
を
発
送
し
た
い
と
伝
え

た
（
27
）。
こ
う
し
て
中
国
国
民
政
府
は
、
政
情
が
未
だ
に
安
定
し
な
い
湖
南
省
か
ら
で
は
な
く
、
江
西
省
の
南
昌
を
拠
点
と
し
て
、
細
々
と

で
あ
れ
レ
ア
メ
タ
ル
の
出
荷
を
開
始
す
る
め
ど
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
三
月
一
八
日
、
翁
文
�
は
、
一
ヶ
月
以
内
に
タ

ン
グ
ス
テ
ン
二
〇
〇
ト
ン
を
発
送
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
ク
ラ
イ
ン
に
打
電
し
た
（
28
）。
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２
　
P
介
石
の
屈
服
と
中
独
条
約
の
成
立

毒
ガ
ス
製
造
工
場
問
題
の
再
燃
と
、
翁
文

と
P
介
石
の
確
認

顧
振
代
表
団
訪
独
時
に
お
け
る
中
独
交
渉
の
第
二
の
、
さ
ら
に
や
っ
か
い
な
問
題
は
、
広
東
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
、
と
く
に
毒
ガ
ス
問
題

が
再
燃
し
、
ベ
ル
リ
ン
で
の
交
渉
を
混
乱
さ
せ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
事
の
発
端
は
一
九
三
六
年
一
月
一
六
日
付
け
の
翁
文
�
発
ク
ラ
イ

ン
宛
の
電
報
で
あ
っ
た
。
こ
の
電
報
で
翁
文
�
は
、「
南
京
国
民
政
府
は
誠
意
を
持
っ
て
中
独
協
力
を
進
め
る
」
が
、
た
だ
し
最
近
広

東
地
方
当
局
が
「
ド
イ
ツ
か
ら
極
め
て
重
要
な
毒
ガ
ス
材
料
を
輸
入
し
た
」
と
の
情
報
が
あ
る
の
で
、
ド
イ
ツ
政
府
は
「
広
州
に
対
し

て
い
か
な
る
方
針
を
と
る
の
か
」
と
問
い
た
だ
し
た
の
で
あ
る
（
29
）。

す
で
に
み
た
よ
う
に
ク
ラ
イ
ン
は
、
広
東
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
第
一
次
契
約
に
お
い
て
、
毒
ガ
ス
工
場
（
四
九
万
香
港
ド
ル
）
お
よ
び
防

毒
マ
ス
ク
工
場
（
六
万
五
千
香
港
ド
ル
）
の
建
設
を
請
け
負
い
、
そ
の
基
本
的
な
部
分
は
一
九
三
五
年
に
ほ
ぼ
完
成
し
て
い
た
。
ま
た
、

第
二
次
契
約
で
は
、
そ
の
主
要
部
分
で
あ
る
二
億
R
M
に
の
ぼ
る
借
款
契
約
お
よ
び
軍
事
顧
問
の
派
遣
や
広
範
な
華
南
鉄
道
構
想
こ
そ

諦
め
て
い
た
も
の
の
、
個
別
契
約
で
あ
る
鉄
道
建
設
（
一
一
二
六
万
香
港
ド
ル
）、
港
湾
施
設
建
設
（
二
三
〇
万
香
港
ド
ル
）、
火
薬
工

場
建
設
（
四
三
二
万
香
港
ド
ル
）、
防
毒
ガ
ス
マ
ス
ク
工
場
（
二
九
万
香
港
ド
ル
）
の
建
設
は
、
も
ち
ろ
ん
P
介
石
の
明
示
的
な
同
意

の
な
い
ま
ま
、
広
東
派
の
現
金
支
払
い
で
秘
か
に
進
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
今
回
翁
文
�
が
問
題
に
し
た
「
毒
ガ
ス
材
料
」
と
は
、
こ

う
し
た
毒
ガ
ス
関
連
施
設
建
設
の
過
程
で
南
京
中
央
政
府
に
漏
洩
し
て
き
た
情
報
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
＊
。

＊
な
お
、
こ
れ
以
降
、
国
民
政
府
と
ド
イ
ツ
国
防
省
・
外
務
省
と
の
間
で
紛
糾
の
種
に
な
る
毒
ガ
ス
問
題
の
対
象
に
つ
い
て
は
、「
毒
ガ
ス
」

「
毒
ガ
ス
材
料
」「
毒
ガ
ス
製
造
器
」「
毒
ガ
ス
施
設
」「
防
毒
ガ
ス
マ
ス
ク
工
場
」
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
言
い
方
が
な
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

「
大
規
模
な
武
器
工
場
」
に
つ
い
て
も
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
情
報
の
錯
綜
は
、
そ
も
そ
も
、
ク
ラ
イ
ン
が
事
実
を
隠
蔽
な
い
し
歪
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曲
し
、
ま
た
は
意
図
的
に
虚
言
を
弄
し
て
い
る
こ
と
に
加
え
、
南
京
国
民
政
府
の
認
識
が
、
基
本
的
に
は
そ
の
実
効
的
支
配
領
域
外
に
あ
る
広

東
に
関
す
る
、
し
か
も
間
接
的
な
情
報
に
基
づ
い
て
い
た
こ
と
に
原
因
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
つ
つ
、
以
下
で
は
、
あ
え

て
史
料
の
表
現
に
手
を
加
え
ず
に
論
を
進
め
る
こ
と
と
し
た
い
。

翁
文
�
は
前
年
三
五
年
一
一
月
一
三
日
、
す
で
に
ほ
ぼ
完
成
し
て
い
る
広
東
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
第
一
次
契
約
の
複
本
を
ク
ラ
イ
ン
か
ら

渡
さ
れ
た
が
、そ
れ
は
中
央
政
府
が
ク
ラ
イ
ン
の
広
東
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
承
認
し
た
こ
と
を
意
味
し
た
わ
け
で
は
も
ち
ろ
ん
な
か
っ
た
。

毒
ガ
ス
問
題
に
関
す
る
翁
文
�
か
ら
の
強
い
照
会
に
慌
て
た
ク
ラ
イ
ン
は
、
折
り
返
し
翁
文
�
に
釈
明
の
電
報
を
打
ち
、
広
東
省
と
交

わ
し
た
契
約
の
一
切
は
、
す
で
に
昨
年
一
一
月
三
日
に
渡
し
た
報
告
書
の
中
で
「
委
細
を
尽
く
し
て
述
べ
た
」
と
お
り
で
あ
り
、「
ご

記
憶
の
中
に
あ
る
と
思
い
ま
す
」
と
言
い
訳
を
し
た
の
ち
、「
広
東
省
へ
の
供
給
を
予
定
さ
れ
て
い
た
毒
ガ
ス
製
造
器
（
あ
る
い
は
簡

略
に
、
毒
ガ
ス
化
合
設
備
）
の
供
給
は
、
い
ま
ま
で
け
っ
し
て
実
行
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
し
、
閣
下
の
情
報
は
ま
っ
た
く
事
実
に
反
し
ま

す
」
と
述
べ
た
（
括
弧
内
は
原
文
）。
最
後
に
ク
ラ
イ
ン
は
、
以
下
の
よ
う
に
翁
文
�
の
泣
き
落
と
し
に
か
か
っ
た
。「
私
は
閣
下
の
信

任
を
求
め
ま
す
。
私
は
け
っ
し
て
中
央
政
府
や
軍
事
委
員
会
委
員
長
閣
下
〔
P
介
石
〕
の
威
信
を
損
な
う
よ
う
な
行
動
は
い
た
し
ま
せ

ん
」
（
30
）。し

か
し
翁
文
�
は
一
月
二
八
日
、
P
介
石
と
会
談
し
、「
ド
イ
ツ
は
中
国
の
省
政
府
の
委
託
を
受
け
る
と
き
は
、
ま
ず
中
央
の
同
意

を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
の
原
則
を
再
確
認
し
た
の
で
あ
る
（
31
）。

P
介
石
の
怒
り
（
そ
の
一
）

今
回
の
「
毒
ガ
ス
材
料
」
の
問
題
は
、
実
際
P
介
石
を
強
く
刺
激
し
た
。
そ
の
怒
り
は
、
二
月
八
日
、
南
京
駐
在
ド
イ
ツ
大
使
ト
ラ

ウ
ト
マ
ン
が
P
介
石
を
訪
問
し
た
と
き
に
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
た
。
こ
の
と
き
P
介
石
は
、
ク
ラ
イ
ン
に
関
す
る
極
め
て
深
刻
な
疑
念

を
呈
示
し
た
の
で
あ
る
。
ト
ラ
ウ
ト
マ
ン
に
よ
れ
ば
P
介
石
は
「
か
つ
て
な
い
ほ
ど
上
機
嫌
」
で
あ
っ
た
が
、
突
然
「
ク
ラ
イ
ン
を
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知
っ
て
い
る
か
？
」
と
尋
ね
た
の
で
あ
る
。
ト
ラ
ウ
ト
マ
ン
が
そ
れ
を
否
定
す
る
と
、
P
介
石
は
「
ク
ラ
イ
ン
は
貴
大
使
と
協
力
し
て

仕
事
を
し
て
い
る
の
か
と
思
っ
て
い
た
」
と
驚
き
、
さ
ら
に
「
私
は
数
分
し
か
会
っ
て
い
な
い
が
〔
一
九
三
五
年
六
月
一
六
日
〕、
い

ま
孔
祥
煕
が
ク
ラ
イ
ン
と
交
渉
中
で
あ
る
」
と
述
べ
た
の
で
あ
る
。
P
介
石
が
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
ク
ラ
イ
ン
の
立
場
を
正
確
に
知
り

た
い
」
と
質
問
す
る
と
、
ト
ラ
ウ
ト
マ
ン
は
以
下
の
如
く
答
え
た
。「
ク
ラ
イ
ン
の
業
務
上
の
交
渉
に
つ
い
て
私
は
知
ら
さ
れ
て
い
ま

せ
ん
が
、
か
れ
は
ド
イ
ツ
国
防
省
の
信
任
を
得
て
い
る
こ
と
は
知
っ
て
い
ま
す
」。
最
後
に
P
介
石
は
ク
ラ
イ
ン
の
広
東
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
に
言
及
し
、「
毒
ガ
ス
設
備
と
大
砲
製
造
機
器
を
広
東
に
提
供
し
た
か
ど
う
か
ク
ラ
イ
ン
に
電
報
で
問
い
合
わ
せ
た
」
と
述
べ
、
ク

ラ
イ
ン
へ
の
不
信
を
あ
か
ら
さ
ま
に
し
た
の
で
あ
る
。
会
談
の
終
了
後
、
早
速
ト
ラ
ウ
ト
マ
ン
は
電
報
で
本
省
に
広
東
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

に
関
し
て
問
い
合
わ
せ
る
と
と
も
に
（
32
）、

P
介
石
と
の
会
談
に
関
す
る
詳
細
な
報
告
書
を
ま
と
め
、
ク
ー
リ
エ
に
運
ば
せ
た
。
こ
の
ト
ラ

ウ
ト
マ
ン
の
報
告
書
は
三
月
二
日
に
本
省
に
到
着
す
る
こ
と
に
な
る
（
33
）。

ト
ラ
ウ
ト
マ
ン
の
電
報
で
の
問
い
合
わ
せ
は
外
務
省
か
ら
国
防
省
に
回
さ
れ
、
ブ
ロ
ム
ベ
ル
ク
や
ト
ー
マ
ス
を
当
惑
さ
せ
た
。
国
防

省
は
折
り
返
し
二
月
一
四
日
、
以
下
の
よ
う
な
電
報
を
外
務
省
経
由
で
ト
ラ
ウ
ト
マ
ン
に
送
付
し
た
の
で
あ
る
（
34
）。

ク
ラ
イ
ン
が
広
東
に
約
束
し
た
す
べ
て
の
計
画
は
、
総
司
令
〔
P
介
石
〕
に
報
告
さ
れ
て
い
る
。
武
器
工
場
は
建
設
中
で
あ
り
、
毒
ガ
ス
施

設
は
計
画
さ
れ
て
い
る
が
、
ま
だ
提
供
さ
れ
て
い
な
い
。
引
き
渡
し
は
P
介
石
総
司
令
の
同
意
の
下
に
の
み
お
こ
な
う
。

こ
こ
で
「
す
べ
て
P
介
石
に
報
告
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
の
は
も
ち
ろ
ん
国
防
省
が
直
接
確
認
し
た
こ
と
で
は
な
く
、
外
務
省
が
正

し
く
見
抜
い
た
よ
う
に
、「
ク
ラ
イ
ン
の
見
解
」
を
伝
え
た
だ
け
だ
っ
た
の
で
あ
る
（
35
）。

さ
ら
に
ブ
ロ
ム
ベ
ル
ク
お
よ
び
ト
ー
マ
ス
は
、
二
月
下
旬
な
い
し
三
月
上
旬
、
直
接
以
下
の
よ
う
な
国
防
省
の
正
式
な
態
度
を
P
介

石
に
直
接
電
報
で
伝
え
た
の
で
あ
る
（
36
）。
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毒
ガ
ス
は
ま
だ
輸
送
さ
れ
て
い
な
い
。
今
後
ド
イ
ツ
国
営
企
業
と
中
国
中
央
政
府
で
交
渉
す
る
軍
用
品
供
給
の
ほ
か
は
、
商
人
は
密
売
を
し

て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
商
人
が
す
で
に
契
約
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
完
全
に
は
引
き
渡
し
て
い
な
い
契
約
に
つ
い
て
は
、
政
府
は
干
渉
す
る

わ
け
に
は
い
か
な
い
。

語
る
に
落
ち
る
と
は
こ
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
ブ
ロ
ム
ベ
ル
ク
と
ト
ー
マ
ス
は
、
民
間
会
社
H
A
P
R
O
が
す
で
に
契
約
し
、

引
き
渡
し
が
終
わ
っ
て
い
な
い
供
給
物
質
、
す
な
わ
ち
こ
の
場
合
「
毒
ガ
ス
」
に
つ
い
て
は
、
国
防
省
は
関
知
し
な
い
と
示
唆
し
た
の

で
あ
る
（
37
）。

P
介
石
の
怒
り
（
そ
の
二
）

三
月
一
九
日
、
ト
ラ
ウ
ト
マ
ン
は
長
期
休
暇
を
ド
イ
ツ
で
過
ご
す
挨
拶
の
た
め
ふ
た
た
び
P
介
石
を
訪
問
し
た
。
以
上
の
よ
う
な
ド

イ
ツ
国
防
省
の
見
解
お
よ
び
ク
ラ
イ
ン
の
言
い
訳
に
接
し
て
い
た
P
介
石
は
、
こ
の
席
で
、「
か
な
り
興
奮
し
な
が
ら
」
広
東
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
を
批
判
し
た
の
で
あ
る
。
P
介
石
は
ま
ず
「
ゼ
ー
ク
ト
が
ク
ラ
イ
ン
を
紹
介
し
た
か
ら
信
用
し
た
が
、
騙
さ
れ
た
の
で
、
も

は
や
信
じ
な
い
」
と
切
り
出
し
た
。
P
介
石
に
よ
れ
ば
「
広
東
武
器
工
場
は
ま
っ
た
く
小
さ
な
企
画
だ
と
い
う
の
で
了
承
を
与
え
た
」

〔
！
〕
が
、「
毒
ガ
ス
施
設
に
は
一
度
も
許
可
を
与
え
て
い
な
い
」。
し
か
し
い
ま
広
東
方
面
か
ら
「
大
規
模
な
武
器
工
場
が
建
設
さ
れ

た
」
と
の
報
告
が
な
さ
れ
て
い
る
。「
ク
ラ
イ
ン
は
約
束
を
破
っ
た
」。
さ
ら
に
P
介
石
は
、
上
述
し
た
中
央
政
府
と
広
東
派
の
関
係
の

変
化
を
念
頭
に
、「
政
治
情
勢
は
安
定
し
て
い
な
い
の
で
、
も
し
そ
れ
が
変
化
す
れ
ば
、
私
は
武
器
工
場
の
存
続
に
責
任
が
持
て
な
い
」

と
述
べ
た
の
で
あ
る
。
も
し
ク
ラ
イ
ン
の
広
東
で
の
活
動
が
停
止
さ
れ
れ
ば
タ
ン
グ
ス
テ
ン
を
ド
イ
ツ
に
輸
送
す
る
が
、「
そ
う
で
な

け
れ
ば
不
可
能
」
で
あ
る
と
い
う
。
ト
ラ
ウ
ト
マ
ン
が
P
介
石
の
ヒ
ト
ラ
ー
宛
書
簡
（
一
九
三
五
年
一
一
月
三
日
）
の
件
を
持
ち
出
し
、

「
ベ
ル
リ
ン
で
は
総
司
令
が
ク
ラ
イ
ン
を
全
面
的
に
信
頼
し
て
い
る
と
い
う
印
象
を
持
た
れ
て
い
る
」
と
述
べ
る
と
、
P
介
石
は
「
た

し
か
に
手
紙
を
ク
ラ
イ
ン
に
手
渡
し
た
」
と
認
め
つ
つ
も
「
苦
渋
の
表
情
」
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
顧
振
代
表
団
の
活
動
に
関
し
て
P
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介
石
は
「
も
し
ク
ラ
イ
ン
の
広
東
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
中
断
さ
れ
な
け
れ
ば
代
表
団
の
交
渉
に
関
心
は
な
い
」
と
中
独
交
渉
の
決
裂
の
可

能
性
さ
え
示
唆
し
た
。
最
後
に
P
介
石
は
以
下
の
よ
う
に
ト
ラ
ウ
ト
マ
ン
の
理
解
を
求
め
た
の
で
あ
る
。「
外
交
的
美
辞
麗
句
を
抜
い

て
あ
か
ら
さ
ま
に
ク
ラ
イ
ン
に
つ
い
て
語
っ
て
申
し
訳
な
い
。
し
か
し
そ
う
で
な
け
れ
ば
誤
解
は
解
け
な
い
で
し
ょ
う
」
（
38
）。

こ
の
P
介
石
の
怒
り
を
受
け
て
、
同
日
、
翁
文
�
は
中
国
代
表
団
の
顧
振
に
以
下
の
よ
う
な
電
報
を
打
っ
た
の
で
あ
る
（
39
）。

最
近
の
情
報
で
は
、
H
A
P
R
O
公
司
が
い
ま
だ
広
州
に
武
器
工
場
用
機
器
お
よ
び
毒
ガ
ス
製
造
機
器
を
供
給
し
て
お
り
、
委
員
長
閣
下
は

大
変
驚
き
訝
っ
て
い
る
。
諸
君
は
ド
イ
ツ
政
府
に
説
明
を
求
め
、
も
し
約
束
が
守
ら
れ
な
い
な
ら
ば
商
談
は
直
ち
に
停
止
す
る
。〔
ド
イ
ツ
が
〕

協
力
を
願
う
な
ら
ば
、
必
ず
誠
意
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
ら
に
翁
文
�
は
三
月
二
〇
日
、
ト
ラ
ウ
ト
マ
ン
に
面
会
を
求
め
、
ク
ラ
イ
ン
の
南
京
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
関
す
る
P
介
石
と
南
京
中

央
政
府
の
立
場
を
説
明
し
た
。
翁
文
�
に
よ
れ
ば
、
ブ
ロ
ム
ベ
ル
ク
は
「
中
央
政
府
の
了
承
な
し
に
は
他
省
へ
は
何
も
輸
出
し
な
い
」

と
述
べ
た
が
、
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
H
A
P
R
O
が
依
然
と
し
て
輸
出
を
お
こ
な
っ
て
い
る
旨
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
P
介

石
の
「
現
在
の

、
、
、

考
え
」
で
は
（
強
調
原
文
）、
ク
ラ
イ
ン
の
広
東
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
つ
い
て
「
は
っ
き
り
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
い
う
の
で
あ
っ
た
（
40
）。

ブ
ロ
ム
ベ
ル
ク
の
居
直
り
と
泣
き
落
と
し

こ
う
し
た
P
介
石
・
翁
文
�
の
態
度
に
接
し
、
ド
イ
ツ
側
の
対
中
協
力
意
欲
に
す
っ
か
り
感
服
し
て
い
た
顧
振
ら
中
国
代
表
団
の
メ

ン
バ
ー
は
恐
慌
に
陥
っ
た
。
三
月
二
二
日
、
顧
振
は
翁
文
�
に
電
報
を
打
ち
、「
現
在
ド
イ
ツ
政
府
は
す
こ
ぶ
る
不
満
で
、
決
裂
の
可

能
性
も
あ
る
」
と
述
べ
た
上
で
、
ベ
ル
リ
ン
に
い
る
自
分
た
ち
代
表
団
に
「
交
渉
の
責
任
」
を
任
せ
、「
委
員
長
お
よ
び
兄
ら
は
駐
華

ド
イ
ツ
大
使
館
、
ベ
ル
リ
ン
・
ド
イ
ツ
政
府
お
よ
び
ク
ラ
イ
ン
等
に
対
し
、
直
接
意
見
を
言
わ
な
い
で
い
た
だ
き
た
い
」
と
不
平
を
述
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べ
た
の
で
あ
る
（
41
）。

三
月
二
四
日
、
ブ
ロ
ム
ベ
ル
ク
は
ゼ
ー
ク
ト
を
通
じ
て
一
通
の
電
報
を
P
介
石
に
送
付
し
た
（
42
）。

閣
下
〔
蒋
介
石
〕
は
も
し
ク
ラ
イ
ン
の
広
東
へ
の
供
給
が
停
止
さ
れ
な
け
れ
ば
顧
振
・
齊
�
〔
通
訳
〕
代
表
団
の
交
渉
に
は
関
心
が
な
い
と

述
べ
て
い
る
。
私
の
二
月
一
四
日
の
電
報
で
ふ
れ
た
よ
う
に
、
H
A
P
R
O
を
通
じ
た
広
東
へ
の
武
器
輸
出
は
閣
下
の
合
意
に
基
づ
い
て
の
み

お
こ
な
わ
れ
る
と
改
め
て
確
認
す
る
。
H
A
P
R
O
は
広
東
に
月
産
で
大
砲
一
四
門
と
軽
迫
撃
砲
九
門
、
砲
弾
三
〇
〇
発
、
軽
迫
撃
砲
弾
二
〇

〇
発
を
生
産
す
る
小
さ
な
武
器
工
場
を
設
置
し
た
。

こ
の
契
約
は
一
九
三
三
年
に
締
結
さ
れ
、
一
九
三
四
年
八
月
に
齊
�
の
同
席
の
下
で
閣
下
〔
P
介
石
〕
に
呈
示
さ
れ
、
一
九
三
五
年
一
一
月

一
三
日
に
南
京
で
翁
文
�
秘
書
長
に
手
交
さ
れ
た
。
武
器
と
毒
ガ
ス
施
設
は
提
供
さ
れ
て
い
な
い
。

H
A
P
R
O
社
は
現
在
国
有
化
さ
れ
て
お
り
、
将
来
は
私
の
指
示
に
基
づ
い
て
活
動
す
る
。

ト
ラ
ウ
ト
マ
ン
大
使
と
の
会
談
の
中
で
誤
解
が
生
じ
た
と
思
わ
れ
る
。
私
が
承
認
し
た
計
画
が
閣
下
の
完
全
な
同
意
を
得
て
い
る
こ
と
、
顧

振
の
代
表
団
が
閣
下
の
名
前
で
交
渉
し
、
借
款
条
約
を
締
結
す
る
資
格
が
あ
る
こ
と
を
電
報
で
ご
確
認
い
た
だ
き
た
い
。

こ
こ
で
ブ
ロ
ム
ベ
ル
ク
は
、
P
介
石
へ
届
け
ら
れ
た
広
東
に
関
す
る
最
新
の
情
報
を
「
誤
解
」
で
あ
る
と
主
張
し
、「
P
介
石
の
完

全
な
同
意
を
得
て
い
る
」
と
い
う
虚
構
を
P
介
石
本
人
に
ま
で
押
し
つ
け
よ
う
と
い
う
強
硬
な
姿
勢
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
の

ち
に
見
る
よ
う
に
H
A
P
R
O
が
国
有
化
さ
れ
る
の
は
半
月
後
の
四
月
八
日
で
あ
る
が
、
右
の
ブ
ロ
ム
ベ
ル
グ
の
言
明
は
、
中
独
条
約

調
印
前
に
国
有
化
路
線
が
既
定
方
針
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

同
日
（
三
月
二
四
日
）、
ク
ラ
イ
ン
と
顧
振
・
�
悌
・
齊
�
ら
が
ド
イ
ツ
国
防
省
を
訪
れ
る
と
、
す
で
に
ブ
ロ
ム
ベ
ル
ク
は
上
記
の

電
報
を
打
電
し
終
わ
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
、
顧
振
ら
に
よ
れ
ば
、
そ
の
時
ブ
ロ
ム
ベ
ル
ク
は
「
す
こ
ぶ
る
落
胆
」
し
、「
両
国
の

協
力
の
可
能
性
は
な
く
な
っ
た
」
と
嘆
い
た
。
ま
た
ト
ー
マ
ス
は
、「
広
州
が
求
め
て
い
る
毒
ガ
ス
材
料
は
、
す
べ
て
い
ま
な
お
ド
イ
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ツ
で
国
防
省
が
保
管
し
て
お
り
、
委
員
長
〔
P
介
石
〕
の
許
可
が
下
り
る
前
は
、
け
っ
し
て
い
か
な
る
武
器
材
料
も
広
州
に
渡
さ
な
い
」

と
「
丁
重
に
」
説
明
し
た
。
こ
こ
か
ら
顧
振
ら
は
、
ド
イ
ツ
国
防
省
が
依
然
と
し
て
中
国
中
央
政
府
と
の
協
力
を
欲
し
て
お
り
、「
密

か
に
広
州
と
交
渉
す
る
意
志
は
な
い
」
と
信
じ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
顧
振
ら
は
、
い
ま
中
国
で
は
「
あ
き
ら
か
に
破
壊
に
従
事
す
る

人
間
が
い
る
」
と
し
、「
妄
言
を
弄
す
る
も
の
、
破
壊
を
企
む
も
の
、
国
事
を
誤
ら
せ
る
も
の
は
、
調
査
し
て
、
相
応
の
処
分
を
受
け

る
べ
き
で
あ
る
」
と
ま
で
述
べ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
立
場
か
ら
顧
振
は
た
だ
ち
に
翁
文
�
に
打
電
し
、「
現
在
の
政
策
を
継
続
し
、

協
力
す
る
よ
う
切
実
に
欲
す
る
」
と
要
求
し
た
の
で
あ
る
（
43
）。

代
表
団
か
ら
は
顧
振
が
翁
文
�
に
電
報
を
打
っ
た
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
軍
事
委
員
会
の
�
悌
と
齊
�
も
上
司
で
あ
る
P
介
石
に

直
接
打
電
し
た
。
そ
の
電
報
に
よ
れ
ば
、
二
四
日
、
ブ
ロ
ム
ベ
ル
ク
は
自
ら
�
悌
と
齊
�
の
来
訪
を
求
め
、「
極
め
て
真
摯
な
談
話
」

を
お
こ
な
っ
た
と
い
う
。
お
そ
ら
く
ブ
ロ
ム
ベ
ル
ク
は
�
悌
と
齊
�
を
通
じ
て
P
介
石
の
懐
柔
を
図
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
い

さ
さ
か
長
い
が
、
当
時
の
ブ
ロ
ム
ベ
ル
ク
の
態
度
と
心
境
を
示
す
、
き
わ
め
て
興
味
深
い
史
料
な
の
で
引
用
し
て
お
こ
う
（
44
）。
以
下
ブ
ロ

ム
ベ
ル
ク
の
発
言
で
あ
る
。

（
１
）
駐
華
大
使
ト
ラ
ウ
ト
マ
ン
が
来
電
し
、
報
告
し
た
。
P
介
石
委
員
長
は
広
東
事
件
に
対
し
誤
解
を
し
て
お
り
、
中
独
協
力
に
影
響
を
与

え
て
お
り
、
遺
憾
で
あ
る
。
し
か
し
私
は
ド
イ
ツ
政
府
が
誠
意
を
持
っ
て
中
国
に
対
応
し
て
お
り
、
誤
解
は
最
後
に
は
必
ず
消
滅
す
る
と
深

く
信
じ
て
い
る
。
現
在
す
で
に
私
は
P
介
石
委
員
長
に
電
報
を
送
り
、
も
う
い
ち
ど
誤
解
を
明
ら
か
に
し
た
。

（
２
）
ク
ラ
イ
ン
氏
が
中
国
で
P
委
員
長
に
説
明
し
た
各
節
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ
政
府
は
絶
対
に
信
任
し
責
任
を
負
う
。

（
３
）
中
独
協
力
に
政
治
的
野
心
は
な
く
、
中
独
の
利
害
は
お
互
い
に
衝
突
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
両
国
は
互
恵
に
基
づ
い
て
良
好
な
友
人

関
係
を
築
き
た
い
と
願
っ
て
い
る
と
深
く
信
じ
る
。
か
つ
私
は
、
中
独
両
民
族
は
優
良
な
道
徳
を
有
し
て
お
り
、
け
っ
し
て
事
実
を
欺
瞞
す

る
に
は
い
た
ら
な
い
と
信
じ
て
い
る
。

（
４
）
中
日
、
中
ソ
関
係
、
独
仏
関
係
、
独
ソ
関
係
に
つ
い
て
、
外
電
に
よ
れ
ば
ド
イ
ツ
と
日
本
が
徒
党
を
組
ん
で
悪
事
を
働
き
、
密
か
に
同
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盟
条
約
を
結
ん
だ
と
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
ま
ず
私
は
絶
対
に
な
い
と
申
し
上
げ
る
べ
き
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
と
日
本
は
、
も
と
よ
り
対
ソ
関

係
に
お
い
て
若
干
の
友
好
関
係
は
あ
る
が
、
し
か
し
私
は
、
日
本
は
ド
イ
ツ
の
友
人
と
は
思
っ
て
い
な
い
し
、
し
た
が
っ
て
私
は
も
と
よ
り

日
本
と
秘
密
条
約
を
結
ぶ
こ
と
に
反
対
で
あ
る
。

（
５
）
私
は
イ
ギ
リ
ス
が
中
国
を
援
助
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
お
り
、
ド
イ
ツ
は
こ
れ
に
関
し
極
め
て
同
情
し
て
い
る
。
け
だ
し
中
国
は
天

国
で
あ
り
、
国
際
間
に
お
い
て
中
国
を
助
け
る
友
人
が
多
く
、
そ
れ
は
必
要
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
う
え
独
英
関
係
は
良
好
で
あ
る
か
ら
、

中
独
協
力
が
イ
ギ
リ
ス
に
誤
解
を
与
え
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。

（
６
）
中
独
協
力
の
成
功
は
両
国
の
前
途
に
も
っ
と
も
光
明
を
与
え
る
。
と
い
う
の
も
、
両
国
は
同
じ
く
自
ら
復
興
と
建
設
を
求
め
、
お
互
い

に
助
け
合
え
ば
半
分
の
労
力
で
倍
の
成
果
を
上
げ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

（
７
）
と
も
か
く
私
は
P
介
石
委
員
長
の
健
全
な
人
格
に
極
め
て
敬
服
し
て
い
る
。
こ
の
た
び
の
中
独
協
力
は
中
独
の
最
高
の
機
会
で
あ
り
、

誤
っ
て
デ
マ
を
信
じ
て
ド
イ
ツ
を
疑
う
こ
と
が
あ
っ
て
は
け
っ
し
て
な
ら
な
い
。
け
だ
し
私
は
誰
か
が
間
に
立
っ
て
破
壊
に
従
事
し
て
い
る

こ
と
を
深
く
恐
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
も
し
P
委
員
長
に
ド
イ
ツ
政
府
に
関
し
て
了
解
で
き
な
い
若
干
の
こ
と
が
あ
る
な
ら
ば
、
私
は
ヒ
ト

ラ
ー
総
理
に
お
願
い
し
、
私
が
も
っ
と
も
信
頼
す
る
高
官
を
中
国
に
派
遣
し
、
P
委
員
長
が
質
問
し
た
ら
ド
イ
ツ
を
代
表
し
て
い
つ
で
も
答

え
ら
れ
る
よ
う
に
し
た
い
。

ク
ラ
イ
ン
の
広
東
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
め
ぐ
る
情
報
に
つ
い
て
は
あ
く
ま
で
「
誤
解
」「
デ
マ
」
と
言
い
張
り
つ
つ
、
ド
イ
ツ
政
府
の

「
誠
意
」
を
P
介
石
に
印
象
づ
け
よ
う
と
し
た
こ
と
が
よ
く
伺
え
る
。
ま
た
、
ブ
ロ
ム
ベ
ル
ク
が
「
私
が
も
っ
と
も
信
頼
す
る
高
官
を

中
国
に
派
遣
し
た
い
」
と
語
っ
た
こ
と
も
注
目
さ
れ
よ
う
。
そ
れ
は
や
が
て
一
九
三
六
年
夏
の
ラ
イ
ヒ
ェ
ナ
ウ
訪
中
と
な
っ
て
実
現
す

る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
う
し
た
ブ
ロ
ム
ベ
ル
ク
の
態
度
に
感
激
し
た
�
悌
と
齊
�
は
、「
そ
の
態
度
は
真
面
目
で
、

実
に
筆
墨
で
は
形
容
し
が
た
い
」
も
の
で
あ
り
、「
協
力
が
成
功
す
る
こ
と
を
真
に
望
ん
で
い
る
」
と
結
ん
だ
の
で
あ
る
（
45
）。
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国
防
省
対
外
務
省

し
か
し
ブ
ロ
ム
ベ
ル
ク
は
、
以
上
の
よ
う
に
、
中
国
側
を
籠
絡
し
よ
う
と
努
力
す
る
一
方
で
、
ド
イ
ツ
政
府
内
で
は
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

反
対
派
へ
の
熾
烈
な
批
判
を
開
始
し
た
。
三
月
二
五
日
、
ブ
ロ
ム
ベ
ル
ク
は
、
虚
言
を
も
含
ん
だ
以
下
の
よ
う
な
電
報
を
南
京
の
フ
ァ

ル
ケ
ン
ハ
ウ
ゼ
ン
に
打
電
し
た
の
で
あ
る
。
ブ
ロ
ム
ベ
ル
ク
に
よ
れ
ば
、
南
京
で
は
ド
イ
ツ
大
使
館
で
も
顧
問
団
事
務
所
で
も
、
ク
ラ

イ
ン
の
計
画
に
関
し
、「
私
が
承
認
し
得
な
い
見
解
」
が
成
立
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
ク
ラ
イ
ン
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
「
通
常
の
私
的

事
業
」
で
は
な
く
、
H
A
P
R
O
を
通
じ
て
「
国
家
事
業
」
と
な
り
、「
総
統
と
私
に
よ
り
完
全
に
承
認
さ
れ
、
私
の
指
示
に
よ
り
実
行
」

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
え
「
外
務
大
臣
〔
ノ
イ
ラ
ー
ト
〕
も
経
済
大
臣
〔
シ
ャ
ハ
ト
〕
も
計
画
の
目
的
適
合
性
を
確
信
」
し
、
そ
の
実

現
の
た
め
努
力
し
て
い
る
〔
！
〕。
P
介
石
は
書
簡
の
な
か
で
「
ク
ラ
イ
ン
の
計
画
に
賛
成
し
、
あ
ら
ゆ
る
手
段
で
遂
行
す
る
」
と
述

べ
て
い
る
。
H
A
P
R
O
の
広
東
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
現
在
国
防
省
の
監
督
の
下
に
あ
り
、「
P
介
石
の
同
意
の
下
に
遂
行
さ
れ
て
い
る
」

〔
！
〕。
そ
の
う
え
で
ブ
ロ
ム
ベ
ル
ク
は
「
バ
ー
タ
ー
・
ク
レ
ジ
ッ
ト
条
約
は
近
日
中
に
締
結
さ
れ
る
」
と
の
見
通
し
を
示
し
、
以
下
の

よ
う
に
フ
ァ
ル
ケ
ン
ハ
ウ
ゼ
ン
を
恫
喝
し
た
の
で
あ
る
。「
ク
ラ
イ
ン
氏
の
や
り
方
を
妨
害
な
い
し
阻
止
す
る
者
は
私
の
命
令
に
反
す

る
こ
と
に
な
る
」
（
46
）。

さ
ら
に
同
日
ブ
ロ
ム
ベ
ル
ク
は
、
外
務
大
臣
ノ
イ
ラ
ー
ト
に
書
簡
を
送
り
、
ト
ラ
ウ
ト
マ
ン
の
二
通
の
報
告
（
二
月
七
日
の
P
介
石

と
の
会
談
に
関
す
る
報
告
お
よ
び
三
月
一
九
日
の
P
介
石
と
の
会
談
に
関
す
る
報
告
）
を
非
難
し
、「
総
統
が
ク
ラ
イ
ン
・
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
を
支
持
」
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、「
い
ま
ま
で
の
よ
う
に
P
介
石
に
ク
ラ
イ
ン
に
関
す
る
疑
念
を
起
こ
さ
せ
る
よ
う
な
こ
と

を
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
ノ
イ
ラ
ー
ト
に
強
く
要
求
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
む
し
ろ
ブ
ロ
ム
ベ
ル
ク
は
「
中
国
お
よ
び
ド
イ
ツ
の
す

べ
て
の
官
庁
が
バ
ー
タ
ー
計
画
の
重
要
性
を
確
信
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
し
、
そ
の
旨
を
ト
ラ
ウ
ト
マ
ン
に
指
示
す
る
よ
う
ノ
イ
ラ
ー

ト
に
求
め
た
の
で
あ
る
（
47
）。

書
簡
を
受
け
取
っ
た
ノ
イ
ラ
ー
ト
は
翌
二
六
日
に
ブ
ロ
ム
ベ
ル
ク
と
直
接
会
談
し
、
外
務
省
と
ト
ラ
ウ
ト
マ
ン
の
立
場
を
断
固
と
し

て
擁
護
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ノ
イ
ラ
ー
ト
は
ト
ラ
ウ
ト
マ
ン
の
二
通
の
報
告
に
対
す
る
ブ
ロ
ム
ベ
ル
ク
の
非
難
を
「
ま
っ
た
く
根
拠
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の
な
い
も
の
」
と
し
て
拒
否
し
、
ト
ラ
ウ
ト
マ
ン
は
実
際
P
介
石
が
述
べ
た
こ
と
を
忠
実
に
そ
の
ま
ま
報
告
し
た
だ
け
だ
と
擁
護
し
た
。

む
し
ろ
ノ
イ
ラ
ー
ト
は
、
ク
ラ
イ
ン
が
い
ま
ま
で
大
使
館
や
軍
事
顧
問
団
本
部
の
訪
問
を
意
図
的
に
避
け
、
計
画
や
実
際
の
事
業
の
内

容
を
報
告
し
な
か
っ
た
こ
と
に
問
題
が
あ
る
と
批
判
し
た
の
で
あ
る
。
ブ
ロ
ム
ベ
ル
ク
は
こ
れ
に
対
し
、
数
日
中
に
ク
ラ
イ
ン
を
ノ
イ

ラ
ー
ト
の
も
と
に
派
遣
し
、
報
告
さ
せ
よ
う
と
述
べ
る
に
と
ど
ま
っ
た
。
最
後
に
ノ
イ
ラ
ー
ト
が
、
広
東
へ
の
軍
事
物
資
供
給
の
停
止

に
関
す
る
P
介
石
の
問
い
合
わ
せ
に
国
防
省
は
回
答
し
た
の
か
確
認
を
求
め
る
と
、
ブ
ロ
ム
ベ
ル
ク
は
「
ま
だ
答
え
て
い
な
い
」
と
し

ぶ
し
ぶ
認
め
た
の
で
あ
る
（
48
）。

ノ
イ
ラ
ー
ト
が
最
後
に
述
べ
た
広
東
へ
の
軍
事
物
資
供
給
に
関
す
る
具
体
的
な
疑
問
は
、
国
防
省
に
と
っ
て
も
痛
い
ポ
イ
ン
ト
を
つ

い
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ノ
イ
ラ
ー
ト
と
ブ
ロ
ム
ベ
ル
ク
の
会
談
を
受
け
て
、
国
防
経
済
幕
僚
部
長
ト
ー
マ
ス
は
、
同
日
、
代
表

団
の
顧
振
と
会
談
し
、
ド
イ
ツ
が
中
国
各
省
に
現
在
輸
出
し
て
い
る
武
器
の
リ
ス
ト
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
以
下
の
よ
う
な

デ
ー
タ
で
あ
っ
た
（
括
弧
内
は
原
文
）。
（1）
冀
察
政
務
委
員
会
の
宋
哲
元
に
歩
兵
銃
お
よ
び
そ
の
弾
一
〇
〇
〇
万
発
、
三
七
ミ
リ
対
戦

車
砲
五
〇
│
一
〇
〇
門
お
よ
び
そ
の
砲
弾
、
（2）
満
洲
に
ピ
ス
ト
ル
銃
弾
五
〇
万
発
、
（3）
広
東
省
と
は
機
関
銃
輸
出
を
契
約
、
数
字
は
不

明
、
（4）
江
西
省
と
は
歩
兵
銃
二
万
五
〇
〇
〇
丁
、
（5）
華
南
部
（
ど
こ
を
示
す
の
か
不
明
、
現
在
調
査
中
）、
（6）
上
海
方
面
（
中
央
政
府

の
注
文
の
よ
う
だ
）、
爆
弾
、
望
遠
鏡
、
測
量
機
、
鋏
型
望
遠
鏡
、
測
量
板
、
（7）
ベ
ル
リ
ン
駐
在
中
国
大
使
館
商
務
部
、
浮
き
橋
材
料
。

そ
れ
に
加
え
、
ト
ー
マ
ス
は
、「
以
上
の
各
契
約
は
、
も
し
委
員
長
〔
P
介
石
〕
が
欲
す
れ
ば
ど
れ
で
も
取
り
消
し
、
未
発
送
の
も
の

は
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
ま
で
述
べ
た
。
こ
の
リ
ス
ト
が
当
時
の
ド
イ
ツ
の
対
中
国
武
器
輸
出
の
す
べ
て
で
あ
っ
た
と
は
と
う

て
い
考
え
ら
れ
な
い
が
、
し
か
し
こ
の
ト
ー
マ
ス
の
発
言
は
、
P
介
石
・
南
京
中
央
政
府
の
立
場
へ
か
な
り
の
政
治
的
歩
み
寄
り
を
み

せ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
（
49
）。

外
務
省
の
遅
す
ぎ
た
反
論

す
で
に
何
度
も
み
た
よ
う
に
、
ク
ラ
イ
ン
は
外
務
省
お
よ
び
そ
の
出
先
機
関
と
の
接
触
を
極
力
回
避
し
て
い
た
た
め
、
外
務
省
は
、
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ク
ラ
イ
ン
の
広
東
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
い
う
に
お
よ
ば
ず
、
南
京
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
つ
い
て
さ
え
ほ
と
ん
ど
情
報
を
得
て
い
な
か
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
二
月
下
旬
に
顧
振
代
表
団
が
訪
独
し
て
関
係
各
省
庁
・
企
業
な
ど
で
交
渉
を
開
始
し
、
さ
ら
に
南
京
か
ら
は
ト
ラ
ウ

ト
マ
ン
報
告
を
通
じ
て
P
介
石
の
ク
ラ
イ
ン
に
関
す
る
抗
議
が
外
務
省
に
到
着
し
た
た
め
、
外
務
省
は
国
防
省
に
中
国
に
対
す
る
具
体

的
な
諸
計
画
に
関
す
る
説
明
を
求
め
た
。
三
月
上
旬
、
国
防
省
で
実
務
を
担
当
し
て
い
た
陸
軍
兵
器
部
か
ら
リ
ー
ゼ
部
長
、
ヘ
ー
デ
リ

ヒ
（L

eo
H

ederich

）
大
佐
、
ハ
ネ
ッ
ケ
ン
（H

anneken

）
大
佐
、
外
務
省
か
ら
第
四
部
の
エ
ー
ル
ト
マ
ン
ス
ド
ル
フ
と
フ
ォ
ス
が
参

加
し
て
会
議
が
開
か
れ
た
。
こ
の
会
議
で
の
情
報
に
よ
り
外
務
省
は
、
ク
ラ
イ
ン
が
中
独
関
係
の
将
来
に
関
わ
る
詳
細
な
覚
書
を
作
成

し
、
そ
れ
に
基
づ
き
国
家
条
約
の
締
結
が
予
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
中
国
は
そ
の
た
め
ク
レ
ジ
ッ
ト
を
付
与
さ
れ
、
一
方
中
国
は
農

業
・
鉱
業
産
品
に
よ
り
清
算
す
る
こ
と
、
ラ
イ
ヒ
ス
バ
ン
ク
総
裁
シ
ャ
ハ
ト
の
了
承
が
あ
る
こ
と
な
ど
、
ク
ラ
イ
ン
の
南
京
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
の
詳
細
を
初
め
て
知
っ
た
の
で
あ
る
（
50
）。

さ
ら
に
外
務
省
は
、
三
月
二
六
日
の
ブ
ロ
ム
ベ
ル
ク
と
ノ
イ
ラ
ー
ト
の
論
争
を
受
け
、
三
月
三
一
日
に
第
四
部
の
フ
ォ
ス
が
詳
細
な

覚
書
を
起
草
し
、
南
京
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
へ
の
主
と
し
て
経
済
的
な
疑
念
を
提
示
し
た
。
フ
ォ
ス
に
よ
れ
ば
、
一
九
三
二
年
か
ら
一
九
三

五
年
ま
で
の
ド
イ
ツ
の
対
中
国
輸
出
の
年
平
均
額
は
八
二
〇
〇
万
R
M
、
同
じ
く
中
国
の
ド
イ
ツ
に
対
す
る
年
平
均
額
は
五
二
〇
〇
万

R
M
な
の
で
、
一
億
R
M
の
借
款
は
規
模
が
大
き
す
ぎ
る
。
さ
ら
に
こ
う
し
た
大
規
模
な
バ
ー
タ
ー
契
約
は
「
わ
が
国
の
通
常
の
貿
易

関
係
に
深
い
影
響
を
及
ぼ
す
」
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
経
済
的
に
見
る
と
、
南
京
政
府
は
外
国
市
場
で
は
信
用
が
な
く
、「
い
ま
ま
で
無

担
保
の
借
款
や
ク
レ
ジ
ッ
ト
な
ど
を
外
国
か
ら
獲
得
し
た
こ
と
は
な
い
」。
し
か
も
こ
う
し
た
規
模
の
借
款
条
約
を
秘
密
に
し
て
お
く

こ
と
は
で
き
ず
、
日
本
を
刺
激
す
る
。
ク
レ
ジ
ッ
ト
を
付
与
し
よ
う
と
す
る
ド
イ
ツ
の
民
間
会
社
（
オ
ッ
ト
ー
・
ヴ
ォ
ル
フ
、
ジ
ー
メ

ン
ス
等
）
は
、
現
在
担
保
を
設
定
す
る
た
め
困
難
な
交
渉
を
お
こ
な
っ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
各
社
の
交
渉
は
締
結
に
い
た
る
こ
と
が

で
き
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
反
対
給
付
で
あ
る
農
業
・
鉱
業
原
料
に
つ
い
て
は
そ
も
そ
も
中
国
で
余
剰
が
な
く
、
さ
ら
に
中
国
政
府
は
財

政
状
況
が
悪
い
か
ら
、
原
料
を
中
国
国
内
で
購
入
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
資
源
価
格
の
上
昇
が
見
込
ま
れ
る
う
え
、
も
し
他
国
が
現

金
で
購
入
す
る
と
い
っ
た
場
合
、
中
国
政
府
の
支
払
い
意
欲
を
当
て
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
鉱
業
資
源
の
開
発
・
採
掘
に
も
時
間
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が
か
か
る
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
よ
う
な
理
由
か
ら
フ
ォ
ス
は
、
南
京
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
難
色
を
示
し
た
の
で
あ
る
（
51
）。

同
日
、
第
四
部
の
エ
ー
ル
ト
マ
ン
ス
ド
ル
フ
一
等
参
事
官
は
、
以
上
の
フ
ォ
ス
の
覚
書
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
南
京
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

へ
の
政
治
的
な
疑
念
を
付
け
加
え
た
。
エ
ー
ル
ト
マ
ン
ス
ド
ル
フ
は
、
一
九
三
四
年
四
月
の
「
天
羽
声
明
」
を
引
き
合
い
に
（
52
）、
ク
ラ
イ

ン
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
「
日
独
関
係
を
曇
ら
せ
る
」
可
能
性
が
あ
る
と
主
張
し
た
。
し
か
も
ク
ラ
イ
ン
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
た
ん
に

天
羽
声
明
の
い
う
中
国
へ
の
財
政
支
援
に
と
ど
ま
ら
ず
、
武
器
と
武
器
工
場
設
備
の
輸
出
に
よ
り
中
国
の
軍
拡
を
援
助
し
よ
う
と
い
う

の
で
あ
る
か
ら
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
中
国
の
軍
拡
を
支
援
す
れ
ば
、
既
存
の
軍
事
顧
問
団
の
活
動
も
加
わ
り
、
も
し
日
ソ
戦
争
が
起
こ

る
よ
う
な
場
合
、「
ソ
連
側
に
立
っ
て
日
ソ
戦
争
に
介
入
す
る
可
能
性
」
を
中
国
に
与
え
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
し
て
外
務
省
は
、

経
済
的
に
も
政
治
的
に
も
ク
ラ
イ
ン
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
否
定
的
な
態
度
を
取
っ
た
の
で
あ
る
（
53
）。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
外
務
省
の
ク

ラ
イ
ン
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
批
判
は
、
あ
ま
り
に
遅
す
ぎ
た
批
判
で
あ
っ
た
。

P
介
石
の
屈
服

す
で
に
み
た
よ
う
に
、
三
月
二
四
日
、
ブ
ロ
ム
ベ
ル
ク
は
P
介
石
に
電
報
を
打
ち
、
広
東
毒
ガ
ス
施
設
搬
入
問
題
に
は
触
れ
ぬ
ま
ま
、

ク
ラ
イ
ン
の
広
東
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
す
べ
て
P
介
石
の
同
意
の
下
に
進
め
る
旨
を
伝
え
た
。
そ
の
後
同
日
、
ト
ー
マ
ス
が
顧
振
ら
を
招

き
、「
委
員
長
の
許
可
が
下
り
る
前
は
、
け
っ
し
て
い
か
な
る
武
器
材
料
も
広
州
に
渡
さ
な
い
」
と
く
り
返
し
た
。
さ
ら
に
同
日
、
ブ

ロ
ム
ベ
ル
ク
は
代
表
団
の
�
悌
・
齊
�
を
招
い
て
長
い
時
間
ド
イ
ツ
国
防
軍
の
立
場
を
説
明
し
、
中
独
協
力
実
現
に
か
け
る
ブ
ロ
ム
ベ

ル
ク
の
「
誠
意
」
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
ド
イ
ツ
国
防
軍
の
態
度
は
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
同
日
、
電
報
に
よ
り
、
ゼ
ー

ク
ト
や
翁
文
�
を
通
じ
て
、
さ
ら
に
�
悌
・
齊
�
か
ら
直
接
に
、
P
介
石
に
伝
え
ら
れ
た
。

当
時
P
介
石
は
故
郷
の
浙
江
省
奉
化
に
滞
在
し
て
い
た
が
（
54
）、
二
六
日
、
ベ
ル
リ
ン
か
ら
の
三
通
の
電
報
に
接
し
た
。
三
通
の
電
報
、

と
り
わ
け
�
悌
・
齊
�
の
詳
細
な
報
告
は
、
P
介
石
の
胸
を
打
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
通
読
後
、
P
介
石
は
、
翁
文
�
と
協
議
し
た
。

P
介
石
は
、
と
り
わ
け
ト
ー
マ
ス
の
リ
ス
ト
を
「
非
常
な
機
密
」
を
提
供
す
る
も
の
と
し
て
高
く
評
価
し
、
ブ
ロ
ム
ベ
ル
ク
、
ト
ー
マ
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ス
ら
の
「
誠
意
」
を
深
く
認
め
た
う
え
で
、
中
独
交
渉
の
継
続
を
決
意
し
た
の
で
あ
る
（
55
）。

P
介
石
は
翁
文
�
に
ブ
ロ
ム
ベ
ル
ク
へ
の
返

電
を
起
草
す
る
よ
う
委
嘱
し
た
。
そ
れ
は
以
下
の
よ
う
な
文
言
か
ら
な
っ
て
い
た
（
56
）。

委
細
承
知
し
ま
し
た
。
ブ
ロ
ム
ベ
ル
ク
大
臣
の
真
摯
な
態
度
は
敬
服
に
堪
え
ま
せ
ん
。
広
東
に
対
す
る
供
給
が
、
す
で
に
事
実
で
な
い
な
ら

ば
、
中
国
は
必
ず
以
前
の
契
約
を
実
施
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
け
っ
し
て
問
題
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
わ
せ
て
ゼ
ー
ク
ト
将
軍
と
ク
ラ
イ
ン
氏
を
私
に

代
わ
っ
て
安
心
さ
せ
て
下
さ
い
。
・
・
・
・
責
任
代
表
者
の
中
国
派
遣
を
大
い
に
歓
迎
し
ま
す
。

さ
ら
に
四
月
三
日
、
P
介
石
は
、
確
認
の
た
め
、
ゼ
ー
ク
ト
を
通
じ
て
ブ
ロ
ム
ベ
ル
ク
に
以
下
の
よ
う
な
電
報
を
打
っ
た
。「
中
独

協
力
に
関
す
る
ク
ラ
イ
ン
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
完
全
に
信
頼
し
ま
す
。
広
東
へ
の
武
器
供
給
が
あ
る
と
主
張
す
る
情
報
は
完
全
に
誤
り

で
し
た
。
閣
下
の
三
月
二
四
日
付
電
報
と
顧
振
代
表
団
の
詳
細
な
報
告
か
ら
、
こ
の
情
報
が
完
全
に
根
拠
が
な
く
事
実
に
合
致
し
な
い

こ
と
が
示
さ
れ
ま
し
た
。
私
は
中
国
と
協
力
し
よ
う
と
す
る
ド
イ
ツ
政
府
の
真
剣
な
意
欲
を
理
解
し
ま
し
た
。
私
は
そ
れ
を
非
常
に
喜

び
と
し
、
か
つ
満
足
し
ま
し
た
。
顧
振
ら
の
代
表
団
と
さ
ら
に
交
渉
し
、
迅
速
な
成
果
を
達
成
さ
れ
ま
す
よ
う
閣
下
に
お
願
い
い
た
し

ま
す
」
（
57
）。

こ
う
し
て
P
介
石
は
ク
ラ
イ
ン
の
広
東
で
の
陰
謀
に
目
を
つ
む
り
、
南
京
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
成
立
を
優
先
す
る
こ
と
に
決
し
た
の
で

あ
る
。

中
独
条
約
の
調
印
と
ヒ
ト
ラ
ー
・
P
介
石
の
交
歓

一
九
三
六
年
四
月
八
日
、
シ
ャ
ハ
ト
は
中
国
訪
独
団
と
の
間
で
中
独
（
H
A
P
R
O
）
条
約
を
締
結
し
た
。
そ
の
主
要
条
文
は
以
下

の
ご
と
く
で
あ
っ
た
。
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（
１
）
中
国
政
府
は
、
中
国
政
府
と
ハ
ン
ス
・
ク
ラ
イ
ン
氏
が
一
九
三
四
年
八
月
二
三
日
に
締
結
し
た
物
資
交
換
契
約
を
ド
イ
ツ
政
府
が
継
承

す
る
こ
と
に
同
意
す
る
。

（
２
）
ド
イ
ツ
政
府
は
中
国
政
府
に
一
億
R
M
の
商
品
信
用
借
款
を
提
供
す
る
。

（
３
）
中
国
政
府
は
物
資
交
換
契
約
に
基
づ
き
こ
の
商
品
信
用
借
款
を
ド
イ
ツ
工
業
産
品
お
よ
び
そ
の
他
の
生
産
物
の
輸
入
に
用
い
る
こ
と
が

で
き
る
（
58
）。

中
独
条
約
の
締
結
に
よ
り
ド
イ
ツ
は
対
中
国
物
々
交
換
事
業
の
国
家
に
よ
る
運
営
を
図
っ
た
。
こ
の
条
約
の
成
立
に
よ
り
ド
イ
ツ
は

一
億
R
M
の
借
款
を
与
え
て
中
国
中
央
政
府
の
武
器
輸
入
を
可
能
と
し
、
中
国
は
タ
ン
グ
ス
テ
ン
を
始
め
と
す
る
鉱
業
資
源
お
よ
び
そ

の
他
の
農
業
資
源
で
こ
れ
を
相
殺
す
る
シ
ス
テ
ム
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
条
約
締
結
を
期
に
、
H
A
P
R
O
は
国
有
化

さ
れ
た
。

一
九
三
六
年
四
月
一
四
日
、
P
介
石
は
来
た
る
ヒ
ト
ラ
ー
の
誕
生
日
（
四
月
二
〇
日
）
に
あ
わ
せ
、
祝
電
を
送
る
と
と
も
に
、「
ド

イ
ツ
と
中
国
と
の
間
の
経
済
的
協
力
関
係
は
、〔
中
独
〕
条
約
の
調
印
に
よ
っ
て
、
偉
大
な
成
果
を
も
た
ら
し
ま
し
た
」
と
述
べ
て
中

独
条
約
調
印
へ
の
満
足
感
を
示
し
た
（
59
）。
こ
れ
に
対
し
ヒ
ト
ラ
ー
は
五
月
一
三
日
、
P
介
石
に
電
報
を
打
ち
、「
中
独
両
国
の
バ
ー
タ
ー

貿
易
は
実
に
両
国
の
経
済
発
展
に
対
し
莫
大
な
利
益
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
閣
下
の
特
別
の
ご
配
慮
を
い
た
だ
い
た
こ
と
に
謹
ん
で

感
謝
申
し
上
げ
ま
す
」
と
述
べ
た
の
で
あ
る
（
60
）。
こ
の
ヒ
ト
ラ
ー
と
P
介
石
の
交
歓
は
、
ま
さ
し
く
中
独
バ
ー
タ
ー
貿
易
が
も
た
ら
し
た

両
国
の
友
好
関
係
の
頂
点
を
示
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

陳
済
棠
の
告
白

す
で
に
み
た
よ
う
に
、
三
月
二
六
日
、
国
防
省
国
防
経
済
幕
僚
部
長
ト
ー
マ
ス
は
、
中
国
代
表
団
長
の
顧
振
に
対
し
、
ド
イ
ツ
が
現

在
中
国
に
輸
出
し
て
い
る
武
器
の
リ
ス
ト
を
示
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
国
防
省
・
ト
ー
マ
ス
の
歩
み
寄
り
を
評
価
し
つ
つ
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も
、
翁
文
�
は
、
こ
の
情
報
の
裏
を
取
る
努
力
を
忘
れ
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
四
月
四
日
、
翁
文
�
は
冀
察
政
務
委
員
会
の
宋
哲
元
に

電
報
を
打
ち
、
ド
イ
ツ
か
ら
の
武
器
購
入
に
関
し
て
問
い
質
し
た
が
（
61
）、
四
日
後
の
八
日
、
宋
哲
元
は
翁
文
�
に
返
電
し
、「
未
だ
ド
イ

ツ
と
武
器
購
入
の
契
約
を
締
結
し
て
い
な
い
」
と
返
答
し
た
（
62
）。
こ
れ
は
、「
宋
哲
元
に
歩
兵
銃
お
よ
び
そ
の
弾
一
〇
〇
〇
万
発
、
三
七

ミ
リ
対
戦
車
砲
五
〇
│
一
〇
〇
門
お
よ
び
そ
の
砲
弾
」を
輸
出
し
て
い
る
と
の
ト
ー
マ
ス
の
言
明
と
は
あ
き
ら
か
に
齟
齬
が
あ
っ
た
が
、

い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
電
報
は
、
南
京
中
央
政
府
に
と
っ
て
は
い
ち
お
う
自
身
の
判
断
の
正
当
性
を
裏
書
き
す
る
も
の
と
い
え
た
。

同
じ
八
日
、
翁
文
�
は
、
今
度
は
広
東
の
陳
済
棠
に
電
報
を
打
ち
、
単
刀
直
入
に
「
か
つ
て
防
毒
ガ
ス
機
材
購
入
の
契
約
を
締
結
し

た
か
」
と
問
い
糾
し
た
（
63
）。
三
日
後
の
四
月
一
一
日
、
陳
済
棠
は
翁
文
�
に
以
下
の
よ
う
な
正
直
な
電
報
を
打
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は

ク
ラ
イ
ン
と
ド
イ
ツ
国
防
省
の
主
張
を
根
幹
か
ら
否
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
す
で
に
中
独
条
約
は
成
立
し
て
既
成
事
実
と
な
っ
て

お
り
、
国
民
政
府
と
し
て
は
何
ら
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

「
た
し
か
に
ド
イ
ツ
と
の
あ
い
だ
で
防
毒
ガ
ス
機
材
購
入
の
契
約
を
締
結
し
て
お
り
ま
す
」
（
64
）。

（
1
）
一
二
月
二
九
日
、
ク
ラ
イ
ン
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
向
か
う
船
上
か
ら
翁
文
�
に
電
報
を
打
ち
、「
い
つ
か
ベ
ル
リ
ン
で
ご
尊
顔
を
拝
見
で
き
る
の
が
喜
び
に

た
え
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。「
克
蘭
致
翁
文
�
電
（
一
九
三
五
年
一
二
月
二
九
日
）」『
中
徳
外
交
密
档
』
三
五
三
頁
。

（
2
）「
中
国
代
表
団
之
組
織
及
訪
問
計
画
内
容
」『
中
徳
外
交
密
档
』
三
四
八
│
三
五
三
頁；

「
翁
文
�
復
塞
克
特
電
（
一
九
三
六
年
二
月
一
九
日
）」『
中
徳
外

交
密
档
』
三
五
四
│
三
五
五
頁
。

（
3
）
石
川
禎
治
「
南
京
政
府
期
の
技
術
官
僚
の
形
成
と
発
展
」『
史
林
』
第
七
四
巻
第
二
号
（
一
九
九
一
年
三
月
）
一
〇
頁
。
馬
振
特
『
P
介
石
与
希
特
勒
』

台
北：

東
大
図
書
股
�
公
司
、
五
〇
〇
頁
も
「
H
A
P
R
O
借
款
条
約
交
渉
中
国
側
代
表
」
と
し
か
記
し
て
い
な
い
。『
事
略
稿
本
』
第
三
五
巻
六
八
一
頁

に
紹
介
さ
れ
た
「
顧
振
」
は
ま
っ
た
く
の
別
人
で
、
誤
り
で
あ
る
。『
中
国
人
名
資
料
事
典
』
八
、
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
　
一
九
九
九
年
（『
現
代
中
華
民

国
満
州
帝
国
人
名
鑑
』
昭
和
一
二
年
版
）、
一
三
七
頁
。

（
4
）『
事
略
稿
本
』
第
三
五
巻
六
八
二
頁
。
一
九
三
八
年
一
一
月
一
三
日
に
発
生
し
た
長
沙
大
火
の
際
、
�
悌
は
長
沙
警
備
司
令
の
任
に
あ
っ
た
が
、
そ
の
後

蒋
介
石
に
責
任
を
問
わ
れ
、
処
刑
さ
れ
た
。
中
国
現
代
史
辞
典
編
輯
委
員
会
編
『
中
国
現
代
史
辞
典
│
│
人
物
部
分
』
台
北：

近
代
中
国
出
版
社
　
一
九

八
五
年
、
六
一
九
│
六
二
〇
頁
。

（
5
）『
事
略
稿
本
』
一
九
三
六
年
一
月
五
日
条
、
第
三
五
巻
四
一
│
四
三
頁
。
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（
6
）W

on
W

en
H

au
an

Seecktvom
4.Januar

1936,in:B
A

-M
A

,W
iIF5/370,T

eil1;

「
翁
文
�
復
克
蘭
電
稿
（
一
九
三
六
年
一
月
三
〇
日
）」『
中
徳
外
交
密

档
』
四
七
三
│
四
七
四
頁
。

（
7
）「
克
蘭
報
告
与
徳
方
要
員
商
談
中
徳
関
係
事
致
P
介
石
等
電
（
一
九
三
六
年
一
月
一
六
日
）」『
中
徳
外
交
密
档
』
八
│
九
頁
。
い
ま
ま
で
一
九
三
六
年
一

月
一
五
日
の
ブ
ロ
ム
ベ
ル
ク
＝
シ
ャ
ハ
ト
＝
リ
ッ
ベ
ン
ト
ロ
ッ
プ
会
談
に
関
す
る
ド
イ
ツ
側
史
料
は
発
見
さ
れ
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
に
触
れ

た
研
究
も
存
在
し
な
い
。

（
8
）
田
嶋
信
雄
『
ナ
チ
ズ
ム
極
東
戦
略
』
講
談
社
　
一
九
九
七
年
、
五
六
│
六
〇
頁
、
参
照
。

（
9
）
P
介
石
が
こ
の
時
点
で
ク
ラ
イ
ン
の
広
東
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
承
認
し
た
文
書
は
い
ま
の
と
こ
ろ
見
い
だ
せ
な
い
。

（
10
）A

ufzeichnung
E

rdm
annsdorffs

vom
24.Januar1936,in:A

D
A

P
,Serie

C
,B

d.IV
,D

ok.N
r.517,S.1011.

（
11
）「
克
蘭
致
翁
文
�
等
電
（
一
九
三
六
年
一
月
二
七
日
）」『
中
徳
外
交
密
档
』
三
五
五
│
三
五
六
頁
。

（
12
）H

ans
M

eier-W
elcker,Seeckt,Frankfurta.M

.,1967,S.692.

（
13
）「
顧
振
致
翁
文
�
電
（
一
九
三
六
年
二
月
二
七
日
）」『
中
徳
外
交
密
档
』
三
六
一
│
三
六
二
頁
。

（
14
）「
�
悌
等
致
P
介
石
密
電
（
一
九
三
六
年
三
月
二
日
）」『
中
徳
外
交
密
档
』
三
六
二
頁
。

（
15
）B

lom
berg

an
die

dreiW
ehrm

achtteilen
vom

28.Februar1936,in:B
A

-M
A

,R
M

11/2/v.C
ase

3/2/48899.

（
16
）„R

eiseplan“,in:B
A

-M
A

,R
M

11/2/v.C
ase

3/2/48899.

（
17
）『
翁
文
�
年
譜
』
一
〇
四
頁
。

（
18
）「
克
蘭
致
翁
文
�
電
（
一
九
三
六
年
二
月
一
〇
日
）」
に
、
一
月
一
五
日
付
ゼ
ー
ク
ト
の
督
促
へ
の
言
及
が
あ
る
。『
中
徳
外
交
密
档
』
二
三
七
頁
。

（
19
）「
徳
国
防
部
長
奉
孔
部
長
電
（
一
九
三
六
年
一
月
三
〇
日
）」『
中
徳
外
交
密
档
』
二
三
六
頁
。

（
20
）「
克
蘭
致
翁
文
�
等
電
（
一
九
三
六
年
一
月
三
一
日
）」『
中
徳
外
交
密
档
』
二
三
六
頁
。

（
21
）「
克
蘭
致
翁
文
�
電
（
一
九
三
六
年
二
月
一
〇
日
）」『
中
徳
外
交
密
档
』
二
三
七
頁
。

（
22
）『
翁
文
�
日
記
』
一
月
二
八
日
条
、
一
一
│
一
二
頁
。

（
23
）
原
電
は
未
発
見
だ
が
「
克
蘭
致
翁
文
�
等
電
（
一
九
三
六
年
一
月
三
一
日
）」『
中
独
外
交
密
档
』
二
三
六
頁
か
ら
日
付
と
内
容
が
分
か
る
。

（
24
）『
翁
文
�
日
記
』
一
九
三
六
年
二
月
九
日
条
、
一
五
頁
。

（
25
）「
翁
文
�
致
孔
祥
煕
函
稿
（
一
九
三
六
年
三
月
六
日
）」『
中
徳
外
交
密
档
』
二
四
〇
│
二
四
一
頁
。

（
26
）『
翁
文
�
日
記
』
一
九
三
六
年
一
月
二
八
日
条
、
一
一
│
一
二
頁；

「
翁
文
�
復
克
蘭
電
稿
（
一
九
三
六
年
一
月
三
〇
日
）」『
中
徳
外
交
密
档
』
四
七
三

│
四
七
四
頁
。

（
27
）『
翁
文
�
年
譜
』
一
〇
九
頁；

「
翁
文
�
致
孔
祥
熙
函
稿
（
一
九
三
六
年
三
月
六
日
）」『
中
徳
外
交
密
档
』
二
四
〇
頁
。

（
28
）『
翁
文
�
日
記
』
一
九
三
六
年
三
月
一
八
日
条
、
二
八
頁
。

（
29
）「
翁
文
�
致
克
蘭
電
稿
（
一
九
三
六
年
一
月
一
六
日
）」『
中
徳
外
交
密
档
』
四
七
二
頁
。

（
30
）「
克
蘭
致
翁
文
�
電
（
一
九
三
六
年
一
月
一
六
日
）」『
中
徳
外
交
密
档
』
四
七
二
頁
。
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（
31
）『
翁
文
�
日
記
』
一
九
三
六
年
一
月
二
八
日
条
、
一
二
頁
。

（
32
）T

rautm
ann

an
das

A
A

vom
8.Februar1936,in:PA

dA
A

,„ProjektK
lein“,6680/H

096342.

（
33
）T

rautm
ann

an
das

A
A

vom
11.Februar1936,in:A

D
A

P
,SerieC

,B
d.IV

,D
ok.N

r.552,S.1094.
（
34
）A

nm
erkung

derH
erausgeber(1),in:A

D
A

P
,SerieC

,B
d.IV

,S.1094.
（
35
）A

nm
erkung

des
A

A
s

zum
Schreiben

T
hom

as
an

das
A

A
vom

14.Februar1936,in:
PA

dA
A

,„ProjektK
lein“,6680/H

096350.

（
36
）
国
防
省
の
P
介
石
宛
直
接
電
報
の
原
文
は
未
発
見
で
あ
る
が
、
以
下
の
二
つ
の
電
報
か
ら
内
容
と
お
お
ま
か
な
発
電
時
期
を
確
認
で
き
る
。「
顧
振
等
致

翁
文
�
電
（
一
九
三
六
年
二
月
二
六
日
）」『
中
徳
外
交
密
档
』
三
六
〇
│
三
六
一
頁；

T
rautm

ann
an

das
A

A
vom

20.M
ärz

1936,in:PA
dA

A
,„Projekt

K
lein“,6680/H

096383-384.

（
37
）A

nm
erkung

derH
erausgeber(2),in:A

D
A

P
,SerieC

,B
d.IV

,S.1094.

（
38
）T

rautm
ann

an
das

A
A

vom
19.M

ärz
1936,in:A

D
A

P
,SerieC

,B
d.V

,D
ok.N

r.156,S.188-189.

（
39
）「
翁
文
�
致
顧
振
電
（
一
九
三
六
年
三
月
一
九
日
）」『
中
徳
外
交
密
档
』
三
六
三
頁；

『
翁
文
�
日
記
』
一
九
三
六
年
三
月
一
九
日
条
、
二
八
頁
。

（
40
）T

rautm
ann

an
das

A
A

vom
20.M

ärz
1936,in:PA

dA
A

,„P
rojektK

lein“,6680/H
096383-384.

（
41
）「
顧
振
等
致
翁
文
�
電
（
一
九
三
六
年
三
月
二
二
日
）」『
中
徳
外
交
密
档
』
三
六
五
頁
。

（
42
）B

lom
berg

an
C

hiang
K

ai-shek
vom

24.M
ärz

1936,in:A
D

A
P

,SerieC
,B

d.V
,D

ok.N
r.206,S.263.

（
43
）「
顧
振
等
致
翁
文
�
電
（
一
九
三
六
年
三
月
二
四
日
）」『
中
徳
外
交
密
档
』
三
六
六
│
三
六
七
頁
。

（
44
）『
事
略
稿
本
』
一
九
三
六
年
三
月
二
八
日
条
、
第
三
六
巻
一
九
五
│
一
九
八
頁
、「
敬
電
」（「
敬
」
は
二
四
日
を
示
す
符
号
）
に
関
す
る
記
述
。

（
45
）
同
上
。

（
46
）B

lom
berg

an
Falkenhausen

vom
25.M

ärz
1936,in:PA

dA
A

,„ProjektK
lein“,6680/H

096411-412.

（
47
）B

lom
berg

an
N

erutath
vom

25.M
ärz

1936,in:A
D

A
P

,Serie
C

,B
d.V

,D
ok.N

r.217,S.283-284.

（
48
）A

ufzeichnung
V

oss
vom

30.M
ärz

1936,in:A
D

A
P

,Serie
C

,B
d.V

,D
ok.N

r.235,S.318.

各
種
史
料
を
検
討
し
て
も
、「
数
日
後
」
に
ク
ラ
イ
ン
が
ノ

イ
ラ
ー
ト
を
訪
問
し
た
形
跡
は
見
あ
た
ら
な
い
。

（
49
）「
顧
振
致
翁
文
�
電
（
一
九
三
六
年
三
月
二
六
日
）」『
中
徳
外
交
密
档
』
三
六
八
頁
。
当
時
の
第
三
帝
国
の
対
中
国
武
器
輸
出
政
策
全
般
に
関
し
て
は
、

田
嶋
信
雄
「
武
器
輸
出
解
禁
の
政
治
過
程
―
―
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
と
対
中
国
武
器
輸
出
問
題
　
一
九
三
三
│
一
九
三
六
年
」
成
城
大
学
法
学
会
編
『
二
一

世
紀
に
お
け
る
法
学
と
政
治
学
の
諸
相
』
信
山
社
　
二
〇
〇
九
年
、
一
六
一
│
二
一
四
頁
、
参
照
。

（
50
）A

ufzeichnung
V

oss
vom

4.M
ärz

1936,in:PA
dA

A
,„ProjektK

lein“,6680/H
096369-372.

（
51
）A
ufzeichnung

V
oss

vom
31.M

ärz
1936,in:A

D
A

P
,Serie

C
,B

d.V
,D

ok.N
r.239,S.324-328.

（
52
）「
対
中
国
国
際
援
助
問
題
に
関
す
る
情
報
部
長
の
非
公
式
会
談
」
外
務
省
編
『
日
本
外
交
年
表
竝
主
要
文
書
』
下
、
原
書
房
　
二
〇
〇
七
年
、
二
八
四
│

二
八
六
頁
。

（
53
）A

ufzeichnung
E

rdm
annsdorffs

vom
31.M

ärz
1936,in:A

D
A

P
,Serie

C
,B

d.V
,D

ok.N
r.238,S.323-324.
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（
54
）「
翁
文
�
等
致
顧
振
等
電
（
一
九
三
六
年
三
月
二
五
日
）」『
中
徳
外
交
密
档
』
三
六
七
頁
。

（
55
）「
翁
文
�
等
致
顧
振
等
電
（
一
九
三
六
年
三
月
二
八
日
）」『
中
徳
外
交
密
档
』
三
六
九
│
三
七
〇
頁
。

（
56
）『
事
略
稿
本
』
一
九
三
六
年
三
月
二
六
日
条
、
第
三
六
巻
一
九
七
│
一
九
八
頁
。

（
57
）C

hang
K

ai-shek
an

B
lom

berg
vom

4.A
pril1936,in:A

D
A

P
,Serie

C
,B

d.V
,D

ok.N
r.254,S.356-357.

（
58
）
四
条
以
下
は
つ
ぎ
の
通
り
。

（
４
）
中
国
政
府
及
び
ド
イ
ツ
政
府
は
、
中
国
政
府
が
ド
イ
ツ
で
お
こ
な
う
べ
き
公
的
支
払
い
、
ド
イ
ツ
政
府
が
中
国
で
お
こ
な
う
べ
き
公
的
支
払
い
を
物

資
交
換
協
定
に
よ
っ
て
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
５
）
商
品
信
用
借
款
は
、
物
資
交
換
協
定
に
基
づ
く
中
国
の
農
鉱
原
料
の
供
給
を
通
じ
て
随
時
弁
済
し
ま
た
は
全
額
を
継
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
６
）
商
品
信
用
借
款
お
よ
び
中
国
が
ド
イ
ツ
に
有
す
る
貸
し
金
は
中
国
政
府
な
い
し
そ
の
全
権
代
表
者
が
処
理
す
る
。

（
７
）
ド
イ
ツ
政
府
は
一
億
R
M
の
商
品
信
用
借
款
を
ド
イ
ツ
手
形
割
引
銀
行
（D

eusche
G

olddiskontbank

）
に
お
い
て
提
供
し
、
商
品
信
用
借
款
お
よ
び

貨
物
交
換
に
よ
り
生
ず
る
支
払
い
手
続
き
を
同
銀
行
に
委
託
す
る
。

（
８
）
中
国
政
府
は
貨
物
交
換
に
よ
り
生
ず
る
支
払
い
手
続
き
を
中
国
中
央
銀
行
に
委
託
す
る
。

（
９
）
こ
の
商
品
信
用
借
款
に
は
手
数
料
は
含
ま
れ
な
い
。

（
10
）
提
供
さ
れ
た
信
用
お
よ
び
原
料
供
給
に
よ
り
生
ず
る
貸
し
金
の
利
子
は
年
利
五
％
と
し
、
雑
費
手
数
料
を
含
ま
な
い
。

（
11
）﹇
仲
裁
裁
判
条
項
、
略
﹈。

（
12
）
こ
の
商
品
信
用
借
款
付
帯
契
約
は
、
独
文
お
よ
び
中
文
そ
れ
ぞ
れ
二
通
を
作
成
す
る
。
中
国
全
権
代
表
は
、
ド
イ
ツ
語
成
文
が
中
国
語
の
成
文
と
内

容
的
に
完
全
に
一
致
す
る
と
声
明
す
る
。

K
reditzusatzvertrag

zu
dem

zw
ischen

derchinesischen
R

egierung
und

H
ans

K
lein

abgeschlossenen
W

arenaustausch-V
ertrag

vom
23.A

ugust1934,
B

erlin
,den

8.A
pril1936,in:A

D
A

P
,Serie

C
,B

d.V
,D

ok.N
r.270,S.382-383;

「
中
徳
信
用
借
款
合
同
（
一
九
三
六
年
四
月
八
日
）」『
中
徳
外
交
密
档
』

三
二
九
│
三
三
〇
頁
。

（
59
）C

hang
K

aiShek
an

H
itlervom

14.A
pril1936,in:PA

dA
A

,„ProjektK
lein“,6680/H

096416.

（
60
）「
希
特
勒
為
発
展
対
華
合
作
事
致
P
介
石
電
（
一
九
三
六
年
五
月
一
三
日
）」、『
中
徳
外
交
密
档
』
四
│
五
頁
。

（
61
）『
翁
文
�
日
記
』
一
九
三
六
年
四
月
四
日
条
、
三
三
頁
。

（
62
）『
翁
文
�
日
記
』
一
九
三
六
年
四
月
八
日
条
、
三
四
頁
。

（
63
）『
翁
文
�
日
記
』
一
九
三
六
年
四
月
八
日
条
、
三
四
頁
。

（
64
）『
翁
文
�
日
記
』
一
九
三
六
年
四
月
一
一
日
条
、
三
五
頁
。
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五

ラ
イ
ヒ
ェ
ナ
ウ
の
訪
中
と
、
親
日
派
に
対
す
る
国
防
省
の
闘
争

１
　
親
日
派
と
の
闘
争

日
独
防
共
協
定
交
渉
の
進
展

中
独
条
約
成
立
を
め
ぐ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
政
治
勢
力
が
抗
争
を
繰
り
返
し
て
い
た
こ
ろ
、
ベ
ル
リ
ン
で
は
、
国
防
省
内
で
例
外
的
に

親
日
派
的
な
姿
勢
を
取
っ
て
い
た
防
諜
部
長
カ
ナ
ー
リ
ス
と
、
や
は
り
外
務
省
内
で
独
自
に
行
動
し
て
い
た
軍
縮
問
題
全
権
代
表
（
一

九
三
六
年
八
月
以
降
駐
英
大
使
）
リ
ッ
ベ
ン
ト
ロ
ッ
プ
が
、
武
器
商
人
ハ
ッ
ク
（Friedrich

H
ack

）
を
仲
介
人
と
し
て
ド
イ
ツ
駐
在
日

本
陸
軍
武
官
大
島
浩
を
相
手
に
日
独
防
共
協
定
交
渉
を
お
こ
な
っ
て
い
た
。
交
渉
は
一
九
三
五
年
九
月
に
開
始
さ
れ
、
同
年
一
一
月
に

は
協
定
の
枠
組
み
は
ほ
ぼ
完
成
し
て
い
た
が
、
ド
イ
ツ
外
務
省
は
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
中
立
政
策
の
維
持
の
観
点
か
ら
、
ま
た
国
防
省

は
ク
ラ
イ
ン
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
貫
徹
の
観
点
か
ら
、
連
合
し
て
こ
の
親
日
派
に
よ
る
日
独
交
渉
に
激
し
く
反
対
し
て
い
た
。

そ
れ
に
加
え
、
一
九
三
五
年
秋
、
イ
タ
リ
ア
に
よ
る
エ
チ
オ
ピ
ア
侵
略
の
本
格
化
、
エ
チ
オ
ピ
ア
問
題
を
め
ぐ
る
い
わ
ゆ
る
ホ
ー

ア
＝
ラ
ヴ
ァ
ル
案
の
公
表
と
挫
折
、
関
東
軍
・
天
津
軍
に
よ
る
華
北
分
離
工
作
の
進
展
、
広
田
防
共
外
交
と
日
中
独
三
国
防
共
協
定
案

の
成
立
と
挫
折
な
ど
、
国
際
政
治
情
勢
の
変
動
が
重
な
っ
た
た
め
、
交
渉
は
中
断
し
た
。
さ
ら
に
翌
一
九
三
六
年
二
月
の
二
・
二
六
事

件
は
こ
う
し
た
趨
勢
に
拍
車
を
か
け
る
こ
と
と
な
り
、
日
独
防
共
協
定
交
渉
の
ゆ
く
末
は
ま
っ
た
く
不
透
明
な
も
の
と
な
っ
た
。

中
独
条
約
は
、
こ
う
し
た
な
か
で
成
立
し
た
た
め
、
以
後
、
ド
イ
ツ
政
府
の
内
部
で
は
、
国
防
省
、
外
務
省
、
親
日
派
の
い
わ
ば
三

つ
巴
の
抗
争
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
（
1
）。

ラ
イ
ヒ
ェ
ナ
ウ
の
中
国
訪
問
計
画
を
め
ぐ
る
対
立

三
つ
巴
の
抗
争
の
直
接
の
契
機
は
、
中
独
条
約
の
実
施
過
程
の
視
察
を
目
的
と
す
る
ラ
イ
ヒ
ェ
ナ
ウ
の
訪
中
計
画
で
あ
っ
た
。
一
九
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三
五
年
一
〇
月
に
第
七
軍
管
区
（
ミ
ュ
ン
ヒ
ェ
ン
）
師
団
長
に
転
出
後
も
こ
の
中
独
条
約
交
渉
に
か
か
わ
り
続
け
た
ラ
イ
ヒ
ェ
ナ
ウ
は
、

ド
イ
ツ
国
防
軍
の
親
中
姿
勢
を
明
示
す
る
こ
と
も
兼
ね
、
五
月
下
旬
に
中
国
訪
問
の
途
に
つ
く
こ
と
と
な
る
。

五
月
四
日
、
訪
中
計
画
を
説
明
す
る
た
め
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
シ
ュ
ト
ラ
ー
セ
に
外
務
次
官
ビ
ュ
ー
ロ
を
訪
ね
た
ラ
イ
ヒ
ェ
ナ
ウ
は
、
中

国
旅
行
の
「
主
目
的
」
と
し
て
「
P
介
石
と
の
関
係
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
」
を
挙
げ
、
加
え
て
、
基
本
的
に
は
軍
需
品
と
兵
器
工
場
か

ら
な
る
中
国
の
発
注
に
対
し
「
シ
ャ
ハ
ト
経
済
相
が
一
億
ラ
イ
ヒ
ス
マ
ル
ク
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
を
用
意
し
た
」
と
告
げ
た
の
で
あ
る
。
さ

ら
に
ラ
イ
ヒ
ェ
ナ
ウ
は
、
ド
イ
ツ
に
よ
る
中
国
の
軍
拡
は
「
長
期
的
な
優
先
順
位
」
を
有
し
て
い
る
と
語
り
、
こ
の
優
先
順
位
は
「
日

独
接
近
と
は
両
立
し
な
い
」
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
ラ
イ
ヒ
ェ
ナ
ウ
に
よ
れ
ば
、
当
時
ブ
ロ
ム
ベ
ル
ク
も
、
日
独
防
共
協
定
交
渉
の

停
滞
を
背
景
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
語
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。「
日
本
へ
の
接
近
は
ま
っ
た
く
問
題
に
な
ら
な
い
。
リ
ッ
ベ
ン
ト
ロ
ッ

プ
氏
の
日
本
と
の
交
渉
は
中
止
さ
れ
た
」
（
2
）。

こ
の
ラ
イ
ヒ
ェ
ナ
ウ
の
主
張
に
対
し
、
中
独
条
約
成
立
直
前
に
出
さ
れ
た
フ
ォ
ス
と
エ
ー
ル
ト
マ
ン
ス
ド
ル
フ
の
鑑
定
書
を
踏
ま
え

て
い
た
ビ
ュ
ー
ロ
は
、
中
独
条
約
に
関
し
さ
ま
ざ
ま
な
具
体
的
疑
念
を
挙
げ
て
批
判
し
た
の
ち
、「
用
意
さ
れ
た
資
金
は
お
そ
ら
く
大

部
分
無
駄
に
な
る
だ
ろ
う
」
と
ま
で
述
べ
、
国
防
省
が
推
進
し
て
き
た
や
み
く
も
な
中
国
政
策
に
あ
か
ら
さ
ま
な
不
快
感
を
示
し
た
の

で
あ
る
。
加
え
て
ビ
ュ
ー
ロ
は
、「
国
防
省
も
、
日
独
交
渉
に
際
し
、
非
常
に
強
く
関
与
し
た
で
は
な
い
か
」
と
主
張
し
、
日
独
交
渉

に
お
け
る
国
防
省
防
諜
部
長
カ
ナ
ー
リ
ス
の
積
極
的
役
割
に
関
し
、
ラ
イ
ヒ
ェ
ナ
ウ
に
痛
烈
な
皮
肉
を
投
げ
か
け
た
の
で
あ
る
（
3
）。

国
防
省
の
理
論
武
装

こ
の
こ
ろ
、
中
独
条
約
の
成
立
と
ラ
イ
ヒ
ェ
ナ
ウ
の
訪
中
計
画
を
受
け
て
ブ
ロ
ム
ベ
ル
ク
は
、
親
中
路
線
の
貫
徹
に
全
力
を
傾
注
し

て
い
た
。
か
れ
は
ま
ず
五
月
六
日
、
陸
海
空
三
軍
に
対
し
、「
中
国
政
府
が
ド
イ
ツ
軍
需
産
業
に
要
求
し
て
い
る
供
給
を
、
ド
イ
ツ

〔
国
防
軍
〕
の
物
資
調
達
計
画
に
編
入
せ
よ
」
と
い
う
驚
く
べ
き
指
示
を
お
こ
な
っ
た
（
4
）。
す
な
わ
ち
こ
の
措
置
に
よ
り
、
第
三
帝
国
の

軍
拡
政
策
と
中
国
の
軍
拡
政
策
は
、
有
機
的
か
つ
密
接
に
結
合
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
つ
い
で
同
日
、
ブ
ロ
ム
ベ
ル
ク
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は
在
華
軍
事
顧
問
団
長
フ
ァ
ル
ケ
ン
ハ
ウ
ゼ
ン
に
書
簡
を
送
り
、「
総
統
の
完
全
な
了
解
の
下
に
」
ラ
イ
ヒ
ェ
ナ
ウ
を
三
ヶ
月
間
訪
中

さ
せ
る
こ
と
を
伝
え
、「
我
が
〔
中
独
〕
関
係
の
一
層
の
強
化
」
の
た
め
「
全
力
で
わ
れ
わ
れ
の
諸
計
画
を
促
進
す
る
よ
う
」
求
め
た

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
ク
ラ
イ
ン
・
H
A
P
R
O
お
よ
び
国
防
省
の
路
線
に
批
判
的
で
あ
っ
た
フ
ァ
ル
ケ
ン
ハ
ウ
ゼ
ン
に
屈
服

を
迫
る
意
味
を
も
含
ん
で
い
た
と
い
え
よ
う
（
5
）。

さ
ら
に
ブ
ロ
ム
ベ
ル
ク
は
、
親
日
路
線
、
と
り
わ
け
日
独
軍
事
協
定
構
想
を
抑
制
す
る
た
め
、
五
月
一
二
日
、
三
軍
指
導
部
お
よ
び

国
防
経
済
幕
僚
部
長
ト
ー
マ
ス
に
対
し
、「
極
東
に
お
け
る
権
力
要
因
と
し
て
の
日
本
」
を
テ
ー
マ
と
す
る
レ
ポ
ー
ト
の
提
出
を
命
じ

た
の
で
あ
る
。
こ
の
命
令
は
中
独
提
携
論
・
日
独
協
定
反
対
論
の
「
理
論
武
装
」
を
目
的
と
し
て
い
た
と
い
え
る
が
、
そ
の
際
提
出
締

め
切
り
を
五
月
一
九
日
と
し
て
い
た
こ
と
は
、
明
ら
か
に
ラ
イ
ヒ
ェ
ナ
ウ
の
訪
中
（
五
月
下
旬
）
を
前
提
と
し
た
う
え
で
の
こ
と
で

あ
っ
た
。

こ
の
要
請
に
対
し
五
月
一
日
、
国
防
経
済
幕
僚
部
長
ト
ー
マ
ス
は
、「
日
本
の
国
防
経
済
情
勢
」
と
題
す
る
報
告
を
起
草
し
、
次
の

よ
う
に
結
論
を
下
し
て
い
た
。「
日
本
は
、
た
ん
に
中
国
に
対
し
て
の
み
積
極
的
な
経
済
戦
争
上
の
措
置
を
と
る
こ
と
が
可
能
な
状
態

に
あ
る
」
（
6
）。
ま
た
、
空
軍
も
五
月
一
八
日
、
極
東
ソ
連
空
軍
と
の
関
係
に
関
し
、
次
の
よ
う
に
主
張
し
た
。「〔
極
東
ソ
連
空
軍
の
〕
脅

威
は
、
日
本
の
航
空
戦
力
を
釘
付
け
に
し
得
る
状
態
に
あ
る
。
さ
ら
に
ロ
シ
ア
は
、
短
期
間
の
う
ち
に
西
部
か
ら
多
数
の
編
隊
を
極
東

に
召
集
し
う
る
状
態
に
あ
る
」
（
7
）。
つ
い
で
五
月
一
九
日
、
海
軍
も
つ
ぎ
の
よ
う
に
報
告
し
た
。「
両
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
国
家
が
共
同

で
行
動
す
る
場
合
に
は
、
長
期
戦
に
な
れ
ば
、
日
本
は
、
経
済
上
の
シ
ー
レ
ー
ン
の
ほ
ぼ
完
全
な
遮
断
に
よ
り
、
敗
北
に
追
い
込
ま
れ

よ
う
」
（
8
）。

し
か
し
圧
巻
は
陸
軍
参
謀
本
部
の
一
五
頁
に
わ
た
る
詳
細
な
報
告
で
あ
っ
た
。
第
三
課
長
シ
ュ
テ
ュ
ル
プ
ナ
ー
ゲ
ル
は
、
参
謀
総
長

ベ
ッ
ク
（L

udw
ig

B
eck

）
の
承
認
を
得
た
の
ち
、
五
月
一
六
日
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
報
告
を
提
出
し
た
の
で
あ
る
。「
日
ソ
戦
争
が
勃
発

、
、
、
、
、
、
、

し
て
も

、
、
、

、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
ソ
連
の
権
力
政
治
上
の
立
場
に
決
定
的
な
影
響
を
与
え
る
と
は
け
っ
し
て
考
え
ら
れ
な
い

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

。
む
し
ろ

、
、
、

日
ソ
戦
争
は

、
、
、
、
、

、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
日
本
の
同
盟
国
を
イ
ギ
リ
ス
お
よ
び
ア
メ
リ
カ
と
の
重
大
な
紛
争
に
巻
き
込
む
で
あ
ろ
う

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

」
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（
強
調
原
文
）
（
9
）。
こ
の
結
論
は
、
日
独
軍
事
同
盟
を
締
結
し
た
場
合
、
日
ソ
戦
争
が
勃
発
す
れ
ば
ド
イ
ツ
は
イ
ギ
リ
ス
お
よ
び
ア
メ
リ

カ
と
の
軍
事
的
紛
争
状
態
に
陥
る
と
の
危
惧
を
深
刻
に
表
明
し
た
も
の
で
あ
り
、
日
独
協
定
交
渉
に
関
し
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
上
の
「
防

共
協
定
」
は
甘
受
す
る
場
合
が
あ
る
と
し
て
も
、
日
独
軍
事
協
定
だ
け
は
全
力
で
阻
止
せ
ん
と
す
る
ド
イ
ツ
国
防
軍
の
決
意
を
再
確
認

し
た
も
の
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

事
実
ブ
ロ
ム
ベ
ル
ク
は
、
こ
の
報
告
を
受
け
て
、
当
時
の
ド
イ
ツ
の
他
の
政
策
参
画
者
に
対
し
、
積
極
的
に
日
独
接
近
へ
の
疑
念
を

訴
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
た
と
え
ば
五
月
二
七
日
、
か
れ
は
航
空
相
ゲ
ー
リ
ン
グ
、
経
済
相
兼
ラ
イ
ヒ
ス
バ
ン
ク
総
裁
シ
ャ
ハ
ト
、
財

務
相
ク
ロ
ー
ジ
ク
（L

utz
G

raf
Schw

erin
von

K
rosigk

）、
プ
ロ
イ
セ
ン
財
務
相
ポ
ー
ピ
ッ
ツ
（Johannes

Popitz

）
ら
が
出
席
す
る
原

料
・
外
国
為
替
に
関
す
る
会
議
で
発
言
し
、「
日
本
へ
の
接
近
に
つ
い
て
は
慎
重
な
行
動
が
必
要
で
あ
る
。
目
下
の
と
こ
ろ
満
洲
国
を

承
認
す
れ
ば
、
ク
ラ
イ
ン
氏
に
よ
り
中
国
で
進
行
中
の
諸
計
画
に
壊
滅
的
な
打
撃
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
」、「
日
本
は
軍
事
的
権
力
要
因

と
し
て
は
問
題
が
多
い
」
と
主
張
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
シ
ャ
ハ
ト
も
、「
ク
ラ
イ
ン
氏
は
中
国
か
ら
食
糧
の
輸
入
を
予

定
し
て
い
る
の
で
、
私
は
つ
ね
に
か
れ
の
努
力
を
支
援
し
て
き
た
」
と
語
り
、
国
防
軍
の
路
線
へ
の
同
調
を
示
し
た
（
10
）。

デ
ィ
ル
ク
セ
ン
お
よ
び
ト
ラ
ウ
ト
マ
ン
の
帰
国
と
外
務
省
＝
国
防
省
連
合

と
こ
ろ
で
、
こ
の
五
月
半
ば
、
駐
日
大
使
デ
ィ
ル
ク
セ
ン
が
病
気
療
養
を
理
由
に
一
時
帰
国
し
て
い
た
。
デ
ィ
ル
ク
セ
ン
は
、
日
独

協
定
交
渉
の
存
在
を
東
京
で
察
知
し
て
以
来
、
外
務
省
の
中
で
は
例
外
的
に
日
独
協
定
締
結
に
積
極
的
に
賛
成
し
て
お
り
、
ベ
ル
リ
ン

で
の
親
日
論
の
推
進
に
意
欲
を
燃
や
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
か
れ
は
ま
ず
五
月
一
九
日
、
ブ
ロ
ム
ベ
ル
ク
と
会
談
し
、
中
独
協
定
お
よ

び
ラ
イ
ヒ
ェ
ナ
ウ
の
旅
行
に
つ
い
て
「
日
独
関
係
へ
の
負
担
を
最
小
限
に
す
る
よ
う
」
要
請
し
、
そ
の
た
め
の
方
法
と
し
て
、
一
、
ラ

イ
ヒ
ェ
ナ
ウ
は
中
国
の
み
な
ら
ず
日
本
を
も
訪
問
す
る
、
二
、
ド
イ
ツ
の
中
国
で
の
諸
計
画
が
公
に
な
る
前
に
適
宜
そ
れ
ら
を
日
本
側

に
通
知
す
る
、
の
二
点
を
提
案
し
た
。
こ
れ
に
対
し
ブ
ロ
ム
ベ
ル
ク
は
、
日
本
へ
の
通
告
に
は
一
応
賛
意
を
示
し
な
が
ら
も
、「
ラ
イ

ヒ
ェ
ナ
ウ
将
軍
は
P
介
石
に
対
す
る
私
の
個
人
的
な
信
任
者
と
し
て
旅
行
す
る
」
と
述
べ
て
、
ラ
イ
ヒ
ェ
ナ
ウ
の
日
本
訪
問
に
関
し
あ
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か
ら
さ
ま
な
難
色
を
示
し
た
（
11
）。
さ
ら
に
デ
ィ
ル
ク
セ
ン
は
五
月
二
四
日
、
ラ
イ
ヒ
ェ
ナ
ウ
に
書
簡
を
送
り
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
泣
き
つ
い

て
い
た
。「
貴
下
の
日
本
旅
行
を
実
現
す
る
た
め
可
能
な
限
り
の
こ
と
を
し
て
く
だ
さ
い
。
我
が
国
の
対
日
関
係
へ
の
重
大
な
悪
影
響

を
回
避
す
る
た
め
に
は
、
貴
下
〔
の
日
本
訪
問
〕
が
唯
一
の
、
か
つ
非
常
に
有
効
な
手
段
で
あ
る
と
私
に
は
思
わ
れ
ま
す
」
（
12
）。

し
か
し
、
こ
の
デ
ィ
ル
ク
セ
ン
の
要
請
に
対
し
、
ラ
イ
ヒ
ェ
ナ
ウ
は
何
ら
耳
を
貸
す
こ
と
が
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
五
月
二
五
日

ご
ろ
に
外
務
省
政
務
局
長
デ
ィ
ー
ク
ホ
ー
フ
（H

ans
H

einrich
D

ieckhoff

）
お
よ
び
陸
軍
参
謀
総
長
ベ
ッ
ク
（L

udw
ig

B
eck

）
と
会
談

し
た
ラ
イ
ヒ
ェ
ナ
ウ
は
、「
私
が
日
本
を
訪
問
し
て
も
ほ
と
ん
ど
役
に
立
た
な
い
し
、
か
え
っ
て
中
国
で
深
刻
な
不
快
感
を
呼
び
起
こ

す
だ
け
だ
」
と
述
べ
て
い
た
の
で
あ
る
（
13
）。

一
方
こ
の
こ
ろ
駐
華
大
使
ト
ラ
ウ
ト
マ
ン
も
帰
国
し
、
日
独
協
定
が
中
独
関
係
に
及
ぼ
す
悪
影
響
に
関
し
説
い
て
回
る
こ
と
と
な
っ

た
。
ま
ず
か
れ
は
六
月
九
日
、
ヒ
ト
ラ
ー
と
会
談
し
た
の
ち
、
リ
ッ
ベ
ン
ト
ロ
ッ
プ
宛
て
に
一
通
の
覚
書
を
送
付
し
た
の
で
あ
る
。
そ

の
中
で
ト
ラ
ウ
ト
マ
ン
は
、
中
独
条
約
や
軍
事
顧
問
団
の
活
動
を
基
礎
と
し
た
中
独
の
友
好
関
係
、
日
本
の
対
ソ
・
対
中
態
度
、
満
洲

国
問
題
、
イ
ギ
リ
ス
の
極
東
政
策
な
ど
に
言
及
す
る
な
か
で
、
ソ
連
の
極
東
軍
事
力
に
関
し
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。「
も
し

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
紛
争
が
勃
発
し
た
場
合
、
日
本
と
の
了
解
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
わ
が
国
の
軍
事
的
負
担
が
ど
れ
ほ
ど
軽
減
さ
れ
る
か

否
か
は
疑
わ
し
い
」。「
ロ
シ
ア
極
東
軍
は
ほ
ぼ
自
立
し
た
戦
力
に
発
展
し
て
お
り
、
防
衛
目
的
の
た
め
に
も
十
分
な
力
を
持
っ
て
い

る
」。
一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
こ
で
の
ト
ラ
ウ
ト
マ
ン
の
議
論
に
は
ド
イ
ツ
国
防
省
の
見
解
が
反
映
さ
れ
て
い
た
。
す
で
に

み
た
よ
う
に
ト
ラ
ウ
ト
マ
ン
は
国
防
省
の
や
み
く
も
な
中
独
条
約
交
渉
に
一
貫
し
て
反
対
し
て
き
た
が
、
日
独
協
定
反
対
で
は
、
両
者

は
共
同
戦
線
＝
政
府
内
政
治
連
合
を
形
成
し
た
の
で
あ
る
（
14
）。
ト
ラ
ウ
ト
マ
ン
は
、
以
上
の
議
論
を
踏
ま
え
、
リ
ッ
ベ
ン
ト
ロ
ッ
プ
に

は
っ
き
り
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。「
ド
イ
ツ
は
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
〔
日
独
協
定
の
ご
と
き
〕
一
方
的
な
政
策
を
推
進
し
て
は
な
ら

な
い
」
（
15
）。

日
本
大
使
館
の
抗
議
（
一
）
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同
じ
六
月
九
日
、
駐
独
日
本
大
使
武
者
小
路
公
共
が
、
長
期
の
日
本
滞
在
後
の
帰
任
の
挨
拶
を
も
か
ね
、
ヒ
ト
ラ
ー
と
会
談
し
た
。
そ

の
席
で
武
者
小
路
は
、「
日
本
は
ド
イ
ツ
お
よ
び
ド
イ
ツ
総
統
に
対
し
、
精
神
的
に
類
似
し
た
国
家
と
し
て
非
常
に
大
き
な
シ
ン
パ

シ
ー
を
有
し
て
お
り
、
ド
イ
ツ
と
の
非
常
に
緊
密
な
協
力
を
望
ん
で
い
る
」
と
述
べ
、
日
独
協
力
へ
の
意
欲
を
示
し
た
。
こ
れ
に
対
し

ヒ
ト
ラ
ー
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
、
日
独
防
共
協
定
に
前
向
き
と
も
取
れ
る
発
言
を
お
こ
な
っ
た
の
で
あ
る
。「
私
は
以
前
よ
り
共

産
主
義
と
の
仮
借
な
き
闘
争
の
な
か
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
唯
一
の
救
済
を
見
い
だ
し
て
い
る
。
も
し
共
産
主
義
の
打
倒
に
成
功
せ
ず
、
共

産
主
義
思
想
が
全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
定
着
す
る
な
ら
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
一
八
〇
〇
年
前
の
古
代
世
界
の
よ
う
に
、
没
落
に
甘
ん
じ
る
こ

と
と
な
ろ
う
」
（
16
）。

さ
て
以
上
の
よ
う
に
武
者
小
路
は
ヒ
ト
ラ
ー
と
の
会
談
で
日
独
協
力
へ
の
意
欲
を
示
し
た
が
、
当
時
、
ベ
ル
リ
ン
駐
在
日
本
大
使
館

で
は
、
ド
イ
ツ
の
対
中
政
策
に
対
す
る
一
定
の
疑
念
が
広
が
っ
て
い
た
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
間
デ
ィ
ル
ク
セ
ン
が
、
外
務
省
首
脳
の

許
可
を
得
る
こ
と
な
く
独
断
で
、
武
者
小
路
に
対
し
、「
内
密
に
」、「
ク
ラ
イ
ン
の
事
業
の
概
略
」
を
伝
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
た

だ
し
、
さ
す
が
の
デ
ィ
ル
ク
セ
ン
も
こ
の
時
は
、
中
独
条
約
の
軍
事
的
性
格
に
関
し
て
は
日
本
側
に
伝
達
し
え
ず
、
中
独
条
約
の
目
的

は
、
た
ん
に
「
原
料
、
と
り
わ
け
タ
ン
グ
ス
テ
ン
と
落
花
生
を
ド
イ
ツ
に
確
保
す
る
こ
と
」
で
あ
る
と
述
べ
る
に
と
ど
ま
っ
た
（
17
）。

と
は
い
え
、
一
億
ラ
イ
ヒ
ス
マ
ル
ク
に
お
よ
ぶ
借
款
と
い
う
内
容
の
み
で
も
こ
の
条
約
は
日
本
側
を
刺
激
す
る
に
十
分
で
あ
っ
た
。

実
際
、
六
月
一
二
日
、
日
本
大
使
館
参
事
官
井
上
庚
二
郎
が
ド
イ
ツ
外
務
省
エ
ー
ル
ト
マ
ン
ス
ド
ル
フ
を
訪
れ
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
主
張

し
て
い
た
。「
日
本
政
府
は
中
国
に
お
け
る
〔
第
三
国
の
〕
純
粋
に
経
済
的
な
事
業
に
は
反
対
し
な
い
。
し
か
し
日
本
政
府
は
、
借
款

や
大
規
模
な
信
用
供
与
に
は
つ
ね
に
異
議
を
申
し
立
て
て
き
た
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
ら
は
、
中
央
政
府
な
い
し
中
国
の
地
方
権
力
者

に
よ
っ
て
容
易
に
政
治
目
的
―
―
た
と
え
ば
軍
備
拡
張
や
学
生
の
あ
い
だ
で
の
反
日
宣
伝
な
ど
―
―
の
た
め
に
悪
用
さ
れ
る
か
ら
で
あ

る
」。
こ
れ
に
対
し
エ
ー
ル
ト
マ
ン
ス
ド
ル
フ
は
「
ク
ラ
イ
ン
の
協
定
の
詳
細
は
私
も
知
ら
な
い
」
と
述
べ
た
が
、
も
ち
ろ
ん
井
上
は

満
足
せ
ず
、「
近
い
う
ち
に
ク
ラ
イ
ン
事
業
に
関
す
る
当
局
の
公
式
の
情
報
が
得
ら
れ
る
よ
う
」
エ
ー
ル
ト
マ
ン
ス
ド
ル
フ
に
要
求
し

た
の
で
あ
る
（
18
）。
さ
ら
に
一
週
間
後
の
六
月
一
九
日
、
武
者
小
路
が
ノ
イ
ラ
ー
ト
を
訪
問
し
、
ふ
た
た
び
こ
の
問
題
に
つ
い
て
ド
イ
ツ
外
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務
省
の
見
解
を
求
め
た
。
こ
れ
に
対
し
ノ
イ
ラ
ー
ト
は
、「
こ
の
件
に
つ
い
て
は
私
も
あ
ま
り
よ
く
は
知
ら
さ
れ
て
い
な
い
」
と
し
な

が
ら
も
、「
い
ず
れ
に
せ
よ
わ
れ
わ
れ
が
中
国
政
府
に
対
し
ク
レ
ジ
ッ
ト
の
供
与
を
予
定
し
て
い
る
と
い
う
の
は
正
し
く
な
い
」
と
の

虚
言
も
含
め
、
の
ら
り
く
ら
り
と
し
た
釈
明
に
終
始
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
（
19
）。

ク
ラ
イ
ン
「
組
織
建
議
」
の
露
呈

以
上
の
よ
う
に
エ
ー
ル
ト
マ
ン
ス
ド
ル
フ
が
「
ク
ラ
イ
ン
の
協
定
の
詳
細
は
私
も
知
ら
な
い
」
と
述
べ
、
ノ
イ
ラ
ー
ト
も
「
そ
の
件

に
つ
い
て
は
私
も
よ
く
は
知
ら
さ
れ
て
い
な
い
」
と
釈
明
を
お
こ
な
っ
て
い
た
が
、
こ
の
言
明
自
体
は
し
か
し
必
ず
し
も
偽
り
と
は
い

え
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
外
務
省
は
、
中
独
条
約
の
文
言
は
と
も
か
く
、
国
防
省
お
よ
び
ク
ラ
イ

ン
が
こ
の
条
約
の
下
で
推
進
し
よ
う
と
し
て
い
た
広
範
な
軍
事
的
・
経
済
的
諸
計
画
に
つ
い
て
、
ま
っ
た
く
知
ら
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

か
ら
で
あ
る
。
実
際
、
ド
イ
ツ
外
務
省
が
そ
の
詳
細
の
一
端
を
知
ら
さ
れ
た
の
は
、
中
独
条
約
成
立
後
三
ヶ
月
以
上
も
経
っ
た
七
月
一

六
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
も
そ
の
内
容
は
極
め
て
大
規
模
か
つ
軍
事
的
色
彩
が
濃
厚
で
、
ド
イ
ツ
外
務
省
を
震
撼
さ
せ
る
に
十
分

な
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
同
日
、
H
A
P
R
O
の
ベ
ル
リ
ン
代
表
ロ
イ
ス
が
外
務
省
を
訪
問
し
、
エ
ー
ル
ト
マ
ン
ス
ド
ル
フ
お
よ
び
フ
ォ
ス
に
対
し
、

ク
ラ
イ
ン
＝
ド
イ
ツ
国
防
軍
の
対
中
計
画
に
関
し
、
つ
ぎ
の
ご
と
き
説
明
を
お
こ
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
ず
組
織
面
で
は
、
軍
事
・
軍

拡
問
題
を
担
当
す
る
「
ド
イ
ツ
参
謀
将
校
か
ら
な
る
ド
イ
ツ
軍
事
顧
問
団
本
部
」（
既
存
の
在
華
ド
イ
ツ
軍
事
顧
問
団
と
は
別
組
織
）

と
、
経
済
建
設
問
題
を
担
当
す
る
「
経
済
・
技
術
顧
問
団
本
部
」
の
二
部
門
を
、
P
介
石
・
中
国
政
府
に
対
す
る
「
諮
問
機
関
」
と
し

て
設
立
す
る
。
さ
ら
に
具
体
的
な
計
画
と
し
て
、
六
個
師
団
か
ら
な
る
「
一
〇
万
軍
」
を
建
設
し
、
の
ち
に
そ
れ
を
「
三
〇
万
軍
」
に

拡
大
強
化
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
師
団
の
配
属
地
に
軍
事
産
業
を
育
成
し
、
各
師
団
に
必
要
な
軍
備
を
供
給
し
う
る
体
制
を
整

え
る
。

さ
ら
に
ド
イ
ツ
の
対
中
輸
出
に
関
す
る
計
画
に
関
し
ロ
イ
ス
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
る
。
ま
ず
「
四
〇
〇
〇
万
ラ
イ
ヒ
ス
マ
ル
ク
に
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わ
た
る
緊
急
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
が
「
沿
岸
防
衛
用
の
諸
設
備
」
の
た
め
用
意
さ
れ
て
い
る
。
さ
し
あ
た
り
四
隻
の
高
速
魚
雷
艇
が
ド
イ
ツ

の
在
庫
か
ら
供
給
さ
れ
、
さ
ら
に
八
隻
が
建
造
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。
計
画
総
体
と
し
て
は
約
五
〇
隻
の
同
型
高
速
艇
が
供
給
さ
れ
、

「
三
〇
キ
ロ
の
範
囲
に
わ
た
り
海
岸
を
敵
の
攻
撃
か
ら
防
御
す
る
」
た
め
に
用
い
ら
れ
よ
う
。
さ
ら
に
、「
多
数
の
沿
岸
防
衛
用
一
五
セ

ン
チ
砲
台
お
よ
び
機
雷
封
鎖
設
備
」
が
供
給
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
り
「
揚
子
江
は
敵
の
艦
隊
に
対
し
遮
蔽
し
う
る
」。
将
来
、
複
数
の

小
型
潜
水
艦
の
供
給
も
予
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
う
し
た
近
代
兵
器
の
運
用
の
た
め
、
中
国
人
学
生
に
ド
イ
ツ
で
技
術
を
学
ば

せ
、
機
械
技
術
者
と
し
て
養
成
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
（
20
）。

こ
う
し
て
ロ
イ
ス
が
述
べ
た
計
画
は
、
あ
き
ら
か
に
、
一
九
三
五
年
秋
に
ク
ラ
イ
ン
が
中
国
国
民
政
府
に
提
出
し
た
「
実
力
中
心
点

を
建
設
す
る
た
め
の
建
議
」
＝
「
組
織
建
議
」
を
要
約
し
、
さ
ら
に
具
体
的
な
肉
付
け
を
お
こ
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
明
確

に
日
本
を
仮
想
敵
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
外
務
省
を
震
撼
さ
せ
る
に
充
分
で
あ
っ
た
。

日
本
大
使
館
の
抗
議
（
二
）

こ
の
よ
う
に
ド
イ
ツ
外
務
省
が
ク
ラ
イ
ン
＝
ド
イ
ツ
国
防
省
の
対
中
計
画
を
知
り
動
揺
を
深
め
る
な
か
で
、
さ
ら
に
外
務
省
を
当
惑

さ
せ
る
事
態
が
生
起
す
る
始
末
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
中
独
条
約
に
関
す
る
前
述
の
エ
ー
ル
ト
マ
ン
ス
ド
ル
フ
お
よ
び
ノ
イ
ラ
ー
ト

の
弁
明
に
ま
っ
た
く
満
足
し
な
か
っ
た
武
者
小
路
が
、
日
本
外
務
省
に
経
過
を
報
告
し
訓
令
を
得
た
の
ち
、
約
一
ヶ
月
後
の
七
月
一
七

日
（
す
な
わ
ち
右
の
ロ
イ
ス
＝
エ
ー
ル
ト
マ
ン
ス
ド
ル
フ
＝
フ
ォ
ス
会
談
の
翌
日
）、
ド
イ
ツ
外
務
省
政
務
局
長
デ
ィ
ー
ク
ホ
ー
フ
を

訪
問
し
、「
友
好
的
だ
が
、
し
か
し
深
刻
か
つ
明
示
的
な
態
度
で
」
中
独
条
約
に
関
し
ド
イ
ツ
側
の
態
度
を
質
す
こ
と
と
な
っ
た
の
で

あ
る
。
武
者
小
路
は
ま
ず
、
中
独
条
約
を
め
ぐ
る
中
国
側
の
反
応
に
つ
き
つ
ぎ
の
よ
う
に
苦
言
を
呈
す
る
。「
南
京
の
明
白
な
主
張
に

よ
れ
ば
、
ク
ラ
イ
ン
の
条
約
は
顕
著
な
政
治
的
性
格
を
有
し
て
お
り
、
ま
た
、
そ
の
条
約
の
な
か
で
約
束
さ
れ
た
ド
イ
ツ
か
ら
の
供
給

は
、
わ
ず
か
ど
こ
ろ
か
大
部
分
が
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
武
器
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
結
果
と
し
て
日
独
の
友
好
関
係
は

著
し
く
害
さ
れ
て
い
る
」。
武
者
小
路
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
中
国
側
の
主
張
に
よ
り
「
日
本
の
世
論
は
深
刻
に
動
揺
せ
し
め
ら
れ
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て
い
る
」。
し
た
が
っ
て
、「
も
し
ド
イ
ツ
側
か
ら
ク
ラ
イ
ン
条
約
の
真
の
意
味
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
、
で
き
れ
ば
そ
の
内
容
に
つ
い
て

可
及
的
速
や
か
に
説
明
が
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
、〔
日
本
の
〕
世
論
の
中
で
日
独
関
係
が
脅
か
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
」。
こ
う
し
た
武
者
小

路
の
抗
議
に
対
し
デ
ィ
ー
ク
ホ
ー
フ
は
、
覚
書
の
最
後
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
し
た
。「
武
者
小
路
大
使
が
日
本
政
府
の
訓
令
に
よ
る
抗

議
を
実
行
に
移
す
際
に
示
し
た
深
刻
さ
と
重
み
に
は
瞠
目
す
べ
き
も
の
が
あ
っ
た
」
（
21
）。
こ
う
し
て
日
独
関
係
は
、
中
独
条
約
問
題
の
処

理
い
か
ん
で
は
、
日
独
協
定
交
渉
の
進
展
を
も
脅
か
す
ほ
ど
の
緊
張
を
孕
む
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
事
態
の
進
展
は
、
ド
イ
ツ
外
務
省
の
内
部
に
、
対
日
政
策
に
関
す
る
一
定
の
変
化
を
も
た
ら
す
こ
と
と
な
っ
た
。
す

な
わ
ち
、
七
月
一
六
日
の
ロ
イ
ス
に
よ
る
ク
ラ
イ
ン
＝
国
防
省
の
対
中
計
画
に
関
す
る
報
告
、
一
七
日
の
武
者
小
路
に
よ
る
抗
議
を
受

け
、
翌
一
八
日
、
外
務
省
通
商
局
・
フ
ォ
ス
が
、
ド
イ
ツ
極
東
政
策
に
つ
い
て
の
一
通
の
覚
書
を
作
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

武
者
小
路
の
「
深
刻
な
ト
ー
ン
」
で
の
抗
議
と
「
両
者
に
と
っ
て
ひ
と
し
く
不
快
な
会
談
」
に
つ
い
て
言
及
し
た
の
ち
、
中
独
条
約
と

日
独
関
係
に
つ
き
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
も
し
H
A
P
R
O
条
約
が
現
実
に
執
行
さ
れ
、
中
国
の
軍
事
的
強
化
が
も
た
ら
さ
れ
る
な

ら
ば
、
事
態
は
日
本
に
と
っ
て
非
常
に
悪
い
も
の
と
な
ろ
う
」。
フ
ォ
ス
に
よ
れ
ば
、「
も
し
わ
れ
わ
れ
が
日
本
に
対
抗
す
る
中
国
政
策

に
固
執
す
る
場
合
」、
日
本
は
二
つ
の
手
段
を
取
り
う
る
と
い
う
。
第
一
は
、
軍
事
的
手
段
を
講
じ
て
中
国
に
ド
イ
ツ
軍
事
顧
問
団
の

引
き
揚
げ
を
要
求
す
る
こ
と
で
あ
り
、
第
二
は
、
ド
イ
ツ
に
対
し
日
ソ
和
解
の
可
能
性
（
し
た
が
っ
て
極
東
ソ
連
軍
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ

の
配
置
転
換
の
可
能
性
）
を
示
唆
し
て
圧
力
を
加
え
る
こ
と
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
考
察
か
ら
フ
ォ
ス
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
結
論
を
下

す
。「
い
ず
れ
に
せ
よ
〔
ド
イ
ツ
に
よ
る
〕
中
国
軍
備
拡
張
政
策
は
、
そ
れ
が
長
期
化
す
れ
ば
日
本
に
と
っ
て
い
よ
い
よ
耐
え
が
た
く

な
る
。
わ
れ
わ
れ
は
中
国
で
日
本
に
対
抗
す
る
政
策
を
推
進
し
得
る
可
能
性
を
有
し
な
い
」。「
H
A
P
R
O
条
約
は
日
本
の
利
益
を
非

常
に
深
刻
に
侵
害
す
る
の
で
、
日
本
が
わ
れ
わ
れ
に
二
者
択
一
を
迫
る
時
期
が
い
ず
れ
到
来
し
よ
う
。
そ
う
な
れ
ば
わ
れ
わ
れ
は
後
退

す
る
以
外
方
法
は
な
か
ろ
う
。
現
在
な
お
時
間
が
あ
り
、
ド
イ
ツ
側
で
の
好
意
的
態
度
が
日
本
で
率
直
に
評
価
さ
れ
得
る
か
ぎ
り
は
、

日
本
と
の
了
解
に
成
功
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
で
あ
ろ
う
」
（
22
）。

以
上
の
よ
う
に
、
外
務
省
の
外
交
上
の
考
慮
を
無
視
し
た
ク
ラ
イ
ン
＝
ド
イ
ツ
国
防
省
の
や
み
く
も
な
中
国
軍
備
拡
張
政
策
は
、
そ
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の
反
動
と
し
て
、
駐
日
大
使
デ
ィ
ル
ク
セ
ン
に
加
え
、
外
務
省
中
枢
に
有
力
な
「
対
日
宥
和
」
論
＝
積
極
的
日
独
了
解
論
を
生
み
だ
す

に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
ド
イ
ツ
外
務
省
は
、
日
独
協
定
論
へ
の
外
交
政
策
上
の
歯
止
め
を
、
内
部
的
に
、
徐
々
に
失
う
こ

と
と
な
っ
た
。

「
ラ
イ
ヒ
ェ
ナ
ウ
路
線
」
の
突
出

こ
の
間
中
国
で
は
、
ラ
イ
ヒ
ェ
ナ
ウ
が
中
独
条
約
に
基
づ
く
ド
イ
ツ
国
防
軍
の
対
中
計
画
を
促
進
す
る
た
め
各
方
面
と
協
議
を
お
こ

な
っ
て
い
た
が
（
23
）、
中
国
現
地
で
の
状
況
を
直
接
見
聞
す
る
に
お
よ
び
、
か
れ
は
い
よ
い
よ
自
ら
の
親
中
路
線
を
エ
ス
カ
レ
ー
ト
さ
せ
る

に
い
た
っ
た
。
た
と
え
ば
、
南
京
駐
在
ド
イ
ツ
大
使
館
参
事
官
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
（M

artin
Fischer

）
は
、
一
〇
月
一
日
、
ラ
イ
ヒ
ェ
ナ

ウ
の
副
官
の
以
下
の
ご
と
き
発
言
を
、「
か
れ
〔
ラ
イ
ヒ
ェ
ナ
ウ
〕
の
路
線
上
に
あ
る
も
の
」
と
し
て
、
ド
イ
ツ
外
務
省
・
エ
ー
ル
ト

マ
ン
ス
ド
ル
フ
に
伝
え
て
い
る
の
で
あ
る
。「
当
地
〔
極
東
〕
で
は
日
本
に
つ
く
か
中
国
に
つ
く
か
を
決
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当

地
の
我
が
国
の
公
的
代
表
者
た
ち
は
中
国
に
関
し
あ
ま
り
に
懐
疑
的
で
あ
る
。〔
フ
ァ
ル
ケ
ン
ハ
ウ
ゼ
ン
ら
〕
軍
事
顧
問
団
は
倦
む
こ

と
な
く
任
務
に
尽
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
日
本
と
の
紛
争
が
起
こ
れ
ば
、
か
れ
ら
が
〔
中
国
人
と
〕
と
も
に
戦
争
に
赴
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
」。
こ
れ
は
、
た
ん
な
る
軍
事
的
・
経
済
的
協
力
関
係
の
枠
を
越
え
て
、
極
め
て
軍
事
同
盟
的
な

色
彩
を
帯
び
た
中
独
関
係
を
構
想
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
発
言
を
聞
い
た
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
は
驚
倒
し
、
つ
ぎ
の
よ
う

な
コ
メ
ン
ト
に
そ
の
当
惑
を
表
現
し
て
い
た
の
で
あ
る
。「
私
は
聞
く
が
ま
ま
に
こ
れ
を
述
べ
て
い
る
（R

elata
referro

）」
（
24
）。

実
際
、
こ
の
ラ
イ
ヒ
ェ
ナ
ウ
ら
の
路
線
は
、
日
本
を
政
治
的
に
刺
激
し
、
日
中
に
対
す
る
ド
イ
ツ
の
政
策
的
バ
ラ
ン
ス
を
失
す
る
と

い
う
レ
ヴ
ェ
ル
に
と
ど
ま
ら
ず
、
場
合
に
よ
っ
て
は
英
米
を
も
含
め
た
当
時
の
東
ア
ジ
ア
国
際
シ
ス
テ
ム
全
体
に
も
重
大
な
影
響
を
与

え
か
ね
な
い
ほ
ど
の
極
東
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
求
め
た
も
の
に
他
な
ら
ず
、
ド
イ
ツ
の
他
の
政
策
参
画
者
の
当
惑
と
反
発
を
惹
起
す
る

の
は
必
然
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
ラ
イ
ヒ
ェ
ナ
ウ
は
九
月
末
に
帰
国
の
途
に
つ
く
が
、
か
れ
か
ら
中
国
に
関
す
る
報
告
を
聞
い
た
ヒ

ト
ラ
ー
は
、
後
年
つ
ぎ
の
よ
う
に
語
っ
た
と
い
わ
れ
る
。「
ラ
イ
ヒ
ェ
ナ
ウ
将
軍
が
帰
国
し
た
。
総
統
は
立
腹
し
、『
将
軍
た
ち
は
政
治
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を
何
も
理
解
し
て
い
な
い
』
と
罵
っ
た
。
ラ
イ
ヒ
ェ
ナ
ウ
は
、
か
れ
〔
ヒ
ト
ラ
ー
〕
の
対
日
構
想
す
べ
て
を
台
無
し
に
し
よ
う
と
し
て

い
る
。
ラ
イ
ヒ
ェ
ナ
ウ
は
、
皆
と
同
じ
よ
う
に
、『
中
国
病
に
罹
っ
て
』
帰
国
し
た
。
陸
軍
は
か
れ
〔
ヒ
ト
ラ
ー
〕
に
と
っ
て
国
家
の

中
で
も
っ
と
も
不
安
定
な
要
素
で
あ
り
、
外
務
省
や
司
法
部
よ
り
も
な
お
悪
い
」
（
25
）。

日
本
大
使
館
の
抗
議
（
三
）

こ
の
こ
ろ
日
独
防
共
協
定
交
渉
は
妥
結
し
、
一
〇
月
二
三
日
に
仮
調
印
が
お
こ
な
わ
れ
て
、
あ
と
は
日
本
に
お
け
る
枢
密
院
で
の
審

議
を
待
つ
の
み
と
な
っ
た
。
し
か
し
右
の
よ
う
な
ド
イ
ツ
国
防
省
の
対
中
活
動
は
さ
ま
ざ
ま
な
ル
ー
ト
で
日
本
側
に
伝
わ
り
、
ふ
た
た

び
日
独
関
係
を
緊
張
さ
せ
て
い
た
。
た
と
え
ば
一
〇
月
三
〇
日
に
武
者
小
路
は
外
務
次
官
デ
ィ
ー
ク
ホ
ー
フ
を
訪
問
し
、「
目
下
東
京

で
枢
密
院
に
提
出
さ
れ
て
い
る
協
定
」
に
つ
い
て
語
り
、「
こ
の
協
定
が
〔
枢
密
院
に
よ
り
〕
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
を
望
む
」
と
述

べ
て
い
た
が
、
中
独
関
係
に
言
及
し
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
主
張
し
た
。「
こ
こ
数
日
、
日
本
の
報
道
の
中
で
中
独
両
国
政
府
の
間
で
の
緊

密
な
協
力
に
関
す
る
報
告
が
数
多
く
登
場
し
て
い
る
。
私
は
こ
こ
に
一
定
の
危
険
を
感
じ
て
い
る
」。
そ
れ
ら
の
報
道
に
よ
れ
ば
、「
中

国
政
府
に
対
す
る
ク
ラ
イ
ン
・
グ
ル
ー
プ
の
約
束
に
よ
り
、
揚
子
江
の
防
備
施
設
が
建
設
さ
れ
、
萍
郷
に
軍
需
工
場
が
設
立
さ
れ
る
」

こ
と
に
な
る
と
い
う
。
こ
う
し
た
事
態
に
危
機
感
を
持
っ
た
武
者
小
路
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
主
張
す
る
。「
こ
の
よ
う
な
報
告
は
〔
日
独

防
共
〕
協
定
を
容
易
に
危
機
に
さ
ら
す
か
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
枢
密
院
で
の
審
議
に
際
し
政
府
の
立
場
を
困
難
に
す
る
」。
こ
れ

に
対
し
デ
ィ
ー
ク
ホ
ー
フ
は
例
に
よ
っ
て
「
そ
の
件
に
つ
い
て
は
何
も
知
ら
な
い
」
と
述
べ
た
が
、
も
ち
ろ
ん
武
者
小
路
は
ま
っ
た
く

満
足
せ
ず
、
ド
イ
ツ
政
府
が
明
確
な
説
明
を
与
え
る
よ
う
「
非
常
に
強
く
固
執
」
し
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
日
本
政
府
の
強
い
不
快
感

を
示
し
た
の
で
あ
る
（
26
）。

国
防
省
の
屈
服

こ
う
し
た
日
本
側
の
強
硬
な
態
度
に
直
面
し
、
す
で
に
日
独
協
定
締
結
を
不
可
避
と
考
え
る
に
い
た
っ
て
い
た
ド
イ
ツ
外
務
省
は
、
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国
防
省
と
連
絡
を
取
り
、
善
後
策
を
検
討
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
四
日
後
の
一
一
月
四
日
、
外
務
省
幹
部
ヴ
ァ
イ
ツ
ゼ
ッ

カ
ー
（E

rnst
von

W
eizsäcker

）
お
よ
び
エ
ー
ル
ト
マ
ン
ス
ド
ル
フ
は
国
防
省
国
防
経
済
幕
僚
部
長
ト
ー
マ
ス
と
会
談
し
、
国
防
省
側

の
再
考
を
求
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
席
で
ト
ー
マ
ス
は
、
国
防
省
側
の
措
置
に
関
し
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
報
告
し
た
の
で
あ
る
。

「
中
国
に
お
け
る
ド
イ
ツ
の
活
動
に
つ
き
ラ
イ
ヒ
ェ
ナ
ウ
将
軍
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
国
防
相
〔
ブ
ロ
ム
ベ
ル
ク
〕
の

異
議
に
基
づ
き
、
日
独
関
係
を
考
慮
し
て
、
抜
本
的
に
修
正
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
ド
イ
ツ
に
よ
り
中
国
向
け
に
保
証
す
べ
き
人
的
お
よ

び
物
的
支
援
の
両
面
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
」。
ト
ー
マ
ス
に
よ
れ
ば
、
こ
の
措
置
に
よ
り
、「
ラ
イ
ヒ
ェ
ナ
ウ
氏
お
よ
び
ク
ラ
イ
ン
氏
の

構
想
」
は
、
ド
イ
ツ
国
防
省
に
よ
り
放
棄
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
外
務
省
側
が
、「
と
り
わ
け
日
本
を
不
快
に
す
る
」
揚
子
江

河
口
防
衛
の
た
め
の
要
塞
設
備
お
よ
び
高
速
魚
雷
艇
を
中
心
と
し
た
軍
需
品
供
給
計
画
に
言
及
し
、「
現
在
進
行
中
の
日
独
交
渉
を
考

慮
し
て
延
期
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
主
張
し
た
が
、
ト
ー
マ
ス
も
こ
れ
に
「
完
全
な
理
解
」
を
示
し
た
（
27
）。

以
上
の
よ
う
な
展
開
を
ふ
ま
え
外
務
省
政
務
局
長
デ
ィ
ー
ク
ホ
ー
フ
は
、
一
一
月
一
〇
日
、
武
者
小
路
の
来
省
を
求
め
、
日
本
側
の

懐
柔
を
試
み
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
席
で
デ
ィ
ー
ク
ホ
ー
フ
は
武
者
小
路
に
一
通
の
覚
書
を
手
交
し
た
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
ド
イ

ツ
に
よ
る
揚
子
江
の
防
衛
施
設
建
設
や
軍
需
工
場
の
設
立
に
関
す
る
日
本
側
の
主
張
は
「
根
拠
が
な
い
」
も
の
と
さ
れ
、
さ
ら
に
つ
ぎ

の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
た
。「
我
が
国
は
、
軍
需
産
業
の
操
業
の
た
め
、
我
が
国
の
需
要
の
充
足
に
必
要
な
分
量
を
超
え
た
軍
需
品

を
多
く
の
他
国
に
輸
出
し
て
き
た
。
我
が
国
は
、〔
中
国
へ
も
〕
こ
の
分
量
を
超
え
る
ド
イ
ツ
軍
需
品
の
供
給
を
お
こ
な
う
こ
と
は
な

い
。
こ
の
点
で
日
本
政
府
は
ま
っ
た
く
安
心
さ
れ
て
良
い
」
（
28
）。
こ
う
し
て
、
ラ
イ
ヒ
ェ
ナ
ウ
ら
に
よ
っ
て
「
台
無
し
」
に
さ
れ
よ
う
と

し
て
い
た
ヒ
ト
ラ
ー
の
「
対
日
構
想
」
は
、
一
一
月
、
ド
イ
ツ
外
務
省
の
介
入
と
、
ブ
ロ
ム
ベ
ル
ク
、
ト
ー
マ
ス
ら
国
防
省
の
大
幅
な

譲
歩
に
よ
り
一
応
保
持
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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２
　
中
独
条
約
の
締
結
と
そ
の
余
波

重
工
業
プ
ラ
ン
ト
・
各
種
武
器
の
発
注
と
中
独
「
兄
弟
軍
」
の
建
軍

翁
文
�
は
、
中
独
条
約
締
結
前
の
三
月
一
九
日
に
、
顧
振
ら
を
つ
う
じ
て
ド
イ
ツ
に
対
し
兵
器
工
場
建
設
の
た
め
の
プ
ラ
ン
ト
諸
設

備
を
発
注
し
て
い
た
（
29
）。
加
え
て
翁
文
�
は
、
中
独
条
約
成
立
か
ら
五
日
後
の
四
月
一
三
日
、「
今
年
か
ら
開
始
す
べ
き
各
種
重
工
業
建

設
の
た
め
」、
ド
イ
ツ
か
ら
の
借
款
に
基
づ
き
、
以
下
の
よ
う
な
重
工
業
プ
ラ
ン
ト
を
ド
イ
ツ
に
発
注
す
る
よ
う
顧
振
に
指
示
を
与
え

た
。
（1）
タ
ン
グ
ス
テ
ン
鋼
工
場
設
備
、
（2）
製
鉄
工
場
、
（3）
廃
銅
精
錬
工
場
、
（4）
鉛
・
亜
鉛
鉱
業
所
、
（5）
ア
ル
コ
ー
ル
工
場
、
（6）
石
炭
鉱

業
設
備
、
（7）
窒
素
工
場
、
（8）
電
線
工
場
、
（9）
電
球
・
真
空
管
工
場
、
（10）
電
池
工
場
・
電
信
工
場
、
（11）
錫
電
気
精
錬
工
場
、
（12）
鋼
鉄
製
造

工
場
二
廠
。
そ
の
ほ
か
に
翁
文
�
は
、
こ
う
し
た
工
場
を
建
設
・
運
営
す
る
各
種
の
専
門
家
を
雇
用
し
中
国
を
訪
問
さ
せ
る
よ
う
要
請

し
て
い
た
（
30
）。

翁
文
�
は
、
さ
ら
に
、
や
は
り
三
月
一
九
日
、
以
下
の
よ
う
な
武
器
を
ド
イ
ツ
に
発
注
す
る
よ
う
顧
振
ら
に
指
示
し
て
い
た
。
（1）
観

測
機
お
よ
び
砲
弾
三
六
万
発
を
含
め
、
二
〇
ミ
リ
高
射
砲
一
二
〇
門
。
（2）
七
九
ミ
リ
砲
弾
三
〇
〇
〇
万
発
、
砲
弾
一
二
万
四
〇
〇
〇
発

を
含
む
三
七
ミ
リ
対
戦
車
砲
一
二
四
門
、
観
測
機
お
よ
び
砲
弾
六
万
発
を
含
む
一
〇
五
ミ
リ
榴
弾
砲
六
〇
門
、
（3）
四
ト
ン
軽
戦
車
一
五

輛
、
八
ト
ン
中
戦
車
一
五
輛
、
二
ト
ン
半
小
型
戦
車
一
八
輛
、
ガ
ソ
リ
ン
運
搬
車
六
輛
、
ト
ラ
ッ
ク
一
二
輛
、
二
〇
ミ
リ
戦
車
砲
弾
一

万
五
〇
〇
〇
発
、
三
七
ミ
リ
戦
車
砲
弾
一
万
五
〇
〇
〇
発
。
（4）
河
川
防
衛
要
塞
用
の
防
御
盾
付
き
長
射
程
要
塞
砲
七
門
お
よ
び
弾
薬
三

五
〇
〇
発
お
よ
び
射
撃
指
揮
器
材
、
（5）
海
軍
用
一
五
〇
ミ
リ
榴
散
弾
四
五
〇
発
お
よ
び
信
管
、
一
〇
五
ミ
リ
榴
散
弾
九
〇
〇
発
お
よ
び

信
管
な
ど
（
31
）。
ま
た
、
そ
の
ほ
か
に
も
陸
軍
用
に
ヘ
ル
メ
ッ
ト
二
二
万
個
、
迷
彩
ヘ
ル
メ
ッ
ト
二
四
万
一
〇
〇
〇
個
、
偵
察
用
装
甲
車
一

台
、
海
軍
用
に
一
〇
五
ミ
リ
砲
八
門
、
魚
雷
二
四
発
を
ふ
く
む
軽
油
快
速
艇
三
隻
、
快
速
護
衛
艦
一
隻
、
魚
雷
四
〇
発
を
含
む
デ
ィ
ー

ゼ
ル
快
速
艇
五
隻
、
水
雷
艇
一
隻
、
空
軍
用
と
し
て
砲
弾
三
〇
〇
〇
発
を
ふ
く
む
二
〇
ミ
リ
高
射
砲
一
二
〇
門
、
砲
弾
一
八
万
発
を
ふ

く
む
三
七
ミ
リ
高
射
砲
六
〇
門
、
探
照
灯
一
連
、
な
ど
が
発
注
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
（
32
）。

成城法学81号（2012）

76



中
独
条
約
の
成
立
に
よ
り
、
ド
イ
ツ
国
防
省
は
、
対
中
国
武
器
貿
易
の
軸
足
を
、
民
間
会
社
を
通
じ
た
も
の
か
ら
国
有
会
社
H
A
P

R
O
を
通
じ
た
も
の
へ
と
移
し
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
中
国
政
府
の
旺
盛
な
武
器
購
入
意
欲
に
対
し
国
防
大
臣
ブ
ロ
ム
ベ
ル
ク
は
、
四

月
三
〇
日
、
顧
振
を
通
じ
て
P
介
石
に
「
中
国
国
民
政
府
が
求
め
て
い
る
武
器
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
ド
イ
ツ
国
防
軍
が
自
ら
用
い
て

い
る
最
新
式
の
も
の
を
供
給
す
る
」
と
約
束
し
た
（
33
）。
さ
ら
に
ブ
ロ
ム
ベ
ル
ク
は
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
五
月
六
日
、
ド
イ
ツ
三
軍
あ

て
に
通
達
を
出
し
、「
中
国
国
民
政
府
が
ド
イ
ツ
軍
需
工
業
か
ら
購
入
し
よ
う
と
し
て
い
る
物
資
の
供
給
を
、
ド
イ
ツ
の
軍
需
品
調
達

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
中
に
編
入
せ
よ
」
と
い
う
決
定
を
お
こ
な
っ
て
い
た
（
34
）。
中
国
軍
の
軍
拡
は
、
ド
イ
ツ
国
防
省
の
物
資
調
達
プ
ロ
グ
ラ
ム

に
有
機
的
に
組
み
込
ま
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

P
介
石
の
直
轄
す
る
中
国
エ
リ
ー
ト
軍
は
、
ゼ
ー
ク
ト
の
建
軍
思
想
（
一
〇
万
エ
リ
ー
ト
軍
建
設
と
三
〇
万
軍
へ
の
拡
大
）
に
よ
り

建
軍
さ
れ
、
ド
イ
ツ
国
防
軍
か
ら
同
じ
編
制
の
、
し
か
も
最
新
式
の
武
器
を
供
給
さ
れ
、
ド
イ
ツ
国
防
軍
（
在
華
軍
事
顧
問
団
）
に
よ

り
ド
イ
ツ
式
の
訓
練
を
受
け
、
そ
の
軍
事
戦
略
思
想
に
よ
り
指
導
さ
れ
、
ド
イ
ツ
製
武
器
プ
ラ
ン
ト
工
場
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
補
給
を
受

け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
う
し
て
中
国
軍
は
、
ド
イ
ツ
国
防
省
に
よ
り
、
い
わ
ば
「
兄
弟
軍
」
と
も
い
う
べ
き
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ

た
こ
と
に
な
る
。「
第
三
帝
国
」
の
軍
拡
政
策
と
中
国
の
軍
拡
政
策
は
、
有
機
的
か
つ
密
接
に
結
合
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

資
源
委
員
会
の
「
重
工
業
建
設
三
カ
年
計
画
」

翁
文
�
・
銭
昌
照
ら
は
、
一
九
三
二
年
一
一
月
の
「
国
防
設
計
委
員
会
」
成
立
以
来
、
ま
た
一
九
三
五
年
四
月
の
「
資
源
委
員
会
」

と
し
て
の
再
編
以
来
、
国
情
調
査
に
多
く
の
努
力
を
集
中
し
て
き
た
が
、
中
独
条
約
成
立
を
期
と
し
、
さ
ら
に
ク
ラ
イ
ン
の
「
組
織
建

議
」
の
影
響
な
ど
も
受
け
な
が
ら
、
一
九
三
六
年
六
月
、「
重
工
業
建
設
三
カ
年
計
画
」
を
提
出
し
、
軍
事
委
員
会
を
経
て
国
民
政
府

の
承
認
を
得
た
。
そ
れ
は
以
下
の
よ
う
な
内
容
か
ら
な
っ
て
い
た
（
35
）。

（1）
タ
ン
グ
ス
テ
ン
、
ア
ン
チ
モ
ン
を
統
制
し
、
同
時
に
タ
ン
グ
ス
テ
ン
鋼
工
場
を
建
設
す
る
。
年
産
の
タ
ン
グ
ス
テ
ン
鋼
二
〇
〇
〇
ト

ン
。
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（2）
湘
潭
お
よ
び
馬
鞍
山
製
鋼
所
を
建
設
し
、
三
〇
万
ト
ン
の
年
産
で
国
内
需
要
の
半
ば
を
供
給
。

（3）
湖
北
省
霊
郷
お
よ
び
湖
南
省
茶
陵
鉄
鉱
の
開
発
、
年
産
三
〇
万
ト
ン
。

（4）
湖
北
省
大
冶
、
陽
新
お
よ
び
四
川
省
彭
郷
銅
鉱
の
開
発
、
同
時
に
年
産
三
六
〇
〇
ト
ン
の
製
銅
工
場
を
建
設
し
、
国
内
需
要
の
半

ば
を
供
給
。

（5）
湖
南
省
水
口
お
よ
び
貴
県
に
鉛
・
亜
鉛
鉱
業
所
、
年
産
五
〇
〇
〇
ト
ン
、
国
内
需
要
を
ま
か
な
う
。

（6）
江
西
省
高
坑
、
天
河
、
湖
南
省
譚
家
山
お
よ
び
河
南
省
禹
県
に
お
け
る
年
産
一
五
〇
万
ト
ン
の
炭
鉱
、
華
中
・
華
南
の
石
炭
不
足

を
補
充
。

（7）
江
西
省
に
お
け
る
石
炭
液
化
工
場
の
建
設
、
同
時
に
陝
西
省
延
長
・
延
川
、
四
川
省
達
県
・
巴
県
の
油
田
開
発
、
年
産
二
五
〇
〇

万
ガ
ロ
ン
を
見
込
み
、
国
内
需
要
の
半
ば
を
供
給
。

（8）
窒
素
ガ
ス
工
場
、
年
産
五
万
ト
ン
の
硫
酸
第
一
鉄
、
同
時
に
硫
酸
、
硝
酸
を
兵
器
工
業
用
に
製
造
。

（9）
湖
南
省
湘
潭
に
航
空
機
発
動
機
工
場
、
原
動
機
工
場
お
よ
び
工
作
機
械
工
場
を
含
む
機
械
工
場
の
建
設
。

（10）
湖
南
省
湘
潭
に
無
線
電
機
工
場
、電
管
工
場
、
電
話
機
工
場
お
よ
び
電
気
機
械
工
場
の
建
設
、
毎
年
国
内
需
要
を
満
た
す
量
を
生
産
。

一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
う
し
た
施
設
の
多
く
は
、
三
月
一
九
日
に
翁
文
�
が
ド
イ
ツ
に
発
注
し
た
も
の
か
ら
な
っ
て
い
た
。

こ
う
し
た
重
工
業
建
設
に
は
、
法
幣
に
し
て
二
億
七
〇
〇
〇
万
元
の
資
金
と
し
か
る
べ
き
技
術
が
必
要
と
さ
れ
た
が
、
翁
文
�
ら
資
源

委
員
会
は
、
こ
れ
ら
の
多
く
を
中
独
条
約
に
よ
る
借
款
お
よ
び
ド
イ
ツ
人
技
術
者
に
頼
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
資
源
委
員
会
の

「
重
工
業
建
設
三
カ
年
計
画
」
は
中
独
協
力
の
産
物
で
あ
っ
た
（
36
）。
こ
う
し
て
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
は
、
中
国
の
対
日
抗
戦
力
形
成
の
重
要

な
一
翼
を
担
っ
て
い
っ
た
。

H
A
P
R
O
に
よ
る
武
器
輸
出
実
績

中
独
条
約
の
締
結
と
H
A
P
R
O
に
よ
る
バ
ー
タ
ー
取
引
の
た
め
、
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
中
国
に
対
す
る
武
器
輸
出
は
顕
著
に
増
大
す
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る
こ
と
と
な
っ
た
。
一
九
三
五
年
一
〇
月
三
〇
日
に
成
立
し
た
「
武
器
輸
出
組
合
」（A

usfuhrgem
einschaft

für
K

riegsgerät,A
G

K

）
（
37
）
の

手
に
な
る
第
一
回
「
年
次
報
告
書
」（
一
九
三
五
年
一
一
月
一
日
│
一
九
三
六
年
一
〇
月
三
一
日
）
に
よ
れ
ば
、
当
該
年
度
に
お
け
る
ド

イ
ツ
の
武
器
輸
出
全
体
は
三
四
〇
〇
万
R
M
の
額
に
の
ぼ
っ
た
が
、
そ
の
な
か
に
占
め
る
中
国
の
割
合
は
実
に
五
七
・
五
％
（
約
二
〇

一
〇
万
R
M
）
で
、
ド
イ
ツ
の
武
器
貿
易
全
体
に
占
め
る
中
国
の
圧
倒
的
な
地
位
を
示
し
て
い
た
。
報
告
書
は
そ
れ
を
以
下
の
よ
う
に

評
価
し
て
い
た
。「
中
国
は
広
範
な
武
器
分
野
に
お
い
て
陸
軍
の
建
設
を
遂
行
し
、
そ
の
た
め
に
ド
イ
ツ
か
ら
の
輸
入
武
器
を
用
い
て
い

る
の
で
、
中
国
が
発
注
し
た
品
目
（
銃
、
大
砲
、
高
射
砲
、
銃
弾
、
迫
撃
砲

弾
、
大
砲
弾
、
光
学
機
器
、
測
定
・
照
準
機
器
）
が
輸
出
総
額
と
し
て
突
出

し
た
の
で
あ
る
」。
し
か
も
注
意
す
べ
き
は
、
こ
の
う
ち
、
約
半
年
前
に
締
結

さ
れ
た
中
独
条
約
に
よ
る
も
の
が
す
で
に
五
〇
％
（
約
一
〇
一
〇
万
R
M
）
を

占
め
て
お
り
、
わ
ず
か
半
年
の
間
に
H
A
P
R
O
を
通
じ
た
武
器
貿
易
が
在
華

ド
イ
ツ
商
社
に
よ
る
武
器
貿
易
を
相
当
程
度
圧
迫
し
始
め
た
の
で
あ
る
（
38
）。

ま
た
、
翌
一
九
三
七
年
の
「
年
次
報
告
」
に
お
い
て
は
、
一
九
三
六
年
度

分
の
数
字
に
若
干
の
修
正
が
加
え
ら
れ
、
さ
ら
に
「
一
九
三
六
年
度
年
次
報

告
」
で
は
「
政
治
的
考
慮
」
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
た
対
ソ
連
輸
出
の
数
字
が

掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
一
九
三
六
年
度
の
ド
イ
ツ
の
武
器
輸
出

全
体
は
五
〇
九
五
万
R
M
に
上
方
修
正
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
ド
イ
ツ

の
武
器
輸
出
全
体
に
占
め
る
中
国
の
割
合
は
四
六
・
九
五
％
（
二
三
七
四
万

R
M
、
こ
れ
も
上
方
修
正
さ
れ
て
い
る
）
で
あ
り
、
武
器
貿
易
全
体
に
占
め

る
中
国
の
圧
倒
的
地
位
に
は
何
ら
変
わ
り
は
な
か
っ
た
（
39
）。

さ
ら
に
一
九
三
七
年
次
（
一
九
三
六
年
一
一
月
一
日
│
一
九
三
七
年
一
〇
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RRM   

„AGK Jahresbericht 1937“, in: PAdAA, R901/106417, Anhang   

表１　ドイツの主要国向け武器輸出額（単位1000RM）

註）„AGK Jahresbericht 1937“, in: PAdAA, R901/106417, Anhang より作成。



成城法学81号（2012）

80

  

  
„AGK, Jahresbericht 1937“, in: PAdAA, R901/106417   

図１　ドイツの武器輸出における主要国の比率

註）„AGK Jahresbericht 1937“, in: PAdAA, R901/106417, Anhang より作成。

HHAPRO   

  
„AGK Jahresbericht 1937“, in: PAdAA, R901/106417, Anhang  

図２　ドイツの対中国武器輸出に占めるHAPROの割合（1936・1937年）

註）„AGK Jahresbericht 1937“, in: PAdAA, R901/106417, Anhang より作成。



月
三
一
日
）
に
は
、
前
年
次
に
比
べ
、
ド
イ
ツ
の
武
器
輸
出
総
額
は
約
四
・
五
倍
に
増
え
、
二
億
二
五
〇
〇
万
R
M
に
の
ぼ
っ
た
。
対

中
国
武
器
輸
出
に
関
し
て
い
え
ば
、
ド
イ
ツ
の
武
器
輸
出
全
体
に
占
め
る
比
率
は
下
げ
た
が
（
三
六
・
八
％
）、
総
額
は
前
年
に
比
べ

一
挙
に
約
四
倍
の
八
二
八
〇
万
R
M
に
拡
大
し
た
（
表
１
、
図
１
）。

し
か
も
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
一
九
三
六
年
度
に
お
け
る
対
中
国
武
器
輸
出
総
額
の
う
ち
H
A
P
R
O
事
業
に
よ
る
も
の
が
六
〇
・

三
％
を
占
め
て
お
り
、
さ
ら
に
翌
三
七
年
の
対
中
国
武
器
輸
出
総
額
の
う
ち
H
A
P
R
O
に
よ
る
も
の
が
実
に
八
七
・
九
％
（
七
二
七

五
万
R
M
）
に
ま
で
拡
大
し
た
の
で
あ
る
（
図
２
）
（
40
）。
ド
イ
ツ
の
対
中
国
武
器
輸
出
は
、
こ
う
し
て
、
一
九
三
七
年
度
に
は
ほ
ぼ
H
A

P
R
O
に
よ
り
独
占
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

一
九
三
三
年
広
東
契
約
の
完
成
と
両
広
事
変
（
一
九
三
六
年
六
月
）

一
九
三
五
年
一
月
二
日
に
北
京
駐
在
公
使
館
の
プ
レ
ッ
セ
ン
が
報
告
し
て
い
た
よ
う
に
、
ク
ラ
イ
ン
の
広
東
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
第
一
次

契
約
は
一
九
三
五
年
の
初
め
に
一
応
完
成
し
、
広
東
省
に
大
砲
工
場
、
砲
弾
工
場
、
毒
ガ
ス
工
場
、
防
毒
マ
ス
ク
工
場
が
建
設
さ
れ
た
。

そ
の
う
ち
大
砲
工
場
お
よ
び
砲
弾
工
場
な
ど
は
広
州
市
北
方
、
広
東
省
清
遠
県
に
建
設
さ
れ
、
工
場
総
面
積
一
万
六
〇
〇
〇
平
方
メ
ー

ト
ル
、
機
器
設
備
三
四
〇
台
を
誇
っ
た
。
こ
の
工
場
群
は
「
広
東
第
二
兵
器
制
造
廠
」（
通
称
「
琶
江
兵
工
廠
」）
と
命
名
さ
れ
、
一
九

三
五
年
一
二
月
に
生
産
を
開
始
し
た
。
広
東
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
契
約
に
広
東
派
と
と
も
に
調
印
し
た
広
西
派
の
李
宗
仁
は
回
想
録
の
中

で
、「
わ
れ
わ
れ
の
武
器
工
場
の
中
に
は
、
そ
の
規
格
の
精
密
さ
、
設
備
の
斬
新
さ
に
お
い
て
、
実
に
中
央
の
各
武
器
工
場
を
凌
駕
す

る
も
の
が
あ
っ
た
」
と
誇
っ
た
（
42
）。

一
九
三
六
年
六
月
、
粤
漢
線
が
全
通
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
い
ま
ま
で
上
海
経
由
で
ド
イ
ツ
へ
送
ら
れ
て
い
た
H
A
P
R
O
の
鉱
業
産

品
・
農
業
産
品
は
、
広
州
か
ら
出
荷
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。

さ
ら
に
、
一
九
三
六
年
六
月
、
中
国
中
央
政
府
と
ド
イ
ツ
国
防
省
・
H
A
P
R
O
の
関
係
を
改
善
す
る
事
態
が
発
生
し
た
。
い
わ
ゆ
る

「
両
広
事
変
」
で
あ
る
。
五
月
九
日
、
西
南
派
の
元
老
格
で
あ
る
胡
漢
民
が
突
然
脳
溢
血
に
襲
わ
れ
て
広
州
で
死
去
し
た
。
南
京
中
央
政
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権
は
こ
れ
を
き
っ
か
け
と
し
て
西
南
派
に
政
治
的
・
軍
事
的
圧
力
を
加
え
、
追
い
つ
め
ら
れ
た
陳
済
棠
・
李
宗
仁
は
六
月
三
日
に
連
合

し
て
「
抗
日
」
を
通
電
し
、
軍
を
北
上
さ
せ
た
が
、
粤
漢
線
で
輸
送
さ
れ
た
国
民
政
府
軍
の
前
に
反
乱
は
一
挙
に
瓦
解
し
、
陳
済
棠
は

香
港
に
逃
亡
し
た
（
43
）。
李
宗
仁
は
広
西
に
戻
り
、
白
崇
禧
と
相
談
し
た
う
え
で
二
一
日
に
通
電
を
発
し
、
中
央
政
府
に
服
従
を
表
明
し
た
。

国
民
党
は
同
年
七
月
一
〇
日
に
第
五
期
二
中
全
会
を
開
催
し
、「
中
国
国
民
党
西
南
執
行
部
」
お
よ
び
「
国
民
政
府
西
南
政
務
委
員

会
」
の
解
散
を
決
定
し
た
。
同
時
に
陳
済
棠
を
解
任
し
て
余
漢
謀
を
「
広
東
綏
靖
〔
鎮
定
〕
主
任
」
兼
第
四
路
軍
総
司
令
に
任
命
し
、

広
東
省
全
省
の
軍
事
的
整
理
に
当
た
ら
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
（
44
）。
さ
ら
に
こ
の
会
議
で
P
介
石
は
「
か
り
に
何
人
か
が
わ
れ
わ
れ
に
傀
儡

国
（
満
洲
国
）
の
承
認
な
ど
を
強
要
し
、
領
土
主
権
を
侵
害
す
る
と
き
こ
そ
・
・
・
わ
れ
わ
れ
が
最
後
の
犠
牲
を
払
う
と
き
で
あ
る
」

と
宣
言
し
た
（
45
）。

南
京
の
国
民
政
府
軍
政
部
兵
工
署
は
同
年
一
一
月
に
広
東
の
工
場
の
接
収
を
開
始
し
、
翌
三
七
年
に
そ
れ
を
完
了
し
た
。
そ
の
際
に

工
場
は
「
広
東
第
二
兵
工
廠
」
と
改
名
さ
れ
た
（
46
）。

広
東
第
二
兵
工
廠
は
大
砲
工
場
、
砲
弾
工
場
、
雷
管
工
場
、
工
作
機
械
工
場
、
鋳
造
工
場
、
木
工
場
、
動
力
工
場
な
ど
を
包
括
し
、

三
〇
〇
人
の
労
働
者
を
雇
い
、
約
四
〇
人
の
ド
イ
ツ
人
技
師
が
働
い
た
。
生
産
技
術
は
完
全
に
ド
イ
ツ
人
技
師
に
掌
握
さ
れ
て
い
た
。

設
計
上
、
毎
月
の
生
産
能
力
は
七
五
ミ
リ
歩
兵
榴
弾
砲
九
門
、
七
五
ミ
リ
野
戦
砲
九
門
、
一
〇
五
ミ
リ
軽
便
野
戦
榴
弾
砲
五
門
、
砲
弾

一
万
二
五
〇
〇
発
と
さ
れ
て
い
た
。

日
中
戦
争
勃
発
後
、
一
九
三
八
年
四
月
、
広
東
第
二
兵
工
廠
は
日
本
軍
機
の
連
続
爆
撃
に
さ
ら
さ
れ
た
（
47
）。
破
壊
は
激
し
く
、
生
産
不

能
と
な
っ
た
た
め
、
国
民
政
府
軍
政
部
兵
工
署
は
同
年
五
月
、
重
慶
へ
の
移
転
を
決
定
し
た
。
移
転
に
と
も
な
い
名
称
も
「
兵
工
署
五

十
工
廠
」
に
改
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
（
48
）。

（
1
）
田
嶋
信
雄
「
親
中
路
線
と
親
日
路
線
の
暗
闘
」
工
藤
章
・
田
嶋
信
雄
編
『
日
独
関
係
史
』
第
二
巻
『
枢
軸
形
成
の
多
元
的
力
学
』
東
京
大
学
出
版
会
　
二
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〇
〇
八
年
、
八
│
五
三
頁
、
参
照
。
な
お
以
下
「
五
　
ラ
イ
ヒ
ェ
ナ
ウ
の
訪
中
と
、
親
日
派
に
対
す
る
国
防
省
の
闘
争
」
は
、
こ
と
の
性
質
上
、
上
記
論

文
の
一
部
と
重
な
る
部
分
が
あ
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。

（
2
）A

ufzeichnung
B

ülow
s

vom
4.M

ai1936,in:A
D

A
P

,Serie
C

,B
d.V

,D
ok.N

r.306,S.466-67
（
3
）E

benda.

（
4
）O

berkom
m

ando
derM

arine
an

die
A

bteilungen
derM

arineleitung
vom

15.M
ai1936,in:B

A
-M

A
,R

H
11/2/v.C

ase
3/2/48899,B

l.390.

（
5
）B

lom
berg

an
Falkenhausen

vom
6.M

ai1936,in:PA
dA

A
,„ProjektK

lein“,6680/H
096424.

（
6
）B

erichtdes
W

ehrw
irtschaftsstabes

vom
15.M

ai1936,in:B
A

-M
A

,R
W

5/v.315,„A
kte

Stein“.

（
7
）B

erichtdes
O

berkom
m

andos
derL

uftw
affe

vom
12.M

ai1936,ebenda.

（
8
）B

erichtdes
O

berkom
m

andos
derK

riegsm
arine

vom
19.M

ai1936,ebenda.

（
9
）B

erichtdes
G

eneralstabs
des

H
eeres

vom
16.M

ai1936,ebenda.

（
10
）N

iederschriftdes
M

inisterrates
am

27.M
ai1936,in:D

er
P

rozeß
gegen

die
H

auptkriegsverbrecher
vor

dem
Internationaken

M
ilitärgerichtshof,B

d.
X

X
V

II,S.144-148.

（
11
）A

ufzeichnung
D

irksens
vom

19.M
ai1936,in:A

D
A

P
,Serie

C
,B

d.V
,D

ok.N
r.338,S.524-526.

（
12
）A

ufzeichnung
D

irksens
vom

25.M
ai1935,in:A

D
A

P
,Serie

C
,B

d.V
,D

ok.N
r.346,S.538-539.

（
13
）H

andschriftlicherV
erm

erk
D

ieckhoffs
vom

26.M
ai1936,in:A

D
A

P
,Serie

C
,B

d.V
,S.539,A

nm
.5.

（
14
）
ナ
チ
ズ
ム
外
交
に
お
け
る
「
政
府
内
政
治
連
合
」
に
つ
い
て
、
田
嶋
信
雄
『
ナ
チ
ズ
ム
外
交
と
「
満
洲
国
」』
一
〇
六
頁
、
参
照
。

（
15
）T

rautm
ann

an
D

ieckhoffvom
10.Juni1936,in:A

D
A

P
,Serie

C
,B

d.V
,D

ok.N
r.363,S.562-566.

（
16
）A

ufzeichnung
M

eissners
vom

9.Juni1936,in:A
D

A
P

,Serie
C

,B
d.V

,D
ok.N

r.362,S.561-562.

（
17
）A

ufzeichnung
E

rdm
annsdorffs

vom
12.Juni1936,in:PA

dA
A

,„ProjektK
lein“,218/147896-97.

（
18
）E

benda.

（
19
）A

ufzeichnung
N

euraths
vom

19.Juni1936,in:A
D

A
P

,Serie
C

,B
d.V

,D
ok.N

r.386,S.605-606.

（
20
）A

ufzeichnung
V

oss
vom

17.Juli1936,in:PA
dA

A
,„ProjektK

lein“,218/147932-34.

（
21
）A

ufzeichnung
D

ieckhoffs
vom

17.Juli1936,in:PA
dA

A
,„ProjektK

lein“,218/147925-26.

（
22
）A

ufzeichnung
V

oss
vom

18.Juli1936,in:A
D

A
P

,Serie
C

,B
d.V

,D
ok.N

r.461,S.732-734
.

（
23
）
ラ
イ
ヒ
ェ
ナ
ウ
の
中
国
訪
問
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
馬
振
特
・
戚
如
高
『
P
介
石
与
希
特
勒
』
台
北：

東
大
図
書
股
�
有
限
公
司
一
九
九
八
年
、
三
〇

〇
頁
。

（
24
）Fischeran

E
rdm

annsdorffvom
4.N

ovem
ber1936,in:PA

dA
A

,„ProjektK
lein“,218/8034-148037.

ラ
イ
ヒ
ェ
ナ
ウ
訪
中
に
際
し
通
訳
の
任
に
当
た
っ

た
関
徳
懋
は
、「
当
時
ラ
イ
ヒ
ェ
ナ
ウ
は
、
中
独
軍
事
攻
守
同
盟
を
締
結
し
、
ド
イ
ツ
が
表
に
出
て
日
本
を
抑
え
、
中
日
紛
争
を
解
決
し
、
さ
ら
に
中
独
日

三
国
が
共
同
で
手
を
携
え
、
も
っ
て
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
・
ロ
シ
ア
に
対
処
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
た
」
と
主
張
し
て
い
る
。
関
徳
懋
一
九
九
七
年
、
三
七
頁
。
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ま
た
、
ブ
ロ
ム
ベ
ル
ク
も
、
未
刊
行
の
回
想
録
で
、
当
時
親
中
国
的
な
「
英
米
に
対
抗
す
る
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
ブ
ロ
ッ
ク
構
想
」
を
追
求
し
て
い
た
と
主

張
し
て
い
る
。B

ernd
M

artin
(H

rsg.),
D

ie
deutsche

B
eraterschaft

in
C

hina,D
üsseldorf:

D
roste

1981,S.71.

い
ず
れ
も
興
味
深
い
見
解
で
は
あ
る
が
、

補
強
証
拠
が
な
く
、
た
だ
ち
に
信
を
置
く
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
25
）A

ufzeichnung
E

ngels
vom

1.O
ktober

1938,in:
G

erhard
E

ngel
(hrsg.u.kom

m
entiert

von
H

ildegard
von

K
otze),H

eeresadjutant
bei

H
itler

1938-
1943.A

ufzeichnungen
des

M
ajors

E
ngel,,Stuttgart1974,S.40-41.

（
26
）A

ufzeichnung
D

ieckhoffs
vom

30.O
ktober1936,in:A

D
A

P
,Seie

C
,B

d.V
,D

ok.N
r.637,S.1078-1079.

（
27
）A

ufzeichnung
E

rdm
annsdorffs

vom
4.N

ovem
ber1936,in:A

D
A

P
,Serie

C
,B

d.V
I,D

ok.N
r.7,S.19-20.

（
28
）A

ufzeichnung
D

ieckhoffs
vom

10.N
ovem

ber1936,in:A
D

A
P

,Serie
C

,B
d.V

I,S.20,A
nm

.6.

（
29
）「
翁
文
�
等
致
顧
振
等
電
（
一
九
三
六
年
三
月
一
九
日
）」『
中
徳
外
交
密
档
』
三
六
三
│
三
六
四
頁
。。

（
30
）「
翁
文
�
等
致
顧
振
等
電
（
一
九
三
六
年
四
月
一
三
日
）」『
中
徳
外
交
密
档
』
三
七
四
頁
。

（
31
）「
翁
文
�
等
致
顧
振
等
電
（
一
九
三
六
年
三
月
一
九
日
）」『
中
徳
外
交
密
档
』
三
六
三
│
三
六
四
頁
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
軍
事
文
書
館
に
も
リ
ス
ト
が
存
在

す
る
。„A

uftragliste
derC

hinesischen
K

om
m

ission
im

A
uftrag

des
M

arschalls
C

hiang
K

aiC
hek“,B

A
-M

A
,R

M
11/2/v.C

ase3/2/48899.

（
32
）
一
九
三
八
年
に
お
け
る
こ
の
リ
ス
ト
の
納
入
状
況
は
、
馬
振
特
・
戚
如
高
『
P
介
石
与
希
特
勒
』
台
北：

東
大
図
書
股
�
有
限
公
司
一
九
九
八
年
、
三

三
五
│
三
三
七
頁
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
33
）「
顧
振
等
致
翁
文
�
電
（
一
九
三
六
年
四
月
三
〇
日
）、『
中
徳
外
交
密
档
』
三
八
〇
頁
。

（
34
）B

.N
r.B

Stat1192/35
G

kods
vom

15.M
ai1936,B

A
-M

A
,R

M
11/2/v.C

ase3/2/48899.

（
35
）
戚
如
高
・
周
媛
「
資
源
委
員
会
的
『
三
年
計
画
』
及
其
実
施
」『
民
国
档
案
』
一
九
九
六
年
第
二
期
、
九
五
│
一
〇
三
頁
。

（
36
）
同
上
。
資
源
委
員
会
と
H
A
P
R
O
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
た
「
中
央
鋼
鉄
廠
建
設
計
画
」
に
つ
い
て
は
、
萩
原
充
『
中
国
の
経
済
建
設
と
日
中
関
係
』
ミ

ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
　
二
〇
〇
〇
年
、
第
一
章
「
南
京
政
府
期
の
鋼
鉄
業
」
第
二
章
「
中
央
鋼
鉄
廠
建
設
計
画
」、
と
く
に
六
四
│
六
六
頁
に
詳
し
い
。

（
37
）「
武
器
輸
出
組
合
」
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
田
嶋
信
雄
「
武
器
輸
出
解
禁
の
政
治
過
程
―
―
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
と
対
中
国
武
器
輸
出
問
題
　
一
九

三
三
│
一
九
三
六
年
」
成
城
大
学
法
学
会
編
『
二
一
世
紀
に
お
け
る
法
学
と
政
治
学
の
諸
相
』
信
山
社
　
二
〇
〇
九
年
、
一
六
一
│
二
一
四
頁
、
参
照
。

（
38
）JahresberichtderA

G
K

beiderR
eichsgruppe

Industrie.D
as

erste
G

eschäftsjahr,1.11.1935-31.10.1936,in:B
A

-M
A

,W
iIF5/383,T

eil2.

（
39
）R

eichsgruppe
Industrie,A

usfuhrgem
einschaftfür

K
riegsgerät,„Jahresbericht1937“,in:B

A
(folgend

zitiertals
B

A
),R

901/106471.

筆
者
は
い
ま
ま

で
ド
イ
ツ
連
邦
軍
事
文
書
館
で
発
見
し
た
上
記
の
一
九
三
六
年
の
「
年
次
報
告
」
の
み
を
用
い
て
対
中
国
武
器
貿
易
の
総
額
と
比
率
を
論
じ
て
き
た
が
、

そ
の
後
一
九
三
七
年
度
の
「
年
次
報
告
」（
一
九
三
六
年
度
の
記
述
を
含
む
）
を
ド
イ
ツ
連
邦
文
書
館
で
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
、
こ
こ
で
は
二
つ

の
数
字
を
併
記
し
て
お
く
。

（
40
）E

benda.

（
41
）
�
演
存
「
琶
江
兵
工
廠
建
立
始
末
」
広
州
市
政
協
文
史
資
料
研
究
委
員
会
編
『
南
天
歳
月
│
│
陳
済
棠
主
粤
時
期
見
聞
実
録
』（
広
州
文
史
資
料
第
三
七

輯
）
広
州：

広
東
人
民
出
版
社
一
九
八
七
年
、
一
六
一
│
一
六
七
頁
。
�
演
存
は
当
時
琶
江
兵
工
廠
建
設
事
務
所
主
任
と
し
て
工
場
建
設
の
事
務
処
理
に

成城法学81号（2012）
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あ
た
っ
た
。

（
42
）
李
宗
仁
『
李
宗
仁
回
憶
録
』
下
、
上
海：

華
東
師
範
大
学
出
版
社
一
九
九
五
年
、
四
七
六
頁
。

（
43
）
両
広
事
変
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
施
家
順
『
両
広
事
変
之
研
究
』
高
雄：

復
文
図
書
出
版
社
一
九
九
二
年
。

（
44
）
李
雲
漢
『
中
国
国
民
党
史
述
』
第
三
編
、
台
北：

中
国
国
民
党
中
央
委
員
会
党
史
委
員
会
　
一
九
九
四
年
、
二
八
三
│
二
八
八
頁
。

（
45
）
石
島
紀
之
『
中
国
抗
日
戦
争
史
』
青
木
書
店
　
一
九
八
四
年
、
四
六
頁
。

（
46
）
李
滔
・
陸
洪
洲
編
『
中
国
兵
工
企
業
史
』
北
京：

兵
器
工
業
出
版
社
二
〇
〇
三
年
、
一
五
二
│
一
五
四
頁
。

（
47
）
一
九
三
八
年
四
月
に
入
る
と
華
南
方
面
を
主
作
戦
地
域
と
す
る
海
軍
高
雄
航
空
隊
な
ら
び
に
第
一
四
航
空
隊
（
三
�
島
に
飛
行
場
を
建
設
）
が
開
隊
し
、

華
南
に
進
出
、
年
内
に
七
次
に
わ
た
る
作
戦
を
お
こ
な
っ
た
。
そ
の
う
ち
琶
江
兵
工
廠
は
四
月
一
四
日
か
ら
二
一
日
と
、
七
月
一
六
日
か
ら
二
五
日
の
二

波
に
渡
る
攻
撃
の
対
象
の
一
つ
と
な
っ
た
。
防
衛
庁
防
衛
研
究
所
戦
史
室
編
『
戦
史
叢
書
』
第
七
九
巻
「
中
国
方
面
海
軍
作
戦
（
二
）」、
東
京：

朝
雲
出

版
社
一
九
七
五
年
、
七
四
頁
。

（
48
）
李
滔
・
陸
洪
洲
編
『
中
国
兵
工
企
業
史
』
北
京：

兵
器
工
業
出
版
社
二
〇
〇
三
年
、
一
五
二
│
一
五
四
頁
。

お
わ
り
に

以
上
本
稿
で
は
、
一
九
三
六
年
四
月
の
中
独
条
約
成
立
に
い
た
る
政
治
過
程
を
、
や
や
細
部
に
ま
で
立
ち
入
り
な
が
ら
分
析
し
て
き

た
。
い
ま
主
と
し
て
ド
イ
ツ
側
の
政
策
決
定
過
程
に
着
目
し
て
本
稿
の
内
容
の
概
略
を
示
せ
ば
、
以
下
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

一
九
三
三
年
夏
に
P
介
石
の
招
待
を
受
け
て
訪
中
し
た
ゼ
ー
ク
ト
は
、
国
民
政
府
軍
の
再
編
計
画
な
ど
で
P
介
石
の
諮
問
に
答
え
る

一
方
で
、
私
的
な
動
機
に
よ
り
武
器
商
人
ク
ラ
イ
ン
の
中
国
で
の
暗
躍
を
後
見
し
た
。
ク
ラ
イ
ン
は
一
九
三
三
年
七
月
に
西
南
派
の
陳

済
棠
・
李
宗
仁
と
の
あ
い
だ
で
大
砲
工
場
、
毒
ガ
ス
工
場
、
防
毒
ガ
ス
マ
ス
ク
工
場
な
ど
の
建
設
を
含
む
総
額
約
五
五
〇
万
香
港
ド
ル

の
契
約
を
成
立
さ
せ
、
西
南
派
は
現
金
払
い
に
よ
り
債
務
を
履
行
す
る
こ
と
と
な
っ
た
（
広
東
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
第
一
次
契
約
）。

ク
ラ
イ
ン
は
一
九
三
四
年
一
月
に
H
A
P
R
O
を
設
立
し
て
対
中
国
武
器
貿
易
に
本
格
的
に
進
出
し
た
。
広
東
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
第
一

次
契
約
は
当
初
か
ら
ド
イ
ツ
国
防
省
（
国
防
大
臣
ブ
ロ
ム
ベ
ル
ク
、
軍
務
局
長
ラ
イ
ヒ
ェ
ナ
ウ
、
国
防
経
済
幕
僚
部
長
ト
ー
マ
ス
ら
）
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の
強
い
支
持
を
受
け
て
い
た
が
、
同
時
に
駐
華
ド
イ
ツ
公
使
ト
ラ
ウ
ト
マ
ン
や
、
対
中
政
策
・
対
日
政
策
に
配
慮
す
る
ド
イ
ツ
外
務
省

か
ら
の
強
い
批
判
に
も
さ
ら
さ
れ
て
い
た
。
加
え
て
、
西
南
派
と
の
政
治
的
・
軍
事
的
な
対
峙
関
係
に
あ
っ
た
中
国
中
央
政
府
も
「
不

法
な
軍
事
物
資
輸
入
」
へ
の
批
判
を
強
め
、
没
収
を
含
め
た
強
い
措
置
を
執
る
と
ド
イ
ツ
に
警
告
を
発
し
た
の
で
あ
る
。

一
方
P
介
石
の
執
拗
な
再
訪
要
請
を
受
け
た
ゼ
ー
ク
ト
は
翌
一
九
三
四
年
四
月
に
在
華
ド
イ
ツ
軍
事
顧
問
団
長
の
職
を
引
き
受
け
る

が
、
老
衰
し
た
ゼ
ー
ク
ト
は
軍
事
顧
問
団
長
と
し
て
の
実
質
的
な
活
動
を
同
行
し
た
フ
ァ
ル
ケ
ン
ハ
ウ
ゼ
ン
に
任
せ
、
み
ず
か
ら
は
同

時
期
に
再
度
訪
中
し
た
ク
ラ
イ
ン
の
活
動
を
裏
で
支
援
す
る
こ
と
に
集
中
し
た
の
で
あ
る
。

一
九
三
四
年
夏
、
ク
ラ
イ
ン
は
中
国
で
二
つ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
実
現
を
目
指
し
た
。
第
一
は
南
京
国
民
政
府
と
の
仮
契
約
の
締
結

（「
南
京
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」）
で
、
ド
イ
ツ
の
工
業
品
な
い
し
工
業
プ
ラ
ン
ト
を
中
国
の
農
産
品
や
タ
ン
グ
ス
テ
ン
な
ど
の
鉱
業
資
源
と

バ
ー
タ
ー
で
取
引
す
る
こ
と
を
規
定
し
、
ク
ラ
イ
ン
は
そ
の
た
め
ド
イ
ツ
で
一
億
R
M
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
の
獲
得
に
努
力
す
る
こ
と
と
さ

れ
た
。
駐
華
公
使
ト
ラ
ウ
ト
マ
ン
は
自
由
貿
易
の
立
場
か
ら
こ
の
南
京
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
強
く
批
判
す
る
が
、
ド
イ
ツ
外
務
省
首
脳
は

そ
れ
を
「
私
的
な
契
約
」
と
み
な
し
、
当
面
介
入
し
な
い
姿
勢
を
示
し
た
。

他
方
で
ク
ラ
イ
ン
は
、
南
京
政
府
と
の
交
渉
の
合
間
に
密
か
に
広
州
を
訪
問
し
、
西
南
派
と
の
間
で
鉄
道
建
設
仮
契
約
の
ほ
か
、
港

湾
施
設
・
製
鉄
工
場
・
火
薬
工
場
・
防
毒
ガ
ス
マ
ス
ク
工
場
な
ど
一
八
〇
〇
万
香
港
ド
ル
に
お
よ
ぶ
仮
契
約
を
締
結
し
た
。
さ
ら
に
西

南
派
側
が
そ
れ
ら
を
タ
ン
グ
ス
テ
ン
な
ど
の
鉱
業
資
源
に
よ
り
バ
ー
タ
ー
で
支
払
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
、
ク
ラ
イ
ン
は
そ
の
た
め
ド
イ

ツ
で
二
億
R
M
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
を
獲
得
す
る
よ
う
努
力
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
（
広
東
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
第
二
次
契
約
）。
こ
う
し
た
ク
ラ

イ
ン
の
活
動
に
は
、
し
か
も
、
ド
イ
ツ
国
防
省
に
加
え
、
一
九
三
四
年
八
月
に
経
済
大
臣
を
兼
任
し
た
ラ
イ
ヒ
ス
バ
ン
ク
総
裁
シ
ャ
ハ

ト
の
強
力
な
支
持
が
与
え
ら
れ
た
。
こ
の
時
期
に
深
刻
化
し
た
ド
イ
ツ
の
外
国
為
替
危
機
は
シ
ャ
ハ
ト
の
政
策
転
換
を
促
進
し
、
ド
イ

ツ
対
外
貿
易
の
双
務
化
・
バ
ー
タ
ー
化
を
め
ざ
す
「
新
計
画
」
を
成
立
せ
し
め
て
い
た
が
、
ク
ラ
イ
ン
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
ま
さ
に

シ
ャ
ハ
ト
の
シ
ェ
ー
マ
に
適
合
的
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
ク
ラ
イ
ン
の
広
東
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
め
ぐ
っ
て
は
、
そ
れ
を
強
力
に
支
持
す

る
国
防
省
＝
シ
ャ
ハ
ト
連
合
に
外
務
省
が
対
抗
す
る
と
い
う
構
図
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
国
防
省
と
外
務
省
は
、
事
態
の
明
確
化
の
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た
め
、
ゼ
ー
ク
ト
と
P
介
石
の
会
談
を
実
現
す
る
こ
と
で
か
ろ
う
じ
て
一
致
し
た
が
、
し
か
し
ゼ
ー
ク
ト
は
P
介
石
と
の
会
談
で
も
広

東
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
へ
の
言
及
を
避
け
続
け
た
。

こ
う
し
た
中
で
一
九
三
四
年
秋
、
ク
ラ
イ
ン
は
広
東
・
南
京
両
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
め
ぐ
る
諸
官
庁
・
諸
企
業
と
の
交
渉
の
た
め
ベ
ル

リ
ン
に
戻
っ
た
。
同
じ
こ
ろ
、
広
東
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
第
一
次
契
約
に
基
づ
く
武
器
工
場
の
建
設
が
進
展
し
た
た
め
、
P
介
石
・
南
京
国

民
政
府
は
ド
イ
ツ
外
務
省
に
重
大
な
抗
議
を
お
こ
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
事
態
は
、
ク
ラ
イ
ン
の
広
東
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
全
力

で
推
進
す
る
ド
イ
ツ
国
防
省
と
、
こ
れ
を
批
判
す
る
フ
ァ
ル
ケ
ン
ハ
ウ
ゼ
ン
の
政
策
的
対
立
を
発
生
せ
し
め
た
。
他
方
ド
イ
ツ
外
務
省

は
、
バ
ー
タ
ー
的
貿
易
方
式
は
支
持
し
う
る
と
し
つ
つ
も
、
広
東
・
南
京
両
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
決
定
・
実
施
の
先
延
ば
し
を
図
る
「
条

件
闘
争
」
路
線
を
追
求
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
三
五
年
に
入
る
と
、
ク
ラ
イ
ン
の
途
方
も
な
い
広
東
鉄
道
建
設
計
画
が
ド
イ
ツ
外
務
省
に
も
明
ら
か
に
な
る
と
と
も
に
、
国

防
省
が
広
東
に
軍
事
顧
問
や
毒
ガ
ス
技
術
者
を
派
遣
し
た
た
め
、
P
介
石
へ
の
忠
誠
を
重
視
す
る
フ
ァ
ル
ケ
ン
ハ
ウ
ゼ
ン
が
態
度
を
硬

化
さ
せ
、
広
東
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
反
対
す
る
外
務
省
＝
フ
ァ
ル
ケ
ン
ハ
ウ
ゼ
ン
連
合
が
成
立
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
、
P
介
石
か

ら
広
東
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
関
す
る
態
度
表
明
を
迫
ら
れ
た
ゼ
ー
ク
ト
は
精
神
的
に
も
身
体
的
に
も
消
耗
し
、
一
九
三
五
年
三
月
、
健
康

を
理
由
に
帰
国
の
途
に
つ
く
こ
と
と
な
る
。
同
じ
こ
ろ
ク
ラ
イ
ン
は
ヒ
ト
ラ
ー
と
面
会
し
、
P
介
石
と
陳
済
棠
に
宛
て
た
肖
像
写
真
を

ヒ
ト
ラ
ー
か
ら
受
託
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
こ
れ
は
ク
ラ
イ
ン
に
と
っ
て
決
定
的
に
重
要
な
前
進
を
意
味
し
た
が
、
対
中
国
政
策
を

め
ぐ
る
ヒ
ト
ラ
ー
の
政
治
指
導
自
体
は
き
わ
め
て
消
極
的
・
受
動
的
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
た
。

一
九
三
五
年
四
月
一
六
日
、
P
介
石
は
ゼ
ー
ク
ト
と
ド
イ
ツ
国
防
省
に
対
し
、
ク
ラ
イ
ン
の
広
東
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
同
意
し
て
い
な

い
と
い
う
強
い
抗
議
を
お
こ
な
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
ブ
ロ
ム
ベ
ル
ク
は
「
ヒ
ト
ラ
ー
の
支
持
」
と
い
う
シ
ン
ボ
ル
を
持
ち
出
し
て
正
面

突
破
を
図
る
と
と
も
に
、
シ
ャ
ハ
ト
も
孔
祥
煕
に
書
簡
を
送
り
、
中
国
国
民
政
府
と
の
バ
ー
タ
ー
貿
易
＝
南
京
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
実
現
へ

の
強
い
意
欲
を
示
し
、
国
防
省
の
た
め
に
援
護
射
撃
を
お
こ
な
っ
た
の
で
あ
る
。

ヒ
ト
ラ
ー
の
政
治
指
導
の
不
在
と
P
介
石
の
強
い
抗
議
は
、
し
か
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
ド
イ
ツ
国
防
省
と
外
務
省
の
相
互
調
整
を
不
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可
避
と
し
た
。
一
九
三
五
年
五
月
二
四
日
、
両
者
は
ク
ラ
イ
ン
の
活
動
の
重
点
を
広
東
か
ら
南
京
に
移
し
、
広
東
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
か
ら

漸
次
撤
収
す
る
こ
と
で
一
致
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
妥
協
は
、
P
介
石
の
意
思
の
確
認
を
ク
ラ
イ
ン
に
委
ね
る
と
と

も
に
、
す
で
に
発
注
済
み
の
広
東
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
進
行
を
容
認
し
た
こ
と
に
よ
り
、
根
本
的
な
解
決
に
は
ほ
ど
遠
い
も
の
で
あ
っ

た
。一

方
、
こ
う
し
た
中
独
関
係
の
背
後
に
あ
る
中
国
国
内
の
政
治
状
況
は
、
一
九
三
四
年
秋
か
ら
三
五
年
春
に
か
け
、
大
き
な
変
化
を

見
せ
始
め
て
い
た
。
す
な
わ
ち
三
四
年
一
〇
月
、
国
民
政
府
軍
に
包
囲
さ
れ
た
紅
軍
は
「
大
長
征
」
と
い
う
名
の
敗
北
を
強
い
ら
れ
、

さ
ら
に
紅
軍
の
退
却
に
よ
り
、
西
南
派
は
南
京
国
民
政
府
の
直
接
的
な
政
治
的
・
軍
事
的
圧
力
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
、
P
介
石
か
ら
見
れ
ば
、
西
南
派
を
屈
服
さ
せ
、
場
合
に
よ
っ
て
は
ク
ラ
イ
ン
の
広
東
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
成
果
で
あ

る
武
器
工
場
群
を
接
収
す
る
可
能
性
が
生
じ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。

こ
の
こ
ろ
ド
イ
ツ
側
の
政
策
決
定
過
程
に
は
、
中
国
情
勢
に
疎
い
ゲ
ー
リ
ン
グ
お
よ
び
航
空
省
が
対
広
東
政
策
に
介
入
し
、
さ
ら
に

上
海
総
領
事
ク
リ
ー
ベ
ル
が
広
東
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
へ
の
強
力
な
反
対
派
と
し
て
登
場
し
て
政
治
的
混
乱
を
助
長
し
て
い
た
。
ク
リ
ー
ベ

ル
は
そ
の
際
ヒ
ト
ラ
ー
を
政
策
決
定
過
程
に
引
き
出
す
こ
と
で
自
己
に
有
利
な
政
治
的
解
決
を
図
ろ
う
と
し
た
が
、
し
か
し
当
時
英
独

海
軍
協
定
の
調
印
に
夢
中
に
な
っ
て
い
た
ヒ
ト
ラ
ー
が
対
中
国
政
策
に
積
極
的
に
乗
り
出
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
帰
国
し
た

ゼ
ー
ク
ト
も
六
月
二
六
日
に
ヒ
ト
ラ
ー
と
面
会
し
て
中
国
情
勢
に
関
す
る
報
告
を
お
こ
な
っ
た
が
、
こ
の
席
で
も
ヒ
ト
ラ
ー
か
ら
対
中

国
政
策
に
関
す
る
積
極
的
な
政
治
指
導
が
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
は
つ
い
に
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
対
中
国
政
策
を
め
ぐ
る
ナ

チ
ス
・
ド
イ
ツ
内
の
混
乱
は
、
ヒ
ト
ラ
ー
の
政
治
指
導
を
欠
い
た
ま
ま
、
い
わ
ば
「
ル
ー
ル
な
き
政
府
内
政
治
」
の
様
相
を
呈
す
る
に

い
た
っ
た
の
で
あ
る
。

ヒ
ト
ラ
ー
の
政
治
指
導
を
欠
い
た
中
独
関
係
の
調
整
は
、
つ
ぎ
に
は
P
介
石
の
決
定
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
六
月
一
六
日

に
成
都
で
ク
ラ
イ
ン
を
接
受
し
た
P
介
石
は
、
し
か
し
、
南
京
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
承
諾
し
た
も
の
の
、
広
東
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
関
し
て

は
、
前
述
し
た
中
国
国
内
政
治
状
況
の
変
動
を
背
景
に
、
明
確
な
態
度
表
明
を
避
け
た
の
で
あ
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
ク
ラ
イ
ン
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は
こ
れ
を
P
介
石
の
ゴ
ー
サ
イ
ン
と
し
て
解
釈
し
か
つ
吹
聴
し
た
。
一
方
、
ク
ラ
イ
ン
一
派
の
報
告
に
納
得
し
な
い
フ
ァ
ル
ケ
ン
ハ
ウ

ゼ
ン
は
P
介
石
の
真
意
を
確
認
す
る
た
め
七
月
末
に
成
都
に
飛
ん
だ
が
、
そ
こ
で
か
れ
が
確
認
し
た
の
は
、
ク
ラ
イ
ン
の
南
京
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
に
つ
い
て
は
推
進
す
る
一
方
で
、
他
方
広
東
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
つ
い
て
は
対
外
的
に
否
定
し
つ
つ
、
将
来
の
接
収
を
も
見
越

し
て
そ
れ
を
事
実
上
黙
認
す
る
と
い
う
P
介
石
の
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
な
態
度
で
あ
っ
た
。

以
上
の
よ
う
な
ミ
ク
ロ
な
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
動
向
の
背
後
に
は
、世
界
経
済
の
ブ
ロ
ッ
ク
化
と
中
独
に
お
け
る
外
国
為
替
不
足
の
進
展
、

さ
ら
に
は
そ
れ
に
対
応
す
る
中
独
両
国
で
の
新
し
い
国
防
経
済
思
想
の
登
場
と
い
う
事
態
が
存
在
し
て
い
た
。
中
国
で
は
満
洲
事
変
と

日
本
の
侵
略
の
拡
大
を
重
要
な
契
機
と
し
て
翁
文
�
・
銭
昌
照
を
中
心
と
す
る
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
集
団
＝
資
源
委
員
会
に
よ
る
国
防
経

済
計
画
が
進
展
し
、
P
介
石
の
指
導
権
の
も
と
、
中
国
と
り
わ
け
華
南
地
方
に
豊
富
に
存
在
す
る
タ
ン
グ
ス
テ
ン
な
ど
レ
ア
メ
タ
ル
の

採
掘
や
重
工
業
の
建
設
が
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
。
し
か
も
資
源
委
員
会
は
、
一
九
三
五
年
一
一
月
に
お
け
る
親
日
派
の
後
退
に
よ
り
、

中
国
の
政
治
・
軍
事
の
な
か
で
そ
の
重
要
性
を
顕
著
に
拡
大
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

一
方
ド
イ
ツ
で
も
国
防
省
国
防
経
済
幕
僚
部
長
ト
ー
マ
ス
や
経
済
大
臣
兼
ラ
イ
ヒ
ス
バ
ン
ク
総
裁
シ
ャ
ハ
ト
を
中
心
に
、
自
由
主
義

的
経
済
思
想
か
ら
決
別
し
て
総
力
戦
体
制
の
構
築
を
め
ざ
す
統
制
経
済
思
想
へ
の
転
換
が
進
ん
で
い
た
。
と
り
わ
け
当
時
の
ド
イ
ツ
で

は
外
国
為
替
が
払
底
し
て
お
り
、
軍
拡
に
必
要
な
原
料
資
源
を
確
保
す
る
た
め
、
代
替
生
産
や
対
外
貿
易
に
お
け
る
大
規
模
な
バ
ー

タ
ー
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
重
要
性
が
叫
ば
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
中
独
両
国
の
国
防
経
済
面
に
お
け
る
協
力
の
基
盤
が
形
成

さ
れ
て
い
っ
た
。

そ
し
て
、
ま
さ
に
こ
の
中
独
協
力
の
一
つ
の
方
向
を
極
端
な
形
で
示
し
て
い
た
の
が
ク
ラ
イ
ン
の
「
組
織
建
議
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ

は
中
国
の
政
治
・
軍
事
・
行
政
・
経
済
・
社
会
・
教
育
に
わ
た
る
広
範
な
建
設
計
画
で
あ
り
、
こ
う
し
た
計
画
を
ド
イ
ツ
が
全
力
で
支

援
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
「
組
織
建
議
」
で
規
定
さ
れ
た
事
項
の
多
く
は
、
の
ち
に
中
国
国
民
政
府
・
資
源

委
員
会
の
「
重
工
業
建
設
三
カ
年
計
画
」
の
な
か
に
受
け
継
が
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

一
九
三
五
年
秋
、
以
上
の
よ
う
な
事
態
を
受
け
て
ク
ラ
イ
ン
・
ド
イ
ツ
国
防
省
と
中
国
国
民
政
府
・
資
源
委
員
会
の
交
渉
が
本
格
化
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し
た
。
一
一
月
初
旬
、
資
源
委
員
会
が
タ
ン
グ
ス
テ
ン
・
ア
ン
チ
モ
ン
・
錫
そ
れ
ぞ
れ
四
〇
〇
〇
ト
ン
や
大
豆
・
落
花
生
・
胡
麻
な
ど

の
油
種
を
用
意
す
る
手
は
ず
を
整
え
た
こ
と
に
よ
り
南
京
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
ほ
ぼ
合
意
に
達
し
、
一
一
月
二
三
日
、
P
介
石
は
ゼ
ー
ク

ト
、
ヒ
ト
ラ
ー
、
シ
ャ
ハ
ト
、
ブ
ロ
ム
ベ
ル
ク
に
書
簡
を
し
た
た
め
、
ク
ラ
イ
ン
の
南
京
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
全
力
で
推
進
す
る
決
意
を

示
し
た
の
で
あ
る
。

一
九
三
六
年
一
月
に
中
国
国
民
政
府
は
顧
振
を
団
長
と
す
る
代
表
団
を
中
国
に
派
遣
し
、
中
独
交
渉
は
大
詰
め
を
迎
え
る
こ
と
と

な
っ
た
。
代
表
団
は
ド
イ
ツ
各
地
の
兵
器
産
業
・
重
化
学
工
業
の
諸
工
場
を
存
分
に
見
学
し
、
他
方
ド
イ
ツ
国
防
省
は
代
表
団
を
歓
待

し
て
中
国
か
ら
の
受
注
に
全
力
を
あ
げ
た
の
で
あ
る
。
交
渉
は
順
調
に
進
む
よ
う
に
見
え
た
が
、
し
か
し
最
後
に
問
題
と
な
っ
た
の
は

ク
ラ
イ
ン
の
広
東
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
、
と
り
わ
け
毒
ガ
ス
工
場
建
設
の
進
展
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
た
。
P
介
石
は
、
一
九
三
六
年
二
月

と
三
月
の
二
度
に
わ
た
り
駐
華
ド
イ
ツ
大
使
ト
ラ
ウ
ト
マ
ン
を
接
見
し
た
が
、
そ
の
際
P
介
石
は
、
ク
ラ
イ
ン
の
広
東
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

が
中
断
さ
れ
な
い
場
合
、
交
渉
決
裂
も
あ
り
う
る
と
の
強
い
怒
り
を
示
し
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
P
介
石
の
抗
議
に
対
し
、
ブ
ロ
ム
ベ
ル
ク
・
ド
イ
ツ
国
防
省
は
、
ク
ラ
イ
ン
の
広
東
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
「
小
さ
な
武
器
工

場
」
の
建
設
で
あ
り
、
武
器
と
毒
ガ
ス
は
提
供
さ
れ
て
い
な
い
と
居
直
っ
た
。
さ
ら
に
ブ
ロ
ム
ベ
ル
ク
は
、
中
国
と
「
互
恵
に
基
づ
い

て
良
好
な
友
人
関
係
を
築
き
た
い
」
と
の
希
望
を
述
べ
、「
中
国
は
天
国
」
と
ま
で
褒
め
そ
や
し
て
P
介
石
の
泣
き
落
と
し
を
図
っ
た

の
で
あ
る
。
P
介
石
は
三
月
二
六
日
、
こ
の
ブ
ロ
ム
ベ
ル
ク
の
言
明
に
接
し
て
態
度
を
軟
化
さ
せ
、
中
独
条
約
締
結
へ
の
最
終
的
な

ゴ
ー
サ
イ
ン
を
出
し
た
の
で
あ
る
。

一
方
外
務
省
は
中
国
に
お
け
る
ク
ラ
イ
ン
と
翁
文
�
の
交
渉
や
中
国
代
表
団
の
ド
イ
ツ
で
の
活
動
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
蚊
帳
の
外
に

置
か
れ
て
い
た
が
、
し
か
し
そ
の
後
駐
華
大
使
ト
ラ
ウ
ト
マ
ン
か
ら
の
報
告
に
よ
り
よ
う
や
く
ク
ラ
イ
ン
の
策
動
の
詳
細
を
知
る
に
い

た
っ
た
。
外
務
省
は
三
月
末
、
貿
易
政
策
上
お
よ
び
外
交
政
策
上
の
観
点
か
ら
南
京
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
否
定
的
な
態
度
を
表
明
し
た
が
、

そ
れ
は
あ
ま
り
に
遅
き
に
失
し
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
長
い
過
程
を
経
て
、
一
九
三
六
年
四
月
八
日
、
一
億
R
M
の
借
款
供
与
と
、
中
独
の
生
産
品
の
バ
ー
タ
ー
交
易
を
主
要
な
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内
容
と
す
る
中
独
条
約
が
締
結
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
こ
の
条
約
の
成
立
は
、
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
政
府
内
政
治
の
観
点
か
ら
見
れ
ば
、

中
独
協
力
を
遮
二
無
二
推
進
し
て
き
た
ブ
ロ
ム
ベ
ル
ク
、
ラ
イ
ヒ
ェ
ナ
ウ
、
ト
ー
マ
ス
ら
ド
イ
ツ
国
防
省
と
経
済
大
臣
兼
ラ
イ
ヒ
ス
バ

ン
ク
総
裁
シ
ャ
ハ
ト
の
連
合
の
勝
利
で
あ
り
、
ノ
イ
ラ
ー
ト
外
相
・
駐
華
大
使
ト
ラ
ウ
ト
マ
ン
ら
外
務
省
と
フ
ァ
ル
ケ
ン
ハ
ウ
ゼ
ン
の

連
合
の
敗
北
を
意
味
し
た
。
こ
の
過
程
で
ヒ
ト
ラ
ー
の
外
交
指
導
が
ほ
と
ん
ど
介
在
し
な
か
っ
た
こ
と
も
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

こ
の
条
約
に
基
づ
き
中
国
国
民
政
府
は
ド
イ
ツ
に
武
器
工
場
プ
ラ
ン
ト
や
重
化
学
工
業
プ
ラ
ン
ト
、
さ
ら
に
大
量
の
武
器
を
発
注
し

た
。
ド
イ
ツ
国
防
省
も
、
ド
イ
ツ
国
防
軍
の
軍
需
品
調
達
計
画
の
な
か
に
こ
う
し
た
中
国
側
の
発
注
を
有
機
的
に
編
入
し
、
中
国
の
軍

拡
に
全
力
を
尽
く
す
こ
と
と
な
っ
た
。
H
A
P
R
O
に
よ
る
中
国
国
民
政
府
へ
の
武
器
輸
出
は
、
一
九
三
六
年
度
（
一
〇
月
末
ま
で
）

に
は
一
〇
一
〇
万
R
M
、
さ
ら
に
三
七
年
度
（
一
〇
末
ま
で
）
に
は
八
二
八
〇
万
R
M
に
お
よ
ん
だ
。
ゼ
ー
ク
ト
の
建
軍
思
想
や
在
華

ド
イ
ツ
軍
事
顧
問
団
に
よ
る
軍
事
指
導
も
合
わ
せ
、
中
国
国
民
政
府
軍
は
、
ド
イ
ツ
国
防
軍
の
い
わ
ば
「
兄
弟
軍
」
と
し
て
の
性
格
を

強
く
有
す
る
に
い
た
っ
た
。

翁
文
�
・
資
源
委
員
会
は
、
ク
ラ
イ
ン
の
「
組
織
建
議
」
の
影
響
を
受
け
、
さ
ら
に
こ
う
し
た
ド
イ
ツ
か
ら
の
プ
ラ
ン
ト
輸
入
に
依

拠
し
な
が
ら
、
一
九
三
六
年
六
月
、「
重
工
業
三
カ
年
計
画
」
の
実
施
に
踏
み
切
っ
た
。
そ
れ
は
、
湖
南
省
、
湖
北
省
、
江
西
省
な
ど

の
内
陸
部
に
武
器
工
場
、
重
化
学
工
業
、
鉱
山
業
な
ど
を
集
中
的
に
建
設
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
、
あ
き
ら
か
に
対
日
戦
争
を
想
定
し

た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
中
独
条
約
に
基
づ
く
中
独
協
力
は
、
中
国
の
対
日
抗
戦
力
の
重
要
な
一
翼
を
担
う
こ
と
に
な
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
中
独
条
約
成
立
を
め
ぐ
る
政
府
内
政
治
に
勝
利
し
た
国
防
省
で
あ
っ
た
が
、
日
独
防
共
協
定
を
め
ざ
す
軍
縮
問
題

全
権
代
表
リ
ッ
ベ
ン
ト
ロ
ッ
プ
（
一
九
三
六
年
八
月
よ
り
駐
英
大
使
）、
国
防
省
防
諜
部
長
カ
ナ
ー
リ
ス
、
駐
日
大
使
デ
ィ
ル
ク
セ
ン

ら
親
日
派
と
の
激
し
い
抗
争
に
陥
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
日
独
防
共
協
定
は
、
成
立
す
れ
ば
、
中
独
条
約
と
著
し
く
抵
触
す
る
可
能

性
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
国
防
省
は
一
九
三
六
年
五
月
、「
極
東
に
お
け
る
権
力
要
因
と
し
て
の
日
本
」
を
ま
と
め
、
あ
ら
ゆ
る
機

会
を
と
ら
え
て
日
独
協
定
に
反
対
し
た
。
さ
ら
に
、
対
中
政
策
で
は
国
防
省
と
対
立
し
た
外
務
省
も
、
対
日
政
策
で
は
国
防
省
と
歩
調
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を
揃
え
た
た
め
、
日
独
防
共
協
定
に
反
対
す
る
国
防
省
と
外
務
省
の
連
合
が
成
立
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
こ
の
国
防
省
＝
外
務
省
連
合
を
崩
壊
さ
せ
た
の
は
当
の
国
防
省
で
あ
っ
た
。
ブ
ロ
ム
ベ
ル
ク
は
、
一
九
三
六
年
夏
、

中
独
条
約
に
基
づ
く
中
独
友
好
関
係
の
確
認
の
た
め
、
自
ら
の
名
代
と
し
て
元
軍
務
局
長
（
当
時
ミ
ュ
ン
ヒ
ェ
ン
第
七
軍
官
区
司
令
官
）

ラ
イ
ヒ
ェ
ナ
ウ
を
中
国
に
派
遣
し
、
親
中
姿
勢
を
明
確
に
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
中
国
病
に
罹
っ
た
」（
ヒ
ト
ラ
ー
）
ラ
イ
ヒ
ェ

ナ
ウ
は
中
国
現
地
で
い
っ
そ
う
言
動
を
エ
ス
カ
レ
ー
ト
さ
せ
、
極
め
て
軍
事
同
盟
的
な
色
彩
を
帯
び
た
中
独
協
力
論
を
主
張
し
始
め
た

の
で
あ
る
。
加
え
て
中
国
の
全
面
的
な
軍
事
化
を
め
ざ
す
ク
ラ
イ
ン
・
H
A
P
R
O
の
「
組
織
建
議
」
が
こ
の
か
ん
外
務
省
に
伝
え
ら

れ
、
事
態
を
一
層
錯
綜
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

す
で
に
ベ
ル
リ
ン
駐
在
日
本
大
使
館
か
ら
中
独
条
約
に
関
し
再
三
に
わ
た
る
照
会
と
抗
議
を
受
け
て
い
た
ド
イ
ツ
外
務
省
は
こ
う
し

た
事
態
を
前
に
し
て
苦
境
に
陥
り
、
つ
い
に
そ
の
内
部
に
日
独
防
共
協
定
を
容
認
す
る
意
見
を
生
み
出
し
た
。
こ
う
し
て
日
独
防
共
協

定
に
反
対
す
る
国
防
省
＝
外
務
省
連
合
は
、
内
部
的
に
崩
壊
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

一
九
三
六
年
一
一
月
、
ブ
ロ
ム
ベ
ル
ク
お
よ
び
ト
ー
マ
ス
は
外
務
省
に
譲
歩
し
、「
ラ
イ
ヒ
ェ
ナ
ウ
路
線
」
と
ク
ラ
イ
ン
の
突
出
し

た
「
組
織
建
議
」
を
「
日
独
関
係
を
考
慮
し
て
、
抜
本
的
に
修
正
」
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
ド
イ
ツ
国
防
省
は
、
日
独
防
共
協
定

を
や
む
な
く
容
認
す
る
に
い
た
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
譲
歩
は
、
ク
ラ
イ
ン
と
ラ
イ
ヒ
ェ
ナ
ウ
の
「
行
き
過
ぎ
」
を
修
正
し
よ
う

と
い
う
も
の
に
過
ぎ
ず
、
か
れ
ら
の
親
中
路
線
の
放
棄
を
意
味
す
る
も
の
で
は
も
ち
ろ
ん
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

中
独
両
国
は
、
以
上
の
よ
う
な
諸
関
係
お
よ
び
諸
状
況
の
も
と
で
、
翌
一
九
三
七
年
七
月
七
日
に
盧
溝
橋
事
件
勃
発
を
迎
え
る
こ
と

と
な
る
。

（
た
じ
ま
・
の
ぶ
お
＝
本
学
教
授
）

本
稿
は
、
二
〇
一
〇
│
二
〇
一
一
年
度
成
城
大
学
特
別
研
究
助
成
金
に
よ
る
個
人
研
究
（
研
究
課
題
「
中
国
と
欧
州
大
戦
　
一
九
三
九
│
一
九
四
五
年
」）

の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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